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令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
開 催 要 綱

メインテーマ

１．日　　時 令和元年10月26日（土）　10：00 ～ 17：05

2 ．会　　場 ホテルメトロポリタン山形　４階　霞城
 　　山形県山形市香澄町１丁目１－１
 　　TEL : 023-628-1111

３．主　　催 日 本 医 師 会
 　　東京都文京区本駒込２丁目28－16
 　　TEL : 03-3946-2121

４．担　　当 山形県医師会
 　　山形県山形市松栄１丁目６－73
 　　TEL : 023-666-5200

５．参 加 者 全国医師会勤務医部会関係者及び医師会員とその関係者、行政等

「待ったなしの働き方改革
　　　　　　　　～勤務医の立場から～」
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令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会
プ ロ グ ラ ム

メインテーマ

　「待ったなしの働き方改革 ～勤務医の立場から～」
総合司会：山形県医師会常任理事　間　中　英　夫

【日　程】
9:00～ 受付開始

10:00～10:25 開　　会
 開会宣言 山形県医師会勤務医部会部会長　内　村　文　昭
 挨　　拶 日本医師会会長　横　倉　義　武
  山形県医師会会長　中　目　千　之

 来賓祝辞 山形県知事　吉　村　美栄子
  山形市長　 佐　藤　孝　弘
　

10:25～11:05 特別講演Ⅰ
　　　　　「日本医師会の医療政策」 日本医師会副会長　今　村　　　聡
  座長：山形県医師会副会長　中　條　明　夫

11:05～11:45 特別講演Ⅱ
　　　　　「複眼的にものをみる」 　嘉　山　孝　正

  座長：山形県医師会副会長　清　治　邦　夫

11:45～12:10 報　　告
　　　　　「日本医師会勤務医委員会報告」
  日本医師会勤務医委員会委員長　泉　　　良　平

12:10～12:15 次期担当医師会挨拶
  京都府医師会会長　松　井　道　宣

12:15～13:20 昼　　食

12:20～13:10 ランチョンセミナー
　　　　　「慶應鶴岡発バイオテクノロジーが創る健康長寿社会」

  　冨　田　　　勝

  座長：山形県医師会会長　中　目　千　之

山形大学医学部参与
国立がん研究センター名誉総長

東京脳神経センター所長

慶應義塾大学先端生命科学研究所所長
慶應義塾大学環境情報学部教授
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13:20～14:20 シンポジウムⅠ
　　　　　「勤務医の働き方改革」 座長：山形県医師会常任理事　佐　藤　慎　哉
  山形県医師会理事　多　田　敏　彦

　　　　　「山形県における勤務環境に関する調査報告」 山形県医師会常任理事　間　中　英　夫
　　　　　「医師の働き方改革の方向性」
  厚生労働省医政局医事課医師養成等企画調整室長　加　藤　琢　真
　　　　　「病院運営と働き方改革～現場の懸念」
  地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構理事長　栗　谷　義　樹
　　　　　「チームで支え合う働き方を目指して～誰もが活躍できるために～」
  日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長　木　戸　道　子

14:20～14:55 ディスカッション

14:55～15:10 休　　憩

15:10～16:25 シンポジウムⅡ
　　　　　「生涯現役～勤務医定年後の明るい未来～」 座長：山形県医師会副会長　神　村　裕　子
  山形県医師会常任理事　間　中　英　夫

　　　　　「山形県内病院医師の定年退職後の働き方に関する調査報告」
  山形県医師会常任理事　吉　岡　信　弥
　　　　　「地域医療に必須なシニア世代医師の活躍」
  　望　月　　　泉

　　　　　「二度の公務員定年退職（米沢市立病院診療部長・山形県立米沢栄養大学教授）後、
　　　　　　慢性期病院での勤務医師」 山形ロイヤル病院内科医師　八　幡　芳　和
　　　　　「輝けるシニア医師　定年後の未来像」 愛知県医師会副会長　市　川　朝　洋
            　「山形大学医学部が提供する「リフレッシュ医学教育」」
  佐　藤　慎　哉

16:25～17:00 ディスカッション

17:00～17:05 やまがた宣言採択 山形県医師会勤務医部会副部会長　佐　藤　光　弥

17:05 閉　　会

18:00～19:30 懇 親 会 司会：山形県医師会副会長　神　村　裕　子
　　　　　　 開　　会 山形県医師会常任理事　三　條　典　男
 挨　　拶 日本医師会会長　横　倉　義　武
  山形県医師会会長　中　目　千　之
 乾　　杯 京都府医師会会長　松　井　道　宣
　　　　　　 アトラクション 「花笠踊り」
 閉　　会 山形県医師会常任理事　間　中　英　夫

山形大学医学部附属病院副病院長
山形県医師会常任理事

八幡平市病院事業管理者
岩手県立病院名誉院長
岩手県医師会参与
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　皆様おはようございます。ただいまより令和元年
度全国医師会勤務医部会連絡協議会の開会式を行い
ます。私は本日総合司会を務めさせていただきます
山形県医師会常任理事の間中英夫でございます。ど
うぞよろしくお願いいたします。
　それでは山形県医師会勤務医部会部会長・内村文
昭より開会の辞を申し上げます。

開 会 式

総合司会
山形県医師会常任理事　間　中　英　夫
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　皆様おはようございます。ただいまより「待った
なしの働き方改革～勤務医の立場から～」をメイン
テーマとした令和元年度全国医師会勤務医部会連絡
協議会を開会いたします。よろしくお願いします。

開 会 式

開会宣言
山形県医師会勤務医部会部会長　内　村　文　昭
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　皆様おはようございます。日本医師会副会長の今
村聡でございます。日本医師会の横倉義武会長は、
世界医師会に参加しているため、本日伺うことがで
きません。挨拶を預かっておりますので、代読させ
ていただきたいと思います。
　ご挨拶に先立ちまして、関東地方及び東北地方を
中心に、東日本各地に甚大な被害をもたらした、こ
のたびの台風19号の被害、そして昨日の大雨被害に
あわれました皆様方に、謹んでお見舞いを申し上げ
ます。また、被災地の地域医療を懸命に支え、支援
に取り組まれている会員諸氏並びにすべての皆様方
に、深甚なる敬意を表する次第であります。
　日本医師会といたしましても、発災直後より、関
係各方面との連携を密に取りながら、地域の復興に
向けた支援に取り組んでおりますが、本日ご参集の
皆様方におかれましても、引き続き多大なるご支援
をいただければ幸甚でございます。
　それでは、あらためまして、令和元年度全国医師
会勤務医部会連絡協議会の開会にあたり、主催者を
代表して、一言ご挨拶を申し上げます。
　はじめに、公務ご多用の折、本協議会にご臨席を
賜りました吉村美栄子山形県知事、佐藤孝弘山形市
長に、心より御礼を申し上げます。
　また、本年度の協議会の開催に係る準備運営のす
べてをご担当いただきました、山形県医師会の中目
千之会長はじめ、役職員の皆様方に衷心より感謝を
申し上げます。
　本協議会は、昭和56年の第１回開催以来、今年度
で40回目の節目の年を迎えることとなりました。こ
の間、勤務医の立場から、医療に係るさまざまな問
題をご議論いただき、昨年度は、医師の働き方改革
において、勤務医が高いモチベーションを持ち続け、

地域医療の発展に向けてこれまで以上に貢献できる
ことを願い、「ながさき宣言」が採択されました。こ
のように、本協議会が、日本全国に向けてメッセー
ジを発信し続けていくことは、誠に意義深いことで
あり、これもひとえに、都道府県医師会をはじめ勤
務医部会関係各位のご協力の賜物と、心より敬意を
表する次第です。
　さて、本年度の本協議会では、メインテーマに
「待ったなしの働き方改革～勤務医の立場から～」
が取り上げられました。勤務医の先生方におかれま
しては、ご自身の労働環境や生活に直接関係する、
大変関心の高いテーマであると認識しており、日本
医師会といたしましても、「地域医療の継続性」と
「医師の健康への配慮」との両立を図っていく観点
から、重大な関心をもって取り組んでいるところで
あります。
　これからの地域医療提供体制は、偏在対策を含む
医師確保計画、地域医療構想、そして、本日のメイ
ンテーマであります医師の働き方改革が、相互に関
わり合いながら形づくられてまいります。
　特に、医師の働き方改革につきましては、2024年
度より時間外労働の上限規制が適用されることとな
ります。すなわち医師の働き方改革の議論に当たっ
ては、医師確保計画や地域医療構想も視野に入れな
がら、この限られた時間の中で、慎重に事を運び、
かつ、確実に結論を出して行かなければならないと
いうことです。
　このような状況を踏まえ、日本医師会では、会内
に設置した「医師の働き方検討委員会」において、「地
域医療の継続性」を確保することはもちろんのこ
と、「医療機関マネジメントの重要性」や、「産業保健
活動の確実な履行」等の視点から、医師の健康面に

挨　　拶
日本医師会会長　横　倉　義　武

代読　日本医師会副会長　今　村　　　聡
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配慮する側面からも検討を進めております。同時に、
厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討
会」に役員２名を派遣するなかで、医療界が考える
働き方改革の実現に向けて、積極的に議論をリード
しております。
　今後、医師の診療業務の特殊性を踏まえながら、
より詳細な検討が進められていくこととなりますが、
重要なのは、医療の現場を熟知する医師が自らの手
で、働き方改革を主導していくということであります。
　そして、そのためには、本日ご出席の先生方をは
じめ、全国の勤務医の先生方のお力添えを得るなか
で、医療の現場から届けられる一人ひとりのご意見
等を踏まえた説得力ある議論を展開し、医師会の存

在感や発言力を高めていくことが極めて重要であり
ます。
　日本医師会といたしましても、本日のご議論を踏
まえ、今後の会務を運営してまいりますので、ご参
集の先生方におかれましても、一層のご理解・ご協
力をいただければ幸いです。
　結びに、本日の協議会の盛会と皆様方のご健勝を
心より祈念いたしまして、ご挨拶とさせていただき
ます。
　令和元年10月26日

公益社団法人日本医師会会長　横倉　義武
　代読でございます。どうぞよろしくお願い申し上
げます。

開 会 式
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　皆さんおはようございます。山形県医師会の中目
です。本日はご多忙のところ、この全国医師会勤務
医部会連絡協議会にご出席いただきまして、心より
感謝申し上げます。
　まず初めに先日の台風並びに昨日の大雨によりま
して被害を被りました方々、特に医療機関で働いて
いる職員の方々に心からお見舞いを申し上げますと
同時に、一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
　全国医師会勤務医部会連絡協議会山形開催におき
ましては、メインテーマを「待ったなしの働き方改
革」にしました。皆さんご存じのように、働き方改
革につきましては数多くの所でご議論されています。
しかし、そもそもわれわれ医療人には献身、犠牲、
社会貢献という部分を担っているわけです。あまり
にぎちぎちな働き方改革を行いますと医療人として
のレベルは低下しますし、皆様が働いている医療機
関の経営も圧迫することになるでしょうし、ひいて
は地域医療の萎縮・崩壊につながるのではないかと
いう危惧を抱いております。私個人としては緩やか
な働き方改革でスタートしたらいいのではないかと
考えている次第であります。
　さて皆さん、人生百年の時代という様になりまし
た。そこで、勤務医の先生方の65歳以上の定年後の
人生を是非、明るく、楽しく、充実した人生を送っ
てもらいたいということで、シンポジウムⅡには「生
涯現役～勤務医定年後の明るい未来～」ということ
でテーマを設けさせていただきました。これは連絡
協議会の長い歴史の中で初めてのテーマであります。
今日はいろいろな先生が、それぞれの個性をもって
お話してくれますので、是非期待していただきたい
と思います。
　これは午後のシンポジウムですが、これに先立ち

まして、午前中には日本医師会副会長の今村聡先生
の特別講演、また山形大学医学部参与の嘉山孝正先
生の特別講演が行われます。山形県には日本のシリ
コンバレーをつくるという壮大な夢を持っている慶
応の多くの研究者がおり、鶴岡市に先端生命科学研
究所をつくり多くの研究をしております。10年ぐら
い前から活動しているわけですが、ここ６～７年、
目ざましい業績を挙げましてベンチャー企業も出ま
したし、多くの受賞をもらっている研究所でござい
ます。研究所内のプレゼンテーションはすべて英語
ですし、常時二十人以上の若い外国の留学生が分析
並びに解析方法を学んでおり、また日常生活では山
形の生活、大体は山形のラーメンなのですが、日本
の文化を体験し帰ります。非常に国際的にも注目さ
れており、本研究所の冨田教授を今日お招きしてラ
ンチョンセミナーでお話をしていただきます。皆様
方には是非お昼に席を立つことなく、お弁当を食べ
ながらこの山形の地からも国際的な業績を挙げてい
る所があるんだということを、ランチョンセミナー
の講演で学んでいただければと心から思っておりま
す。
　この連絡協議会は、昨年は長崎、今年は山形、そ
して来年は京都へと受け継がれて行きます。本日皆
様方と有意義なひとときを共有し、また来年京都で
お会いしましょう。最後に重ねて本日ご多忙のとこ
ろご参加いただきました皆様方に厚く、厚く御礼申
し上げまして私の挨拶とさせていただきます。今日
一日、よろしくお願いいたします。

挨　　拶
山形県医師会会長　中　目　千　之



－ 12 －

　皆様おはようございます。山形県知事の吉村美栄
子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　まず初めに台風19号、そしてこのたびの大雨で大
変な被害が発生いたしました。被害に遭われた皆様
に心からお見舞いを申し上げます。山形県内でも被
害があったのでありますけれども、幸いにも犠牲者
はなかったということであります。復旧・復興に全
力で取り組んでいるところでございます。
　一方で隣県とか他県で大変な被害が出ております
ので、本県としても出来る限りの応援を行ってい
るところでございます。台風19号の時には県内に
DMATが25ほどあるんですけれども、そのうちの
７チームの皆様方から応援に行っていただきました。
本当にありがとうございました。１日も早い復旧・復
興を願っております。
　さて、本日は令和元年度全国医師会勤務医部会連
絡協議会が盛大に開催されますこと、誠におめでと
うございます。全国からおいでになってくださって
いるということであります。皆様、ようこそ山形県
においでくださいました。山形県民を代表して心か
らご歓迎申し上げます。医師会の皆様には日夜保健
医療の確保・充実のためにご尽力をいただき、地域
医療や学校保健の向上に多大な貢献をされているこ
とに厚く御礼を申し上げます。
　さて、少子高齢化の進行やそれに伴う疾病構造の
変化、医療技術の進歩に伴う医療ニーズの高度化な
ど、医療・介護を取り巻く環境が大きく変化してお
ります。そのため本県では平成30年３月にがんや脳
卒中などの５疾病５事業に対応した医療提供体制や、
地域医療を支える医療従事者の確保など、向こう６
年間の目指すべき方向や、実現するための施策を示
した第７次山形県保健医療計画を策定いたしまして、
各種取り組みを進めているところでございます。こ
のような中、ここ山形に全国から医師会関係者の皆

様がお集まりになり、勤務医の立場からの働き方改
革に関する特別講演やシンポジウムなどを通して、
日ごろの研究成果を発表し、研鑽を積まれますこと
は誠に有意義なことと存じます。過疎地をはじめと
する地方で、将来にわたって住民が安心して暮らし
ていくためには、勤務医の皆様方のご理解・ご協力
が不可欠でございますので、引き続きのご協力を賜
りますようよろしくお願いいたします。
　開催にご尽力されました山形県医師会をはじめ関
係各位に心から敬意を表しますとともに、このたび
の成果が医学や医療技術の発展をはじめ、地域医療
の向上に資することをご期待申し上げます。
　さて、朝晩の冷え込みが厳しくなって参りました。
山々や町中での紅葉を愛でる季節ともなっておりま
す。全国で各地の名産が次々と収穫を迎えているこ
とと思います。ここ山形県には「つや姫」そして「雪
若丸」というおいしいお米がございます。また四季
折々の果物もたくさん生産してございます。それか
ら35市町村すべてに温泉がわいている温泉王国でご
ざいます。この表紙の左側の真ん中の写真ですけど、
これは銀山温泉でございまして、尾花沢市という所
にございますけれども、本当に各地に魅力的な温泉
もある県で温泉王国でございます。
　それからお酒なんですけれども、都道府県で唯一
山形県だけが、国が保護する地理的表示「ＧＩ」に
認定されておりまして、52の酒蔵があるんですけれ
ども、地酒が大変おいしいので是非お楽しみいただ
きたいと思います。ワイナリーも15ほどございまし
て、毎年金賞を取ってございます。美食・美酒を誇
る県でございますので、皆様方には是非この機会に
山形県の魅力をご堪能いただきたいと存じます。
　結びに本会のご盛会とご参会の皆様方の一層のご
健勝とご多幸をご祈念申し上げましてお祝いの言葉
といたします。本日は誠におめでとうございます。

来賓祝辞
山形県知事　吉　村　美栄子

開 会 式
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　皆様、おはようございます。私、山形市で副市長
を務めております齋藤順治と申します。本日、佐藤
市長にご案内を賜りましたが、公務で昨日から出張
しております。代わりまして市長からの祝辞を預
かって参りました。
　それから先般の台風、それから大雨によります被
害に遭われました地域の皆様にお見舞い申し上げま
すとともに、心より復興をお祈りしております。山
形市からの救援は災害当日にDMAT、それから消
防隊の救援活動を行いました。それから山形市は中
核市でございますが、中核市相互間で応援する仕組
みができておりまして、比較的被害の少なかった秋
田市と山形市がチームを組みまして、福島県のいわ
き市と郡山市の方に応援の救援活動を行っておりま
す。給水活動、それから災害ゴミの片づけ、そういっ
た活動を現在も行っている状況でございます。一刻
も早い復旧をお祈りしております。それでは市長か
らの祝辞を代わりまして申し上げます。
　令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会の開
催、誠におめでとうございます。全国の勤務医、都
道府県医師会役員の皆様をお迎えし、本協議会が山
形市で盛大に開催されますことは誠に喜ばしく、お
越しくださいました皆様方を山形市民とともに、心
から歓迎を申し上げます。
　さて、わが国では世界でも類を見ないような長寿
社会の到来を迎えつつあり、地域における質の高い
安全・安心な医療に対する地域住民の期待は、これ
まで以上に高まりを見せております。また、地域包
括ケアシステムの構築を進めていく上におきまして
も、医療が果たす役割は大きく、地域の医療関係者
の皆様とより一層連携をした取り組みが必要になっ
てくるものと考えております。

　山形市は今年４月に中核市に移行しましたが、新
たに開設をしました保健所を拠点としまして市民の
健康寿命の延伸のため、バランスのよい生活習慣に
対する意識を高める施策に取り組んでおります。こ
うした取り組みを推進するには医師の皆様のご協力
が不可欠でございます。将来にわたり持続的にご尽
力いただく上で医師ご本人や、ご家族はもとより地
方自治体にとりましてもその勤務環境の改善は重要
なテーマでございます。
　このような中、全国各地の勤務医の皆様、都道府
県医師会役員の皆様が一堂に会し、「待ったなしの働
き方改革～勤務医の立場から～」をメインテーマと
して講演やセミナーなどを通して研鑽を積まれます
ことは、勤務医の皆様の環境整備、ひいては地域医
療の発展にとりまして誠に意義深いことであります。
会員相互の緊密なる連携と協力によりまして、本大
会が実り大きいものとなりますことをご期待申し上
げます。
　皆様をお迎えする山形市は樹氷と温泉で名高い蔵
王や、松尾芭蕉ゆかりの山寺などの観光地を有する
豊かな自然と文化にあふれる街でございます。また
直径６ｍ50cmの日本一の大鍋で調理する日本一の
芋煮会で有名な芋煮をはじめ、シャインマスカット
やラフランスなどの豊富な果物や、香り高い蕎麦、
米どころ自慢の日本酒など、全国に誇れる自慢の食
が皆様をお待ちしております。この機会に山形の魅
力を存分に味わっていただければ幸いに存じます。
　結びにご参会の皆様方の今後ますますのご健勝と
ご活躍、そして全国の各医師会の一層のご発展を祈念
申し上げまして歓迎とお祝いのご挨拶といたします。
　令和元年10月26日　山形市長　佐藤孝弘
　本日は誠におめでとうございます。　

来賓祝辞
山形市長　佐　藤　孝　弘

代読　山形市副市長　齋　藤　順　治
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　皆様、おはようございます。本日最初のセッショ
ンでございます。本日は日本医師会副会長でいらっ
しゃいます今村聡先生のご講演を賜ります。「日本
医師会の医療政策」という演題でございます。今村
先生はご高名な先生でいらっしゃいますので、ご略
歴は申し上げなくても大丈夫だと思いますけれども、
プログラムの下段の方に詳細な略歴が書いてありま
すのでご覧いただけばよろしいかと思います。それ
では今村先生、よろしくお願いいたします。

特別講演Ⅰ

座　長
山形県医師会副会長　中　條　明　夫
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　改めまして、今村でございます。よろしくお願い
いたします。中條先生、座長をよろしくお願いいた
します。

　お話をさせていただく前にこの日医のキャラク
ターをご紹介したいと思います。もう十分ご存じだ
とは思いますけれども、日医が、あるいは医師会が
本当に国民に寄り添う親しみやすい団体だというこ
とを理解していただくために、47都道府県のキャラ
クターをつくりました。山形県バージョンはサクラ
ンボが付いておりますけれども、各都道府県医師会
のバージョンがございますので、是非いろいろな所
で活用していただければと思っております。
　それでは本題に入らせていただきます。日本医師
会の医療政策という大上段のお話で、本来ならば横
倉会長がこちらでお話をするような内容でございま
すけれども、日ごろ会長がお話になっていることを、
私の方で代わってご説明させていただければと思い
ます。
　いまの医療政策は多岐にわたっておりますが、限
られた時間ですので、重要な論点についてお話をさ
せていただきます。

　まず、医師会の役割についてですが、いかにも医
師会というのは知られているようで、国民の間に十
分に認識されていない。例えば、開業医の団体なの
ではないかとか、圧力団体ではないかとか、いろい
ろ巷間言われておりますけれども、ここにございま
すように、適正な医療が提供できる体制をしっかり
と目指し、国民とともに歩む医師の専門団体であり
ます。そして、開業医と勤務医が手を携えて取りく
んでいる団体だということを申し上げているところ
です。

「日本医師会の医療政策」
日本医師会副会長　今　村　　　聡

特別講演Ⅰ
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　国民に信頼される医療の確立を目指していくため
には、医療の根本はまず信頼だと考えます。医師と
患者の信頼関係、あるいは医療関係者と国民の間の
信頼関係によるものであり、医師が専門職として、
患者の利益を自らの利益の上において専門職として
の能力と倫理の水準を維持して高めていく。専門職
の自律の原則に立って自己の規律を行うことが必要。
これはヒポクラテスの時代からずっと言われている
ことだと思います。
　また、医療は医学の社会的な適用ということで、
医療制度・政策の推進に向けて、実際に医療を担う
医師の意見を自律的に取りまとめ、社会や政府に対
して積極的に提案することで、社会的な責任を果た
すことが非常に重要であるということだと思います。
医師の学術団体、専門職能団体である医師会の存在
意義・目的ということです。

　歴史的に見ても、国民に医療を提供する現場の医

師会、一番に重要な郡市区等医師会は、いま891ご
ざいますけれども、ここが医師会の根本になってい
ます。さらに47の都道府県の医師会、そして日本
医師会となります。いま郡市区等医師会の会員が
200,400人と、30数万人いる医師の６割強が医師会
の会員であります。
　昨年、本庶佑先生がノーベル賞を受賞されました
けれども、ノーベル医学・生理学賞を山中伸弥先生
と本庶先生という２人の日本医師会員が受賞された
ということは、われわれにとっても大変な誇りであ
ると思っております。また北里柴三郎先生、初代の
医師会長先生が2024年度から発行される新千円札の
肖像になります。現千円札は野口英世先生であり、
二代続けて医師が肖像になったことは、いかに医療
が社会に欠かせないかということの裏付けであり、
医師が社会に果たす責任の重さを感じるところであ
ります。
　20世紀初頭は感染症による死亡が多く、北里先生
は「予防医学を確立することが近代化である」とい
う非常に強い思いがおありになられた方であります。
日本医師会は北里先生の志を受け継いで、人生100
年時代に向けて、治療を中心とした医療から予防・
健康づくりにも力点を置く、健康長寿社会の実現に
尽力していくということでございます。

　専門職能団体に対する社会の主な期待というのは、
ここに掲げてあるような５つのことだと思っており
ます。
①倫理の確立、規律の保持、品性・誠実性の確保
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②研修等を通じた専門知識・技術の向上による品質
の改善進歩
③医業及び専門性へのニーズの多様化、高度化に向
けた迅速な対応
④監督・指導等の徹底による市民からの信頼確保
⑤専門領域内での自主的な課題解決に向けた積極的
関与

　次に日本医師会綱領です。第129回日本医師会定
例代議員会において採択されたものでございますけ
れども、ここに掲げてある
　１．日本医師会は、国民の生涯にわたる健康で文
化的な明るい生活を支える。

　２．国民とともに安全・安心な医療提供体制を築く。
　３．医学・医療の発展と質の向上に寄与する。
　４．国民の連帯と支え合いに基づく国民皆保険制
度を守る。

　の４つを国民に約束するということで、今日ご参

加いただいている柵木代議員会議長のご理解をいた
だいて、代議員会において代議員が全員で唱和して
います。これは、国民に向けてしっかりと約束する
ことを宣言しているということです。

　さて、明るい健康長寿社会に向けてということで
すが、高齢化、高齢者の増加による社会保障費の増
加というのは、いろいろ問題になっているところで
す。昨今全世代型の社会保障改革ということで、い
わゆる医療・介護に対する支出の抑制が声高に叫ば
れる状況にあります。社会保障改革というものの主
眼が、単に医療・介護に対する支出の抑制というこ
とだけであっては、結果として質の低下を起こして
しまう。これでは国民の理解は得られません。急激
な制度変更による医療・介護に対する支出の抑制政
策をとれば、後期高齢者医療制度の導入の時に見ら
れたような国民の反発を招くことになります。
　国民が住み慣れた地域で、自分らしく生涯を全う
したいという願いを、すべての関係者が共有して、

特別講演Ⅰ
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その実現のために協力して取り組んでいく必要があ
るということを政府、あるいは与党に対して強く訴
えているところであります。
　成熟社会である令和の時代は、社会の格差が拡大
しないように、社会保障を充実させ、経済成長を促
すような取り組みを進めていかなければならない。
そのことは健康寿命を延伸することによって、結果
として支え手も増加していくと考えています。

　これはよく出てくる図でございますけれども、
2008年が総人口のピークで、これから減少の一途、
出生率がこのまま維持されると、2115年にはほぼ半
分以下になってしまうというのが日本の現状です。
　年代別の割合の推移を見ますと、今後ますます14
歳以下の人口は減っていく。75歳以上の人口はしば
らく増加し続けますけれども、その後は一定になる。
65歳から74歳の方たちもしばらくの間一定。いまの
高齢者の定義が65歳以上ですので、労働人口が減少
することで、日本の活力が減っていくということに
なるわけです。ご存じの通り、われわれの世代は昔
の65歳とはまったく違った体力、活動力を持ってい
ます。日本の国の仕組みとして、高齢者の定義を変
えて、働ける方たちが75歳までしっかりと働いてい
ただける社会をつくることが、ほぼ今の労働者の人
口を75歳まで働く方たちが増えてくれば維持できる
社会になるということだと思います。
　これは生産年齢人口と就業者数について書かれた
ものですが、15歳から74歳の人口は緩やかに減少し
ていきます。生産年齢人口は大きく減少しています

が、実は就業者数というのは緩やかに増えていく。
これは一つには女性の社会参加という理由もありま
すが、退職した高齢者の方々の就業も主な要因だと
思われます。先ほど中目会長からお話がございまし
たように、65歳で退職された先生方が、その後どう
やって働ける場をつくっていくか。まさしくこれは
医師だけの話ではなくて、国民全体の話だと思って
おります。

　高齢者の体力・運動能力の推移ということで、６
分間歩行テストの結果です。これはあくまでもひと
つの目安ですけれども、1998年当時の65歳の方たち
の能力というのが今の75歳の方と同じになってきて
います。体力的にもかなり若返っているということ
です。もちろん個人差がありますので、すべての方
がこういうふうに働かなければいけないとか、そう
いう話ではありませんが、マクロで見ると明らかに
体力が改善してきている。約20年間で10歳若返って
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いると言われています。

　そういった中、人生100年時代に向けた健康寿命
の延伸ということで、一つは今回成育基本法が通り、
妊娠・出産して、大人になるまで学校教育の現場で
しっかりと子供たちが成長していけるという仕組み
ができました。さらに日本の検診制度は、所管の省
庁が厚労省だったり文科省だったり、さまざまな制
度が縦割りになっている弊害がございましたけれど
も、基本的にはとても充実している。大事なことは、
これを生涯の保健事業ということで一本化していく、
一気通貫でつなげていくということであります。現
在、国では一人ひとりが生まれてからのいろいろな
検診のデータを生涯持ち続けて、自分の健康維持の
ために使えるような仕組みであるＰＨＲ（パーソナ
ルヘルスレコード）をつくるための検討会を開催し
ており、日本医師会の長島常任理事が参加して意見
を述べさせていただいているところであります。そ
のように、医療に妊娠・出産から高齢者まで切れ目
のない全世代型社会保障という制度を、われわれ自
らが提案をしている、していかなければならないと
思っております。結果として、平均寿命に対して健
康寿命をできるだけ縮めていくことにつながるわけ
です。
　実は健康寿命の定義の中で、自分が健康であると
いう意識の問題というのが結構大きな要素になって
います。これは嘉山孝正先生が作成されたデータで
すが、ＯＥＣＤが各国の医療のヘルスデータという、
いわゆる医療の通知表をつくっていて、日本はＯＥ

ＣＤ各国の中で断トツで成績がいいんです。しかし、
健康状態の自己評価に関しては、日本はＡＢＣＤの
中でＤなんです。これは「幸せか」と聞かれると日
本人は「不幸せだ」と答えてしまうような国民性で、
そういうマインドで健康寿命という定義をそのまま
当てはめていくと、健康寿命がどんどん短くなって
しまうので、やはり国民の皆さんにどれだけ素晴ら
しい医療が提供されているかということを理解して
いただいて、もっと前向きに活動していただきたい
と思っています。

　医療は治す医療から予防・治療はもちろんのこと、
再発・重症化予防・見守り・看取りと一気通貫で、
医師の役割は診断・治療だけではなく、生涯を通じ
て健やかに過ごすためのいろいろな活動があります。
「防ぐ」というところでは、例えば学校教育におけ
る学校医というのは、子供たちが健やかに成長して
いくためにはとても大事な役割だと思っております。
しかしながら、中央教育審議会には長年医師会が参
加していませんでした。前期から横倉会長が中央教
育審議会の委員になり、現在は道永常任理事が委員
を引き継いで中央教育審議会に参画し、そこでしっ
かりと学校医の役割、学校保健の役割ということを
主張させていただいています。教育というものがい
かに大事かということだと思います。
　さらに「治す」という部分では病診連携、そして「支
える」部分では多職種の連携、さらには地域保健と
職域保健の連携、職業と疾病の両立というところで
は、産業保健の重要性ということも非常に重要な課
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題になってくる。これは医師が学校医でもあり産業
医でもあるということで、治療だけではなく、いろ
いろな立場で国民に対して役割を果たすということ
になっていると思います。

　予防・健康づくりの推進に向けましては、先ほど
申し上げた生涯保健事業の一元化という点で、検診
データの標準化を目指しています。例えば、ある検
診機関のヘモグロビンＡ１ｃと、別の検診機関のヘ
モグロビンＡ１ｃの基準が違っていた場合、いくら
違っているデータを集めても、何の成果も得られな
い。まずは検診データをしっかり標準化していくた
めに、日医総研でシステムをつくっているところで
あります。また、日本医師会は外部の団体と一生懸
命協調しながら、日本健康会議で、いろいろな健
康・予防づくりの取り組みをさせていただいており
ます。今までは働いている労働者に対する健康保持
増進の取り組みのための費用は、会社にとってはコ
ストだという考えでしたけれども、昨今はそれは投
資であると。自分たちの会社の社員が健康で、能力
をフルに発揮していただくことは、結果的に会社に
とって非常に大きなメリットになるという考え方に
大きく方向転換しています。経済産業省の検討会に
も、日本医師会は委員として参加をさせていただい
ています。
　世の中は大きく変わっている。今はオールジャパ
ンで取り組んでいかなければ、この高齢化を迎える
社会の中ではなかなか進められない。日本医師会は
経済産業省とも意見交換をしっかりしながら、健康

経営という面でも取り組みをさせていただいている
ところです。

　ご存じのとおり、さまざまなインセンティブが働
いていて、会社では顕彰制度であるとか、あるいは
保険者に対しては後期高齢者の支援金であるとか、
保険料率の反映、保険者努力支援制度など、さまざ
まな取り組みが進められているというのが現状だと
思います。今までは医療界と経済界とがほぼ対立構
造になっていて、支払側は医療費の抑制ばかりが前
面に出してくるという感じでした。しかしやはり経
済界にも医療の重要性をよく理解していただかなけ
ればいけないということで、日本医師会の横倉会長
と日本商工会議所の三村会頭が代表幹事になって、
経済界、医療関係団体、自治体等のリーダーが手を
携えて健康寿命の延伸を図っていことを目的に日本
健康会議を発足しました。日本健康会議では、健康
なまち・職場づくり宣言2020という、８つの具体的
な宣言のための目標値をつくり、毎年 PDCAサイ
クルを回していくということが行われているところ
です。
　代表的な医療の例は、糖尿病の重症化予防と、い
わゆる人工透析の移行率を下げる取り組みを地域で
行うということで、これは都道府県の方でも医師会
でも各自治体と協力しながら進めていただいている
ところだと思います。
　日本医師会では、地方版の日本健康会議をつくっ
ていただけるよう働きかけています。名称は必ずし
も健康会議ということではなく、それぞれの県で、
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いろいろな名前でいろいろな関係者が集まる会議を
つくっていただいています。地域の特殊性、独自性
がありますので、それぞれの県でいろいろな業種と
連携をしていただければということで、ここに例を
挙げさせていただきました。

　健康寿命の延伸が進むということは、例えば若年
世代から予防・健康づくりに取り組むことによって
雇用が拡大する。雇用が拡大して会社の経営がうま
くいけば経済が成長する。財政が安定すると税収が
増えて、社会保障財源の確保にもつながります。元
気な高齢者が増えてくることによって医療費、介護
費の伸びを抑えることができる。そして生涯現役と
いうことで、高齢の方が働いて収入を得る、税金を
納める、あるいは保険料を納めることは財源の確保
にもつながり、全体として社会保障制度の維持につ
ながっていくと考えています。
　社会保障の充実による国民不安の解消ということ

で、この資料をもとに、現在、日本医師会は政府あ
るいは自民党等に説明をしているところです。これ
を見ていただくと、１つは、企業は内部留保が非常
に多いということです。もちろん内部留保というの
は現金だけではないものもありますが、しっかりと
賃上げをして、企業の内部留保を給与に還元してい
ただく。このためには黙っていてもなかなか給与を
高くするということができないので、内部留保をあ
まり積み上げすぎるような会社については、税制で
考えていくというようなお話もあると聞いています。
　ここを見ていただくと、公助（税金）の増額と共
助（保険料）の増額という大きな柱が２本あります。
公助の方は、社会保障費の財源としての消費税一本
足打法は無理だろうということで、日本医師会とし
ては健康のためのたばこ税の増税や、新たな相続税
等のあり方など、やり方全体を抜本的に見直した方
がいいのではないかということを言っています。こ
れは公助の増額につながるところです。保険料の増
額については、もともと異なっている保険者ごとの
保険料率を、協会けんぽの10％に合わせることに
よって、保険料の増額につながるということです。
　もう１点、これは日本医師会が国に向かって大き
く今回新たに提案をしているものです。休業時の毎
月給付である傷病手当は健康保険から出ています。
つまり医療保険財政の中から失業手当が出ている。
実は医療保険財政というのは、非常に厳しい状況に
なっていますが、雇用保険の財政は非常にいい状態
にあります。つまり失業手当を雇用保険から拠出す
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ることによって、いわゆる健康保険の負担が大きく
減ります。今まであまりどこからも提案されていな
かったものを日本医師会から政府、党に向かってい
ま訴えているところです。
　このことによって共助、保険料が増額され、公助
が増額されることによって社会保障が充実されて、
そして需要創出・雇用拡大、経済成長、地方創生、
こういったことを全体として国民の不安を解消して
いくということを申し上げているところです。

　今後かかりつけ医機能のさらなる定着が非常に重
要になってくると思っています。かかりつけ医の役
割というのは非常に大きくて、日常の診療、早期発
見から予防、さらには重症化予防、専門医の紹介等
の役割を果たしておりますし、地域での医療・介護
等、地域包括ケアの主役であると思っております。
また、そのかかりつけ医をしっかりとサポートして
いく地域医師会が重要であるということで、この絵

を描かせていただきました。
　日医はずっとかかりつけ医と言っていますけれど
も、厚生労働省が文書の中にかかりつけ医という言
葉を入れたのは、ほんの数年前です。それまでは主
治医と言われていて、まだまだ国民の中では十分に
かかりつけ医の役割というものが認識されていると
いうわけではない。イギリス型のいわゆる家庭医制
度ではなくて、国民自らが自分の信頼できるかかり
つけ医を選んでいただくということを、地域医師会、
そして都道府県医師会、日本医師会が一体となって
進めて行かなければと思っています。

　日本医師会では、かかりつけ医の機能を高めるた
めの研修制度を設けております。毎年多数の方に受
けていただいておりますけれども、この研修の内容
も日進月歩見直しをしながら、出来るだけ多くの先
生方にご参加をいただければと思っております。
　かかりつけ医の定着に向けた国民への働きかけと



－ 24 －

いうことで、これも今日お見えになっている城守常
任理事が厚生労働省の「上手な医療のかかり方を広
めるための懇談会」に出席して、日医の意見を発言
していただきました。働き方改革に関わる話ですけ
れども、最初の頃は働き方改革の議論の中に、医療
提供者の話ばかりが前面に出ておりました。ですが、
日本の医療において、患者さんにどのように医療を
受けていただくかということの変化がないかぎりは、
医療者だけの努力では限界があるということを強く
申し上げています。国の方でこういった会議を設け
て、その中でマスコミ、健康教育、国民の理解と意
識改革、こういったすべての人たちが国民の受療行
動について意見を言っていただく必要がある。そも
そも日本の中では社会保障教育というのは行われて
いないわけです。学生時代に自分たちが払っている
保険料や税金がどのように医療に使われているのか、
自分たちが受けている医療というのは天から降って
くる話ではなくて、自分たちがそういったお金を払
うことによって医療の充実が図られるということの
理解が、学校教育の中で進んでいないということで、
医療のかかり方をはじめとした社会保障教育を高め
ていただくことが必要であると思っています。
　自分の例を出して恐縮ですが、女性セブンという
女性誌で現在の日本の医療についてお話をさせてい
ただきました。こういったさまざまな活動を都道府
県医師会、郡市区等医師会も住民に対して今まで以
上にやっていただく必要があるというふうに思って
います。
　日医ＩＴ化宣言2016について記者会見で横倉会長
は、ここに掲げてあるように、単なる従来のＯＲＣ
Ａプロジェクトの推進のみではなくて、医療分野の
ＩＴ政策全体を包括する内容についての提言をして
おります。
　・日本医師会は安全なネットワークを構築すると
ともに、個人のプライバシーを守る。

　・医療の質の向上と安全の確保をＩＴで支える。
　・国民皆保険をＩＴで支える。
　・地域医療連携・多職種連携をＩＴで支える。
　・電子化された医療情報を電子認証技術で守る。

　ということで、医療情報等分野専用ネットワーク
の構築を宣言されました。

　いまここに掲げられているような厳格な機関認証
を受けた医療機関や、接続要件を満たしたサービス
事業者のみが接続する、セキュリティが確保された
医療等分野専用ネットワークをつくりますと。全体
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最適化された、さらにユニバーサルサービスというこ
とを考えながら、こういったものについて医師会自
らが進めるという立場で取り組んでいるところです。

　また、遠隔診療では昨年の中医協において、オン
ライン診療料が診療報酬に認められました。日本医
師会では、医師対患者のオンライン診療については、
まずルールをしっかりつくる必要があると考えてい
ます。アメリカでは法律もあります。すべて法律に
基づいて進めているけれども、日本では何のルール
もないまま、実態的に電話再診の中でオンライン診
療が行われてきた。それが知らないうちにどんどん
拡がっている。それも企業ベースで拡がっていると
いう実態がありましたので、まずはルールを明確化
するためにガイドラインが作成されました。
　さらに議論の透明性を担保するためには、実態を
把握する必要があります。電話再診だけではその中
に包含されていて実態が見えないので、いわゆるオ
ンライン診療という項目を立てて、現状を把握しよ
うということを申し上げています。
　それからどのようなときにオンライン診療をする
といいのか、あるいは対面診療の補完に役立つのか
ということで、エビデンスに基づいた議論というこ
とを申し上げています。一番重要なことは、本当に
必要とされるところに普及を進めていく。例えば地
域的にどうしても在宅医療を簡単に受けられない、
難病があって、東京の専門医に通うのに地域的な大
変さがある、そういった医療ニーズに対して応える
ものであって、便利だから使いますということでこ

れを進めてはおかしなことになる。モラルハザード
を起こさないことがいかに大事かということを常々
申し上げているところです。それで医師対医師のオ
ンライン診療については、積極的に活用すべきだと
申し上げています。

　さらにＡＩにつきましては、これは本当に先生方
が多分思われている以上に進歩は速いものでありま
す。実は日本医師会もかなり中心的な役割を担わせ
ていただいていますけれども、内閣府がいまＳＩ
Ｐ（戦略的イノベーション創造プログラム）という
事業、これはいわゆる新しい技術をつくるところに
予算を付けるのではなくて、その技術が社会に実装
されるところを支援するということで、12の事業が
いま国の方で予算化されています。これは５年間で 
125億ぐらいの予算で動いているものですけど、12
の中で唯一医療はこれだけです。つまり基礎的な研
究には予算が付いていますが、そういった開発され
た技術や、社会に実装されるところを支援するとい
う仕組みがなかったということで、このＡＩホスピ
タルという事業が一本だけ立ち上がっています。11
月11日に中村佑輔先生という高名な先生がプログラ
ムディレクターとなって、ＡＩホスピタルに関する
シンポジウムが開催されます。当日は国立成育医療
センター、慶応義塾大学、大阪大学、がん研究会有
明病院におけるプロジェクトの成果の発表のほか、
私も参加させていただくパネルディスカッションが
行われます。ＡＩに対しては単に医師の労働力を奪
うというご意見を聞くことがありますが、医師や医
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療職が本来の医療行為ができるための手助けとして、
こういうことを進めていきますという内容ですので、
興味のある方は是非参加して、今の現状を知ってい
ただければと思います。

　医師の働き方改革です。これにつきましては国は
三位一体という言い方をしています。結果的に３つ
は密接にリンクしている話ですけど、われわれ現場
からするとこれを三位一体でと急に言われても困る
話で、もともと地域医療構想、地域医療計画の策定
の話があって、その医師の需給、これから医師をど
れぐらい養成していくかを考えていく。さらにはい
ま日本で一番問題になっている医師の偏在、地域の
偏在、診療科の偏在の問題をどうすべきかという議
論が起こっている。外部的な要因で働き方改革とい
うのがいきなり降ってきて、医師については今年の
４月１日からそんな対応は取れないので、２年間の
議論、そしてさらには５年間の猶予期間があります

が、2024年というのはすぐ来るわけです。待ったな
しの働き方改革というのはまさしくこういうことだ
と思いますけれども、これは結果的にリンクしてい
る話で、この話がいま一番厳しい話だと思ってい
ます。

　働き方改革については、午後のセッションで厚生
労働省の加藤さんから詳しくお話があると思うので、
私は簡略にお話しますけれども、日本医師会が申し
上げているのは地域医療の継続性と医師の健康確保
への配慮、これが一番大事だということです。日本
医師会は平成20年度から勤務医の健康確保、健康を
維持するための委員会をつくり、議論をさせていた
だいておりましたけれども、それとはまた違ったと
ころで時間外労働時間規制ということが起こってい
る。一番大事なのはこの両方のバランスが取れてい
るかどうかということだと思っています。
　医師の時間外労働規制については、基準は年960
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時間ですが、2036年までには間に合わないので、医
師の地域医療確保暫定特例水準ということで、年
1860時間という設定がされました。これは都道府県
が指定した医療機関については、その中の先生が36
協定を結べば1860時間まで働いてもよい。よいと言
うより、960時間を超えても管理者に罰則を与えな
いという、そういう上限の規制になっているという
ことです。
　それから研修医や医療の高度化に伴って、研修を
したいという先生たちを支援するという意味で、Ｃ
－１水準、Ｃ－２水準というのが設けられているわ
けですけれども、医師の多様性、つまり本当に960
時間で働きたいという医師も若い先生にはいらっ
しゃるし、もっと勉強したいという医師も大勢いる
わけです。そういう勉強したいという医師の働き方
を時間で制限されたら、日本の医療の進歩は止まっ
てしまう。医師の働き方の多様性を認めることでこ
ういう形ができているということです。最終的に
2036年以降に残るのは、一般的な960時間と、この
Ｃ－１水準、Ｃ－２水準という形になります。
　もう一つ皆さんに是非申し上げておきたいのは、
一般の健康確保措置の上に、一般の労働者に比べる
と長時間労働が認められている医師については、追
加的な健康確保措置というものが求められるという
ことです。詳細についてはこれから議論していくと
ころなんですけれども、大事なのは上の部分という
のは時間の話で、労働基準法の話なので、労働基準
監督署の基準局がベースになるということです。し
かし下の健康確保措置はいわゆる医療法の中で対応
する。つまり、いきなり労働基準局が来るのではな
くて、医療法の中で対応するというルールにしたの
です。この辺は後でご説明いただければと思います。
　今後の見通しについては、時間外労働時間の立て
付けＡ、Ｂ、Ｃという話と、そして応招の義務、研
鑽の定義、当直のルールについては決まっているけ
れども、それ以外に課題はたくさん残っています。
先ほどの医療法の改正については、医療部会にかけ
て医療法の中で改正する部分の他に、時間について
のさまざまなものを労働局の労働政策審議会で決め

ていくという流れになってきます。
　これから決めなければいけないことは、まだまだ
たくさん残っています。Ｂ、Ｃ水準の時間は決まっ
ているけど、この対象医療機関をどうやって定める
のか、具体的な健康確保措置はどのようなものにす
るのか、今ある労働時間から 960時間までさげてい
く、あるいは 1,860時間を超えているところは 1,860
時間以下にするために、どういった労働時間短縮計
画をそれぞれの病院がつくっていくのか。さらにタ
スクシフト、タスクシェアというのは非常に大きな
話で、厚生労働省に私と釜萢常任理事が参加する委
員会ができましたけれども、これをどうしていくの
か。それから多分一番大きな問題は副業・兼業の話
ですけれども、これについても医療と全然関係ない
ところで、副業・兼業というのはありとあらゆる日
本の業種に関わる話なので、これもいま労働政策分
科会というところで議論されていて、これからなる
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べく医療の方に大きな悪影響が出ないように、しっ
かりとわれわれとしても意見を申し上げて行きたい
と思っています。

　日本医師会のタスクシフト、タスクシェアに関す
る基本的な方針については、安全な医療のために、
メディカルコントロール下で業務を行うことが大原
則だと。それからとにかく新たな職種をつくりたい
という人たちの声が結構強いのです。もし法改正を
してそういった人たちを研修しても、実際に医療現
場で働いていただくなどということは遠い話になっ
てしまいます。今やるべきことは職種の創設ではな
くて、既に認められている業務の周知の徹底、実践
されていない場合の検証を実行する。それから法令
改正や現行法解釈の変更による業務拡大をするので
あれば、適切なプロセスを踏んでほしい。そしてタ
スクシフト、タスクシェアがされる側の医療関係者
への加重負担にならないようにする必要がある。そ
れから先ほど申し上げたＡＩ、ＩＣＴの活用は、あ
くまでも医師のタスクをサポートするものとして推
進していくべきであるということです。
　医師の働き方改革と医療勤務環境の改善をするこ
とは、働く医師のモチベーションを上げることにな
り、医療の質の向上と安全の確保につながります。
結果として医業経営の安定につながっていくことに
なります。
　昨年度「ながさき宣言」がこのように提言をされ
ました。長時間労働の是正は重要だが、その運用に
関しては医師の特殊性に十分配慮すること。働き方

改革において研修医等の若手医師の教育が萎縮する
ことがないよう、研修医等の若手医師の学習の機会
をしっかりと確保すること、勤務医の加重な勤務実
態を広く周知することにより、国民全体の理解が広
く深まることを期待するということです。
　トップダウンではなく、地域の中で地域の医療が

特別講演Ⅰ
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どうあるべきかということを、地域から提案をして
いただくボトムアップ型医療をわれわれ日本医師会
としても、しっかりと国の中で申し上げていくとい
うことが必要だというふうに思っております。
　今日は勤務医の先生方大勢お集まりだと思います
けれども、是非とも医師会とともに力を合わせて、
国民にとっても医師にとってもよりよい医療環境を
実現するために、一緒に活動して行きたいと考えて
いるところでございます。
　最後にこの「日医君」の話をさせていただいて大
変恐縮なんですが、日医君ＬＩＮＥスタンプという
のを作っております。とても評判がよくて、私もい
ろいろな方に送ると、可愛らしいスタンプだと皆に
言われます。250円くらいかかりますが、活用して

いただけると日本医師会がもっともっと広く世の中
にとって親しみのある団体になるのではないかと
思っております。
　11月１日は「いい医療の日」です。日本医師会で
も医学大会を開きますので、お時間がある方は是非
ご参加をいただければと思っております。若干時間
が過ぎましたけれども、ご清聴どうもありがとうご
ざいました。

中條座長
　今村先生、ありがとうございました。現在日本医
師会でなされていること、それから将来に向けての
展望等についてご講演を賜りました。本当にありが
とうございました。もう一度拍手をお願いいたします。
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　嘉山先生は現在山形大学医学部参与、国立がん研
究センター名誉総長、東京脳神経センター所長をさ
れておられます。先生の詳細なご略歴は協議会誌17
頁に記載されております。先生のご講演を少しでも
長く拝聴させていただくために、誌面をもってご紹
介に代えさせていただきます。それでは嘉山先生、
よろしくお願いします。

特別講演Ⅱ

座　長
山形県医師会副会長　清　治　邦　夫
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　清治先生、ご紹介ありがとうございました。この
ような機会をつくっていただきました担当県医師会
の中目会長にも心から感謝したいと思います。
　今日は何をお話ししようかなと思っていたんです
けれども、いま今村副会長の方から重要な国の施策
が出てくるというところで、私、去年医学部の入学
試験の制度を文部科学省と一緒になって規範を作っ
た委員長をやりましたので、その時に日本人ってど
うやって制度を決めて、どうやって導入してきたの
かなという勉強をしてみたんですね。これは従来か
ら言われていることなんですけど、やはり日本人と
いうのは空気に流されてしまうというところがある
ようでございまして、今日は、いま三位一体で動い
ているこれも、よく考えてみようというところが最
後の結論になるんじゃないかというふうに思います。
　物事の決定過程。私どもは研究をするにあたって
も、医療をするにあたっても、政策決定をするにあ
たっても、やっぱり過程があるんですね。この過程
を経て適切な、例えば手術にしても、私は脳外科医
でございますので、手術をするにあたっても、この
プロセスを考えてきちっと組む。これが果たして適
切に行われているのかということが非常に大事では
ないかというふうに思います。
　特にこれは不適切でないということがありますと、
国の施策で言いますと大体20年ですね、見ていると。
私、2002年に病院長になりましたので、そこからい
ろいろ医療法が変わってしまうと、変えるまで大体
20年かかる。その間、現場は非常に苦しいです。です
からやっぱり慎重にやってほしいなということです。
　さて、私は脳とこころの分科会の日本学術会議の
会員でございますので、毎年日本学術会議が学問の
方向性と予算等のことを話し合うわけでございます

が、そこでいま、脳科学が非常にいろいろなことが
分かってきています。視覚野も一次から五次まであ
りまして、例えば第四次視覚野が鉄砲の弾でバンと
そこだけやられますと、色が全くない社会になっ
ちゃうんですね。ですからそこだけを戦争なんかで
やられた兵隊さんは、社会が全く白黒になってしまう。
　あと第五次視覚野は動いているものを把握するん
ですね。ですから、例えば止まっているボールは見
えるんですけど、それがゴロゴロと動いた瞬間に視
野から消えてしまう。やっぱり脳も同じようにき
ちっと役割をもって、これ全部一次から五次まで動
かないと本当に物が見えていることにはならないの
です。
　あと脳はパリエタルト、テンプラリ、オクチピター
ルのエアリア、17、18、19で、目から入った情報が 
Whereの経路というのは、その物は何かというんで
すね。Whatというのは物ですね。例えばそれがリ
ンゴであるとか、そういうことを認識する。あと 
Whereの場合には状態を認識するというふうになっ
ています。従ってわれわれの頭と視覚は大体同じよ
うなものですね。
　物事を決める時には前提条件があって、その上に
大前提。これは従来ギリシャ・ローマ時代からいろ
いろな哲学者が言ってきていることでございまして、
われわれ人間はこういう小前提（前提条件）、その
上に大前提があって、国の施策で言えば大前提が憲
法ということになるんじゃないかと思います。
　それで複眼的にものをみる現場の考え方で言って
みますと、われわれ普段は演繹的ないろいろな推察
をしています。例えばタバコを吸うとがんになると
か、そういうことが前提になっていて、その前提か
ら結論はタバコをやめさせる。これは導出ですね。

「複眼的にものをみる」
山形大学医学部参与　　　　　
国立がん研究センター名誉総長
東京脳神経センター所長　　　

　嘉　山　孝　正

特別講演Ⅱ
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ただ、タバコの場合は 100％これでいいと思うんで
すが、お酒の場合は少量だったらいいと思うんです
ね。あるいは大量に飲んだら駄目だというのがあり
ます。もう一つは経済的なものも考えなければいけ
ないとかということになりますと、前提だけで物事
を決めると極端な結論になって現場が混乱するとい
うことになります。
　本来はそこに論証という検証をしなければいけな
いですね。これは普段われわれはやっているんです
けど、きちんとやってるかどうかは別にしても、頭
の中で自然にわれわれはやっている。特にインテリ
ゲンチャの人たち、ＩＱの高い人たちはこれを自然
にやるわけですけど、その時にもやっぱりいろいろ
な論証のやり方があって、時には正義、ジャッジ
とジャッジがぶつかることがあります。その例を
ちょっと見てみますと、それがうまくいかないと結
果としては幸福になったり不幸になったりする。
　私は今から15～16年前に新臨床研修制度の光と影
ということで、何度か講演をさせていただきました
が、20年近くになるんですけど、未だに影の部分は
きちんと修正されていないんですね。従ってこうい
うことを、いま先生方はリーダーの方々ですから、
もう一度考えてほしいなと思ってお話しています。
この複眼的にものをみるということは、結局は社会
の現場にとってもいいことだし、論理的な思考にな
るということです。
　ここで「赤福騒動」からこの問題点を見てみたい
と思います。皆さんご存じのように、赤福というの
は、こういうお餅を作っていて、有名な会社だった
わけですが、それが冷凍して再包装して30年ぐらい
前から製造日の最長２週間偽装をやったということ
で、皆さんも社会的に大問題になったということは
ご存じだと思います。この赤福問題を非常に浅く見
るととんでもない会社だと。こんなインチキな会社
はないと。これは日本経済新聞の論評なんですけど、
とんでもないことだと。赤福ファンを納得させるも
のとはとても思えないとか、最新技術を使ってこそ
可能なんだから、もうちょっとやり方があるじゃな
いかと書いてある。いずれにしても責めているんで

すね。
　これだけでは実は新聞社の役割は果たしていない
と思います。新聞社はやっぱりこの物の本質をもっ
と掘り下げて社会に提示しないと、これはただの瓦
版屋に陥りかねないというふうにこの時から思って
たんですけど、どういうことかと言うと、これは簡
単に言うと食中毒を出す、あるいは約束を守らない
という理念が前提にあって、賞味期限を最小にしろ
と。こうすれば感染症を防ぐとか、それが一つの前
提なんです。
　ところが複眼的にものをみた場合には、これは正
義ですね。ジャッジ。これは絶対的正義なんです。
これはメディアを通じて徹底的に赤福は叩かれる。
これを複眼的にものをみますと、使用できるものは
使用すると。つまり地球が持続可能な社会を維持す
るためには、やはり使えるものはなるべく使って行
こうという考え方も、もう一方ではジャッジとして
あるわけですね。これはもう一つの理念なんです。
従って、正義と正義が、あるいは理念と理念がぶつ
かる。これはやっぱり調整するのは現在、ＰＭＤＡ
の近藤理事長がレルラトリサイエンスとポジション
と一緒になってこれを普及させたわけですけれども、
これはちょうど今から７、８年前ですかね、近藤先
生がＰＭＤＡの理事長になられて、このレルラトリ
サイエンスという議論をされたのは。
　これはまったく正しくて、この２つの理念をどう
やって調整していくか、使えるものは使うんだと。
でないともっと大きな、先ほどの前提、理念の上の
大理念ですね。それは地球の環境をよくするためだ
と考えれば、賞味期限のことももうちょっと考えて、
議論して掘り下げないと本当にみんなが幸せになる
議論、結論が出ないと。この導出は正しいんですよ。
賞味期限を短くしろと。ただし、もっと大きな理念
間の検証がなされていないので、結局はあれもうや
むやにはなりましたけれども、もちろんあの赤福が
守らなかったことは約束違反として責められなけれ
ばならないんですけど、もうちょっとあの問題を核
にして、われわれは考えを深めていくことがあの時
必要だったんじゃないか。それはいろいろな場面で
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そういうことが考えられるんですね。
　これは先ほどの繰り返しになりますけれども、こ
こにありますように小前提、先ほどの赤福で言うと
医療被害回避ですね。あるいは約束違反ですね。こ
れが右側になりますが、左側の持続可能社会をつく
るためにはどうすればいいんだと。これを両方合わ
せて議論して結論を出していくというのが知恵のあ
る、人類のやることではないかなというふうに思っ
ています。
　これは、実は非常に難しいんですよ。安易に先ほ
ど言ったように論証しないで、パッと結論を出すの
は非常に簡単なんですけど、メディアはこの辺は得
意です。ただし、本当に人々のことを考えて、人類
のことを考えた場合には、論証をきちっとやって結
論を出さなければ人類の未来はないんじゃないかと
いうふうに思います。
　これをちょっと医療政策の問題点から見てみたい
というふうに思います。がん検診です。これは私は
今から誤解されないように一言お断り申し上げます
が、がん検診は受けるに越したことはないというの
は当然のことではございますが、やみくもな検診率
向上策は正解かどうかということを検証してみまし
た。これは先ほど今村副会長がおっしゃったんです
けど、日本の医療のレベルは世界最高です。がん検
診の目的は死亡率、エンドポイントは死亡率の減少。
これが大前提です。理念の大理念。その次に、それ
をやるのには早期発見だろうと。もっと前は検診だ
ろうと。これが普通の演繹で考えた導出なんですね。
ところがよく考えるのはここからなんですが、社会
制度、医療制度が違いますので欧米と比べてみよう
ということにもなります。それからデータも出しま
すが、これは前提になりますね。がん対策推進基本
計画、平成19年の最初のがん対策推進基本計画に何
が書いてあったかと言うと、赤のところです。がん
検診の受診率について、効果的・効率的な受診間隔
や重点的に受診勧奨すべき対象者を考慮しつつ、５
年以内に50％とするということで、これはこの数値
目標が最初にできたんですね。そしてその次にでき
たのは５大がんの検診を圧倒的に進めるんだと。た

だし、その時に何の検証もないんですよ。つまり、
今やっている検診でどのくらいエンドポイントが下
がるのか、下がらないのか。もしそれを、例えば内
視鏡の検査をずっと50％以上にしてしまうと、日常
の医療現場はどうなるのか。そういうことを検証し
ていないんですね、あの場合。ちょっとそれを見て
みましょう。根拠はないんです。
　確かに５大がんをやるにあたっては男性・女性の
がん年齢調整死亡率で見ますと、圧倒的に胃と肺と
大腸と乳房と子宮が多いわけで、これの検診をやっ
て行けばいいだろうと。これは前提の補足条件にな
ります。従ってこういうのは考慮しなければいけな
い前提になるわけですね。あと壮年で５大がんだと
全がん死亡の50％だから５大がんだと決めたわけで
すけど、本当は５大がんでなくても検診率を上げれ
ば非常にエンドポイントがよくなるがんもあるだろ
うし、そうでないがんもあるだろうけれども、この
時には検証しないで５大がんに決めたんですね。
　従って、結果は検診率も欧米と比べると上がって
いませんけれども、ただし、それでもってエンドポ
イントが急によくなってもいないというところで、
まあまあで終わっているので、私はよかったんじゃ
ないかと反対に思っているんですね。それは今から
なぜまあまあでよかったかをお話します。
　これが最初のがん対策推進基本計画です。こうい
う時間が経ってから検証するのが一番いいんですね。
このがんの早期発見。画面左側の受診率を50％にす
ると約20％減ると。こういう推察ができているわけ
です。ただ、これは先生方一番ご存じだと思うんで
すが、日本のがん検診制度というのは個人でやる場
合もあるし、脳ドックとか人間ドック。がん研ドッ
クですね。それから会社がやるのもあるし、市町村
がやるのもあるし、内容はまちまちだし、制度もま
ちまちです。その辺が欧米とちょっと違うところな
んですね。全体の目標として当時掲げたのがタバコ
対策。右側に書いてあるように2015年当時掲げたん
ですけど、それが成功してるかどうかは今からこれ
も検証すれば分かりますが、これはその通りはいっ
ていません。反対に言えばいけない理由があるんで

特別講演Ⅱ
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すけれども、成人の喫煙率が現状から50％減少する
と 1.6％死亡率は減るだろうと。この数字は正しい
と思います。あと、次に今のテーマのがん検診につ
いて、受診率が50％増加すると 3.9％。こういうの
を全部足していくと大体10％ぐらいはエンドポイン
トがよくなるだろうという推察なんですが、ところ
が日本のがん検診提供体制は非常に複雑です。
　左側が対策型のがん検診、右側が任意型にありま
すけれども、いまお話したように欧米でも全部この
通りきれいに対策型で行っているわけじゃないんで
すけれども、日本の場合には非常にばらばらです
ね。従って、例えば新潟の市医師会がやっているよ
うな一番精度の高い胃がんの検診と、バリウム飲ん
でやっているのとでは全く結果が違うわけですけれ
ども、厚労省を私は責めているわけではなくて、こ
ういうのをデータ法をやるのは大変だろうなと思う
んですね。メディアはいろいろな要求をしますので、
その中で数字を出すのは非常に大変だと思うんです
が、こういうことを頭に入れて、複眼的に頭に入れ
て、そしていろいろなものを決定しないと大変なこ
とになるということです。
　ヨーロッパではこのように、右側のブルーのやつ
が対策型でやっている国です。ですから左側の上で
すね。これは乳がんなんですけど、乳がんはイギリ
スは完全に対策型ということなんですね。ほかのが
んは全部やっています。ですから欧米でも、ヨーロッ
パでもすべてが統一されて、すべての国が、ＥＵが
やってるわけではないということは知っておかなけ
ればなりません。ですから日本の厚労省だけを責め
るというわけにはいかないんですけれども、ただわ
れわれがものを見る場合には、先生方リーダーでイ
ンテリゲンチャなんですから、導出だけではなくて、
繰り返しますが検証をしていただきたいというふう
に思うんですね。
　では組織型ですね。これは前提条件としては対象
の明確化。それから対象となる個人が特定されてい
る。高い受診率を確保できる体制。これが低ければ
非常に数字がきちんと出てこないので、ある程度ナ
ンバーは必要だということですね。それから精度管

理体制の整備。私もＡＭＥＤの研究費を３億円いた
だきまして、現在レジストリングの嘉山班の班長
やっておりますが、このデータをもう１回クリーニ
ングしないと入れ間違いもあるし、それからデータ
と言っても、ただごみ箱みたいに突っ込んで、それ
からＡＩとか、そんなものでデータがちゃんとした
ものが出てくるわけではないんです。やっぱり非常
にレジストリング登録するにしても、精度管理がな
いと結果が出てきません。それから診断・治療体制
の整備、検診受診者のモニタリング。それから評価
体制の確立とあるんですけれども、1985年にこれを
考えたんですね。
　あと乳がんにしても、乳がんの検診をしたら死亡
率が下がったと。これは一つのエビデンスだと思い
ます。これは非常に分かりやすいエビデンスなんで
すね。ところがほかのものは、最近ちょっと築地の
がんセンターから、この因果関係がきちんと出てい
るのは、最近出てきましたけど、この当時はなかっ
たんですね。
　そこでもう１回考えてみましょう。例えば国際比
較を先ほどのような差はあるんですけど、ＯＥＣＤ
のデータで見てみると、乳がんの検診は日本が圧倒
的に低い。先ほど今村副会長がおっしゃったＯＥＣ
Ｄのデータでは乳がんだけが欧米に負けているんで
すよ。ほかのがんは全部圧倒的に世界一番なんです。
だから子宮頸がんは検診率がこんなに低いんですけ
ど、なんで１番なんだということですね。ではなぜ
日本でもう一つ考えるのは、検診率が上がらない
データが出ています。これは先ほどお話した検診を
提供するシステム自体が複雑であるということ。そ
れから今村先生おっしゃっていたサポーティングで
すね。要するに専門職の医師がいろいろなことをや
らなければいけない。例えば乳がんの検診の書類ま
で書かなければいけないとか、推進活動までやらな
ければいけない。イギリスなんかですと全く医師で
ない人が乳がん検診の推奨、運動自体をやってくれ
ていて、日本も民間の方がやっていただいているん
ですけれども、そのレベルが違うようなサポーティ
ングシステムがあるんですね。ですから社会自体が
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日本の場合は、プロが戦前の軍隊と同じように竹槍
で全部やらなければいけない。欧米ではプロフェッ
ショナルを取り囲んで、プロの専門性を高めるとい
う社会があるんですね。それが日本にはないんです。
従って、こういうふうな要因があるということにな
ります。
　もう一つは、ここにはフリーアクセスというのが
抜けているんですよ。日本のすごい特徴はこのフ
リーアクセスですね。これは日本が誇る、日本の医
師が誇る、これは患者さんが、国民がちょっと熱が
あると下駄履いて病院に行ってみようというのはフ
リーです。これはどのくらいの差があるかは後で数
字出しますけれども、欧米とどのくらい簡単に病気、
介護の先生に行けるか、あるいは病院に行けるか、
すごい差があるんですね。
　がん検診を受診しない理由としては、ここにござ
いますように一番高いのはこれです。要するに自由
に心配な時に医療機関に行けるんだと。これは日本
医師会が断固として守っているフリーアクセス。こ
れを無くしちゃったら日本の医療制度は完全に崩壊
しますからね。国民が、非常にイージーで低い価格
でやっているわけですけど、これがあるから多分が
ん検診に行かない。では、これ取っちゃえばいいん
じゃないかとなったら、もう日本の医療のレベルは、
多分ＯＥＣＤの評価は低い。あれがあるからこそ早
期に、みんないろいろな病気を見つけているんです。
なぜかと言うと、実は医学ってそんなに簡単じゃな
いんじゃないのということですね。ですからやっぱ
り病院に患者さんが来ないことには早期発見できな
いんですよね。来れば何かしら医者が見つけている
んです日本の場合は。これはやっぱりフリーアクセ
スのことが一番大きな問題になるだろうということ
ですね。
　もう一つはそもそも日本のがんは早期発見されて
いないのかということなんですね。これを見てみま
すと、これはエンドポイントですね。先ほどの論証
から言えば日本のがん死亡率は高いのかということ
になりますと、これは先ほどのデータです。これは
2009年版で、次に2012年版も出しますけど、圧倒的

にがんに罹ったら死亡率はどうかと言うと日本はＡ
なんです。最近、私、遺伝子のことも勉強をちょっ
としてみたんですが、日本人というのはどうも不安
の遺伝子が強いんですね。不安でいつも怯えている
んですよ、日本人って。だから中華の大陸から、最
近では南通ってきたというが、北通って日本に入っ
て来たんじゃないかというふうに言われていますけ
れども、その遺伝子が非常に強いらしいです。です
からこの日本人だけが年を取れば取るほど不安で、
社会に対して不満を持っていると。ですから医療の
内容ではなくて、こういう性格ではないかなという
ふうに思います。
　この2012年でも総合１位ですね。同じように日本
が総合でもずっと１位です。皆さんが思っているア
メリカなんていうのは17位で本当に下の方にいるん
ですね。これはわれわれが出したデータではなくて、
ＯＥＣＤが出したデータですから、誰も何も言えな
いんじゃないかというふうに思います。従って、結
果はいいんですよ。
　ちょっと余計なことしないでほしいなというのは
私の考えなんですけど、今のこの状態を本当に国民
にもうちょっと教える方が却って国民が安全と安心
は違いますから、安心を得るんじゃないかと思います。
　これは病気別です。これは日本、これは欧米です
けど、胃の場合には日本が圧倒的に早期に見つけて
いるんですね。ただ乳がんだけは欧米の方が早いん
ですね。これだけです。あとは全部検診率があんな
に低くても日本の方が早期に治療しているというこ
とです。ですから検診って何だよということになる
んですよ。
　また誤解されないように言っておきますが、検診
は受けた方がいいんですよ。私も自分のお金でがん
検診受けていますから。これは乳腺と乳がん検診だ
けは、これは完全に検診を受けた方が、圧倒的にエ
ビデンスが出ていますが、ほかはどうかというと、
いまお話したようなことですね。大腸がんもこんな
感じです。検診率は米国が圧倒的に多いんだけれど
も、日本の方が早期に見つけている。低い医療費水
準の中でも世界一の日本医療をやっているんだとい

特別講演Ⅱ
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うことを皆さん、先生方はもっと自信を持って国民
に言っていいと思います。
　もしも、このフリーアクセスを無くしちゃった場
合、あるいは先ほどのがん検診を進めた場合どうな
るかを検証してみます。国際比較として、これがフ
リーアクセスの数字です。日本はこのように外来受
診を13.4ですね。米国は４です。だから３倍以上医
療機関に国民が関わる差があるんですね。従って、
これはすごく安心ですよ国民は。アメリカの場合は
多分保険会社が行っていいとか、何日に予約したか
らということでリエートコントロールされています
けど、日本の場合には自分で、国民が自分の意思で
行けるという、この制度ですね。この制度はやっぱ
り何かあれば、それじゃ内視鏡で検査してみましょ
うと。いろいろな批判があります。ＣＴが買い過ぎ
だとか、ＭＲＩ買い過ぎ。でもあれは自分が得た診
療報酬で買っているんであって、自分の利益にしな
いで国民のためにああいう検査器械を買って、日本
の医療人は国民のために奉仕しているというふうに
考えるべきなんですね。あれもプロパガンダのやり
方は非常に不公平だというふうに考えています。
　これをもし、胃がんを先ほどの受診率50％にまで
持っていくと、内視鏡に占める割合が、 2.2％から
10.4％になってしまいました。これは検診で 2.2％
だったのを検診で50％まで上げると10.4％になって
しまうので、日常の検査に支障が起きてしまうんです。
こういうふうに複眼的にものを考えないと、やっぱ
り光が、光だけで検診はいいんだという、やみくも
にやってしまうとこういうことも起きますよという
のを、日本医師会が最近非常に分析も上がってきた
ので、昔よりはずっと。こういうのを出せばやみく
もは駄目ですよということを、現場の内視鏡の先生
方に迷惑をかける。国民にも迷惑をかけてしまうん
ですね。フリーアクセスの患者さんをよそに置いて
おかなくちゃいけなくなる。
　これは大腸がんです。大腸がんはもっとすごくて
15.9％まで、こういうふうな大腸の精検、内視鏡検
査の中に入ってきてしまうので、これは完全にフ
リーアクセスで来た患者さんの検査ができなくなる。

そこまで考えてこういう施策を進めるべきだという
ふうに私は考えています。フリーアクセスが一番大
事なのは、日本の医療レベルを上げているのはフ
リーアクセスがあるからだというふうに多分、これ
は多変量解析を使えば出てくると思います。
　結局、これはそろそろ結論になるんですけど、が
ん死亡率をさらに下げることはいい。これは大理念
です。これは誰でも病気で、われわれ医療陣として
はある意味疾患で死亡率を下げるということは当然
の大理念ですよね。がん検診率をやみくもに上げる
のはやっぱりちょっと考えなければいけない。これ
を導出だけでやっちゃうと、論証しないとやっぱり
現場は困ると思うんですね。ですから今のこのがん
検診で見てみますと、がん検診で早期発見はいいん
だけど、死亡率はいいんだよと。これはみんな安易
に考えがちで、これはメディアが食らいつくような、
絵に描いたようなことなんですけど、これは検証し
ないととんでもなくなってしまうということが言え
るのではないかと思います。
　これは日常医療を圧迫してフリーアクセスが制限
されて、結局振り返ってみたら現場は混乱して、Ｏ
ＥＣＤのデータも下がってくるかも知れないという
ところまで、複眼的にこういう医療政策は考えてい
かなければいけないと思います。一番最初にお話し
たように、適切なということが一番大事なところで、
何か理念で動くのは非常にいいんです。ですから今
度の三位一体も、この辺は慎重にやらないと日本の
アカデミーは壊れるかも知れない。
　今日は全国医学部長病院長会議会長の山下医学部
長がこの場にいらっしゃいますけど、先週国立大学
の医学部長会議をやりまして、そこで日本の論文数
の減り方が大変なことになっています。もうノーベ
ル賞なんてしばらく取れないんじゃないかと思いま
すが、山中博士氏もノーベル賞ですねＩＴＳの。やっ
ぱり自分たちでは全部証明できないんだと。全国の
いろいろな研究機関でやった研究結果の上に私たち
は新たな研究を組んでいるんだということで、全部
やるわけにはいかないと。ですからいま地方といい、
旧帝大でも言っています。旧帝大は減り方少ないん
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ですけど、そういうことを考えると、やっぱりこう
いう一気にやってしまうと、これやる時には慎重に
やらないと大変なことになりますよということです
ね。ですからもう一度複眼的の復習なんですけれど
も、導出をして、ここだけで終わらないで、論証を
して、そしていつでも元に戻れると。後ろに戻れる
というのは政策の道順をつくっておかなければなら
ないんじゃないかなというふうに思います。これは
大変です。大変ですけど加藤先生には若いので是非
ともやっていただきたいと思います。
　これは最後の結論ですね。われわれは自然に研究
とか医療でやっていると思うんですけど、政策決定
ではやっぱり情報が多分野に及ぶので、その時にや
はり医療界は頭脳がいい人が多いので、そういう人
はやっぱり社会学的学力をつけてほしい。日本だけ
です。日本の大学が一番いま入試でも問題になって
いる、大学での問題点は、社会学的学力が高校で止
まっているんですよ。大学に入ってから専門的な知
識だけは与えられるけれども、その他の社会学的学
力がないんですね。欧米ではハーバードに入っても、
医学部に入っても教えてくれるわけですけど、その
辺のことをやって行かないとこの国はダメになって
行くんじゃないかなというふうに、また日本人のＤ
ＮＡで考えちゃうんですけど。
　これは論文数です。これが最近の、前の大阪大学
ご出身で産婦人科の教授をやられた豊田先生のデー
タですけれども、これが大学の人口あたりの臨床医
学の、これは欧米は全部右肩上がり、中国も。自然
科学が発展して、どんどん論文が増えているんです。
日本だけがよたよたしている。これ何があったかと
いうと、これが国家公務員定削、昨日加藤先生と意
思一致しましたが、この頃にちょうど公務員定削で、
今のいろいろな災害もお役人が足りないんです。日
本なんてすごく役人が多いなんていうけど、全然足
りないんです、欧米と比べると。メディアがきちん
と出していない。
　次に起きたことは大学院重点化。これで非常に小
間切れになってしまったんですね。いま東京大学の
外科の教授は５人いますが、そこだけしか教えない

ので、これ大学院の重点化を教師と間違ったんです
ね。ですからうちは私が学部長だったので大医局を
そのまま残しました。従って当直できます。でもも
う胃袋しか見ないとか、肝臓しか見ないとか、そう
いうふうになってしまう。大学院というのは研究な
ので、研究と臨床を間違えたんですね、この時ね。
従って、うちと慶応だけが大医局制をとって残した
んですよ。あと診療報酬マイナス。それから新医師
臨床研修制度。これで大学から人が去ったので、人
がいなければもちろん研究ができない。それから国
立大学の法人化です。それで地域医療が崩壊しまし
た。これはいろいろな制度は前の制度ですね。多分
新医師研修制度が一番大きいと思いますが、ちょっ
とほっとしたのが医学部学生定員増。これは舛添大
臣が閣議決定を外して2008年から各大学の定員が増
えた。ここでちょっといま息づいています。
　それからあとは診療報酬のプラスです。この２つ
は私が全部関係しているんです。これだけは論文に
プラスだというふうに豊田先生ははっきりとお話に
なっていました。従って、こういう制度、よく見て
ください。こういう制度はその時その時代で決めて
きたんですけど、よく考えたはずなんですけど、日
本の医療界、あるいは日本のアカデミアには影があ
る。それはわれわれ謙虚に、私も含めてもう一度若
い学生、あるいは国民のために声を出していかない
とならないというふうに考えております。
　本当はこれは法律の上では内閣法制局が憲法のも
とにいろいろな省庁で法律をつくるわけですけど、
その調整をしているわけですね。だから国がやって
いることだと思います。
　われわれはいろいろな方面から、特に医療人は江
戸時代にしても、奈良、平安からも医療人というの
は村があれば、そこで医師というものは村長さんに
並んで社会のリーダーだったわけですから、そんな
ことを考えて専門性＋社会学的な学力を付けて、こ
のように対応していかなければいけないということ
だと思います。
　最後に私、今から９年前にワトソン博士、ＤＮＡ
の二重螺旋ですね。この方とコールド・スプリン

特別講演Ⅱ
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グ・ハーバー研究所でディスカッションしたんです
けど、彼が言うにはがんはあと20年もすればコント
ロールできる。ただし、脳科学は分からないと。皆
さん、いま日本の医学の研究費は、再生医療は京都
に落ちたんですよ。アメリカはいま何をやっている
かと言うと、もう再生医療ではなくてニューロサイ
エンス。なぜかと言うと、これは全部ＡＩを支配す
るんですね。このアルゴリズムが分かれば世界が全
部自分のものになるというふうにアメリカは考えて
いるんじゃないかと思います。これは一つの情報と
して10倍違います。去年のアメリカが出した研究費
の中でニューロサイエンスと再生医療とでは10対
１。日本では再生医療が一番なんですけど、このこ
とも全然メディアは報道しないので、こういうのは
Scienceとか見れば出てますけれども、こういうこ
とももうちょっと情報をわれわれは知って、社会に
対して適切な、先生方はリーダーなので行動すべき
ではないかなと思います。
　今日は私も大体20年弱こういうことをやってきま
したので、もう一度自分も含めて反省してみると、

やっぱりドイツ人だったらこれを導出だけじゃなく
て論証をしています。彼らはそういう人種なんです
ね。日本人はもうちょっと論証もする必要があるの
ではないかなと思って、ちょっと問題提起をさせて
いただきました。どうもご清聴ありがとうございま
した。

清治座長
　嘉山先生、ありがとうございました。只今のご講
演では、全ての事象について、一つの面からのみで
評価するのではなく、様々な方向からの切り込みが
必要で、それらを構築してその事象を作り上げなけ
ればならないと拝聴させて頂きました。多くの人達
の考えをまとめ上げ、それを多方面から分析・評価
して物事を構築していくことが、“複眼的にものをみ
る”ことであり、さらに新たな展開を導くことにな
るのではないかと思われます。
　先生の今後のご活躍に、ご期待申し上げます。あ
りがとうございました。
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　日本医師会勤務医委員会委員長をしております泉
でございます。昨年、長崎でご報告させていただいて
からの１年間の委員会の報告をさせていただきます。

　これが現在の日本医師会勤務医委員会の委員名で
ございます。新たに横倉会長から「勤務医の医師会
入会への動機を喚起するための方策について、特に
若手勤務医を対象に」ということで諮問いただきま
した。若手医師をわれわれの議論の中に入れて行か
なければ、日本の医療は持続性を失うだろうと私は
思っておりますが、そういうふうな観点でこのこと
について議論して参りました。
　そこで若手医師に対する取り組みとして、ではわ

れわれはどこまで若手医師のことを知っているのか。
あるいは若手医師に対してどのような取り組みがな
されているのかということを知る必要がありました
ので、今期からこの委員会に参加していただきまし
た京都府医師会の上田先生に、まずこの若手医師に
対する取り組みの先進的な事例としてその内容をご
説明いただきました。これについては後でまた京都
府医師会の会長からお話があるかと思いますが、こ
こにありますように次世代の良医を先輩医師が育て
るという里親的精神で、密接に関わって行こうとい
うことで提言なさっていらっしゃいました。
　第２回の勤務医委員会に提出していただいた資料

日本医師会勤務医委員会報告

報　告
日本医師会勤務医委員会委員長　泉　　　良　平
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をもとにしてお話をさせていただいております。さ
まざまなオリエンテーションとかスキルアップ研修
はもちろんでありますけれども、屋根瓦塾と称して、
本当に研修医に多くのスタッフが関わって次代の素
晴らしい医師をつくっていこうということで行われ
たことであります。ワークショップ、それから６番
にありますが研修医の指導医との交流事業をなさっ
ていらっしゃるということでありました。

　これが臨床研修屋根瓦塾ＫＹＯＴＯの内容でござ
います。これは来年京都で行われます全国医師会勤
務医部会連絡協議会で、このことに関わるお話があ
りますので、是非皆さんご出席いただきたいと思い
ます。ここに書いてありますように、症例シナリオ
をもとにして、本当に密接な、見るだけで密接な関
係が築かれているということが理解できます。

　そして京都だけにとどまらず、これは静岡県バー
ジョンです。また宮崎でも行われたと聞きましたけ
れども、この「臨床研修屋根瓦塾」というように称
して全国に拡げて行こうということがいま京都の方

で行われております。実はこういうことが非常に大
切であって、皆さんが競い合うことが大事ではあり
ますけれども、やはりある一定のバージョンをき
ちっと皆さんが理解をして、研修にあたっていく。
若手医師にあたっていくということがすごく大事で
はないかというふうに思っております。

　それから第３回の勤務医委員会では実際に、若手
医師たちから現状を聞こうじゃないかということで、
どういうふうな意見を持っているかということを２
人の若手の医師からお聴きすることになりました。
１人はＪＭＡ－ＪＤＮの石畠さんという女性からお
聴きしましたけれども、なぜ研修医が入会しないの
かというと、日本医師会、あるいは地区医師会を含
めてよく知らない。興味・関心がないのだというこ
とでありました。そこで、女性医師であります彼女
の提言としては、どのような社会貢献や経験が得ら
れるのかということを知らせてほしい。入会の特典
にはさまざまなことがあるが、それではなくて、や
はり若手医師のキャリア志向に訴えるプレゼンテー
ションが必要である。医師会はあまりにもこのこと
について、若手に対して無頓着であったということ
でありました。
　それから最後に書いてありますけれども、一番効
果的にアプローチできるのは若手医師なのだと。若
手医師が若手医師にそういうふうな話をするという
ことが必要であるということが理解できました。
　次は阿部計大先生の意見であります。全国に若手
医師が継続して主体的に医師会活動ができる仕組み
を是非つくっていただきたいということでありまし
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た。後でまた申し上げますが、若手医師が主体性を
確保された中で医師会内に委員会を設置すること。
そして若手医師の医師会活動を支援する。育成の観
点からです。そしてそれは単に委員会で議論するだ
けではなくて、答申後、具体的な役割、仕事を与え
るという意味で答申をつくっていただく。若手を取
り巻く諸問題を当事者の立場から、ある意味では自
由な立場から話をしていただく。そういうことが必
要であるという提言をいただきました。
　これから答申作成に向けて検討して参りますけれ
ども、特に問題なのは若手勤務医の身分と会費でご
ざいます。特に働き方改革が入って参りますので大
変大きな問題になります。入会促進だけが必要なわ
けではないというふうに思います。若手医師が医師
会に、あるいはわれわれと一緒に医療について語っ
ていただくことによって、日本の医療は持続性を保
つのではないか。ＳＤＧｓということが言われてい
ますけれども、そういうことに若手医師が入ってこ
なければ、日本の医療は持続できないと思っています。

　もう一つ大きな問題は、臨床研修医は会費を無料
にしていますけれども、その後にどういうふうに変
わるのかということが問題になりました。それから
これまでも言われていますけれども、医師会の三層
構造による複雑な異動手続きを、もっと簡略化でき
ないかということであります。
　この答申の作成にあたりまして、入会促進等に資
する基礎データを収集するために、調査表を作成い
たしました。それを近日中に、都道府県医師会担当
理事あてに送りますので、是非ご協力いただきたい
と思います。若手医師の身分についてであり、働き
方改革に関するものもございますので、是非ご協力
いただきたいと思います。

　都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会を年に
１回開催しております。皆さんもご参加いただきた
いと思いますけれども、今年の５月にこの形でやら
せていただきました。特に今年は医師の働き方改革
についてと、勤務医の医師会入会への動機を喚起す
るためということで、この諮問に応じた発表をして
いただきました。特に諮問に応じたものについてだ
け申し上げます。北海道医師会は、若手医師に対す
る取り組みが大変先進的であるという視点から関心
を持っておりましたし、非常に興味を持っておりま
した。ここに書いてありますように2006年からこう
いうサポート事業を始めて、2012年からはその地域
医療を考える若手医師のワーキンググループをつく
り、そして医学生・研修医サポート事業に参加経験
のある人を中心に構成して、2016年からは総活躍を
するプロモーションをつくる検討をしたということ
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になっています。
　これは２年前になりますけれども、北海道・札幌
で行われました全国医師会勤務医部会連絡協議会の
翌日に行われた勤務医交流会で非常に大きな活躍を
なさった方々が、この若手医師のワーキンググルー
プの主なメンバーであるとお聞きしております。
　ここに書いてありますように、医師たちが自分た
ちの思いで主体的に活躍することが必要であるとい
うことで、50歳未満の会員で構成して、委員を委嘱
しているということです。この中に阿部先生も加
わっていらっしゃると伺っております。
　これは京都府医師会。先ほどちょっと申し上げま
したので併せて２度目になりますけれども、ワーキ
ンググループを固定化して、しっかりその医師会が
本当にその若手医師たちに直接関わっていって、そ
の人たちを育てる。このことを10年以上なさってい
るとお聞きしましたので、その結果としてその10年
を過ぎて一番最初に参加していただいた医師が、こ
れから次の若手医師を育てていく。まさに屋根瓦と

いう形で育てていただけたのではないかなというふ
うに思っております。このことはこれからの皆さん
の地元医師会で行われる時の参考になるのではない
かなというふうに思っておりますので、これまた資
料をお取り寄せいただいてというふうに願っており
ます。
　そしてまた京都府医師会のことですけれども、若
手医師が試行錯誤しながらも、情熱をもって医師会
活動ができる場を構築することが必要である。その
ためにはその居場所と役割を与えて、継続的な支援
を与えてということがすごく大事じゃないかなと私
は思います。若手医師は十分に力があります。世代
交代をする必要があります。いま４Ｇから５Ｇの時
代に変わります。４Ｇから５Ｇになれば情報の通信
量は千倍、通信速度は百倍になります。先ほどＡＩ
という話がございましたけれども、この時にわれわ
れではなくて若手医師がそのことを含めて、実際に
きちっと対応できなければいけない。それが地域医
療への配慮になると思いますし、ともかく主体性を
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もって、自律性をもって取り組んでほしいというこ
とが課題になっていると私は思います。
　これは勤務医部会連絡協議会のテーマです。先ほ
ど長崎の話がございましたけれども、今村先生から
十分にお話がございましたので、ここでは割愛させ
ていただきます。ともかくわれわれ自身が自らの手
で働き方改革を成し遂げて行かなければいけないと
いうふうに私は思っております。
　もう一つ、前期の勤務医委員会の答申の中で、第
30回日本医学会総会2019中部でシンポジウムをやら
せていただきたいというお願いをしたところ、第29
回日本医学会総会2015関西でもやらせていただいた
んですが、今回は医師の働き方改革ということで、
日本医師会の勤務医委員会の企画セッションとして
やらせていただきました。医師の働き方改革につい
て、さまざま書いてありますけれども、医師の健康
と地域医療を守る立場から、医師の働き方改革の目
指すべき方向性を考察して、問題提起をしたいとい
うことで行わせていただきました。座長に私と副委

員長の望月泉先生、それから演者としてこの５名の
方に話していただきました。植山直人先生は今日も
いらしてますが、医師の過労死について非常に大き
な役割を果たしていらっしゃる植山先生からさまざ
まな現状の医師の働き方の問題点についてお話をし
ていただきました。

　松本尚先生は日本医科大学の千葉北総病院の救急
医でコードブルーなどの映画の監修をしていらっ
しゃる先生でありますけれども、彼からは特に問題
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になっている救急医が、この働き方改革でいなくな
るのではないか、救急医療が崩壊するのではないか
ということで、さまざまなご意見をいただきました。
彼は日本救急医学会の働き方に関わります特別委員
会の委員をしており、先日答申が出ましたけれども、
彼と話していた中で、やはり学会として個人の救急
医たちの働き方に大いに関わっていくのだというよ
うな強い意志を示していました。
　木戸道子先生は今日も来ていらっしゃいますが、
女性医師のニーズがこれから高まっていくなかで、
しっかりと組織全体での長時間勤務を防止して、そ
して女性であるからといって引け目を感じることな
く主体的に経験を積み、活躍できるような働き方の
改善につながる取り組みなどについて、女性医師の
立場からお話しいただきました。
　それから、産業医の立場からは中嶋義文先生にお
話をしていただきました。これが実は大変大きな問
題で、産業保健については日本医師会の医師の働き
方検討委員会でもやっておりますけれども、もし、
これが実装されると相当量の産業医の仕事が増えて
きます。そのことについて理解をしていかなければ
いけないということと、われわれ自身が産業保健を
指導される時に、その方に十分な尊敬、リスペクト
を持ってやる必要があるというふうに私は思います。

　最後は、先ほどから申し上げております阿部計大
先生に若手の立場からお話をしていただきました。
結局、若手医師を含む多くの勤務医にこの内容が伝
わっていないのだと、なんとなく不安の中で過ごし
ている若手医師たちが多いという中で、さまざまな

意見がきちっと伝ってこないということが大きな問
題であると思います。結果として働き過ぎてバーン
アウトになったり、抑鬱状態になったり、自殺や過
労死する例も少なくないということで議論を交わさ
せていただきました。
　さまざまな意見を議論させていただきましたので、
その内容についてすべてお話することは出来ません
けれども、メディアで取り上げていただいておりま
すので、その内容はまたご確認いただきたいと思い
ます。あまり参加者が多くなかったのですが、非常
に活気のある討論ができたと思っております。

　それから勤務医座談会というのを２年に１回、日
本医師会で行っています。ここでは勤務医の中から
今回のテーマに応じた形で発表していただきました。
日医ニュースの勤務医のページに掲載されておりま
すので、是非ご覧いただきたいと思います。その内
容を少しご紹介いたしますが、働き方改革について
さまざまな意見を伺いました。その時にこの働き方
改革がきちっとなされるならば、若手医師に日本医
師会、あるいは地域医師会は、自分たちの働き方に
ついて大いなる力を発揮してくれているのだという
ことを、しっかりと理解してもらえるようにわれわ
れは取り組まなければいけないし、そのことによっ
てやっぱり医師会に入った方がいいのだと思わせる
ような、そういういいチャンスではないかなという
お話がございました。
　それから後でシニア世代という話がございました
けれども、九州大学の胸部外科の先生から、アメリカ
では65歳をすぎてもスーパーバイザーとしてしっか
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りとサポートを続ける制度があって、そういうこと
は大変素晴らしいのだということをお聞きしました。
　それからもう一つ、これは是非、日本医師会が当
直帯はもう主治医は来ないのですよと言っていただ
けるとすごくうれしい、ありがたいということを
言っておりましたので、是非また厚労省の会議でも
そのようなことをお話しいただいて、国民に理解を
求めることがすごく大事ではないかというふうに
思っております。
　それからさまざまな日本医師会の取り組みを若い
医師たちは知らないのですね。医師賠償責任保険の
ことも知りませんし、それから一つは学閥で所属を
横断したような勉強会が行われている。それに参加
しやすくする必要もあると思いますけれども、われ
われ自身がその若手医師が参加する時に、それにき
ちっと応援をするということが必要ではないかなと
いうふうに思いました。
　それから先ほどからの繰り返しになりますけど、
やはりサポートして場所と時間と費用を提供して、

日本の将来像を考えてもらうようなことを、都道府
県医師会だけではなくて郡市地区医師会レベルでも
やっていただけないか。それは非常に大きな仕事で
すし、さまざまなご苦労があるかと思いますけれど
も、皆さんが地元にお帰りになられてから、そうい
うことについて是非考えていただきたいというふう
に思います。私が所属しております富山県医師会で
も若手医師委員会を昨年立ち上げました。３日も４
日も泊まり掛けで働いているなどという話を聞いた
時は、背筋が寒くなるような思いをいたしましたけ
れども、そのことについてしっかりと聞くだけでも、
彼らにとっては大きなプラスになると思います。
　あと医師年金、病児保育等についての話がありま
した。これは日医ニュースに掲載されますので、是
非ご覧いただきたいと思います。

　さて、私自身は勤務医委員会の委員長として５期
目になります。そろそろ身を引きたいと思っており
ますが、これまでの答申の内容を少しご説明させて
いただいて、私の最後の務めを果たしたいと思いま
す。大変多くの委員の皆様にご参加いただきまして、
答申をつくらせていただきました。最初は「すべて
の医師の協働に果たす勤務医の役割」ということで、
ちょうど東日本大震災のあった時でございます。協
働が厳しい、現在と同じです。厳しい労働があった、
あるいは診療関連死、医療事故調査制度ということ
もございましたし、それから24、25年度は「勤務医
の組織率向上に向けた具体的方策」ということで諮
問いただきました。これについては後で少しお伝え
します。
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　次に26、27年は「地域医師会を中心とした勤務
医の参画」。いつもこういう話が出てきます。結局、
われわれ自身が、勤務医が主体的に活動する場をき
ちっと与えていないのだろうというふうに私自身は
現在も反省しているところであります。28、29年
度は「勤務医の参画を促すための地域医師会活動」。
どんどん勤務医が実際の医師会の活動に加わってい
く必要があります。その中で、これは私が挙げた答
申からいくつかピックアップしたものでありますけ

れども、まず最初の22、23年に今と同じことが言わ
れています。ワークライフバランスであったり、キャ
リア形成、維持、向上というサステナブルなそうい
うことができるのかどうか。結局、多くの医師が働
き続けられるシステムの構築が必要である。
　それからジェンダーイコーリテイについても出て
います。これはあたかも解決されつつあるかのよう
に言われており、決してそうじゃないと私は思いま
す。このイコールオポチュニティ、男性医師と同等
の機会を与える。同等の評価・待遇をしていく。こ
れが実際に行われているでしょうか。これからはこ
の働き方改革の中でも大変大きな問題ではないかな
というふうに思っております。
　それから医師会に医師全員が加入するためには、
やはり日本医師会の執行部に直接勤務医活動を伝え
る必要がある。これは実は今日来ていらっしゃる白
石悟先生が日本医師会の理事として入っており、あ
る部分は完遂されたかなというふうに思っておりま
す。それから協働のための勤務医委員会・部会を日
本全国の勤務医部会に、是非まだないところは構築
していただきたいというふうに思います。
　それから24、25年には大阪府が大変素晴らしい勤
務医組織化していらっしゃいます。その方からさま
ざまなことをお聞きしましたけれども、結果的には
やはり入会手続き等を簡素化すべきであるとか、三
層構造であるとか、そしてその時には日本医師会に
勤務医部会を創設してほしいということを提案いた
しました。
　26、27年ではこういう形で、結局勤務医がばらば
らに意見を言っていても全くそれが日本医師会に反
映されない、あるいは日本の医療に、日本の政治に、
医政に反映されないということで、出来れば郡市区
等医師会、都道府県医師会で勤務医の意見を集約し
て、これをブロック別に集約して、さらにそれを日
本医師会勤務医委員会に集約して、それを勤務医枠
の理事が日本医師会の執行部に具申するフレーム
ワーク。これはある程度、２回ほどできました。昨
年は働き方改革で皆さんからご意見をいただいてや
らせていただきました。それから出来ればブロック
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代表者会議ということでお願いしたい。それが現実
的には明日も行われますけれども、勤務医部会連絡
協議会の医師交流会として一部実現しております。
是非このことについても皆さんからご参加いただい
て、ご協力いただきたいというふうに思います。
　それから日本医師会は大変多くの委員会を持って
いて、大変多くの答申を出しておられますが、その
答申が現実の日本医師会の活動にどのように関わっ
ているのか、私は大きな疑問を持っています。大変
多くの労力を使って、みんなが叡知を重ねて答申し
ていますので、そのことについてより検討を深めて
いただきたいと思っております。
　それから前回の勤務医の参画についてですけれど
も、医師の働き方改革については、これからも継続
的に取り組んでいかなければならないということで、
厚労省の検討会や、日本医師会の委員会だけではな
くて、特に学会、医師の働き方というのは、診療科
によって随分違います。これはまだまだこれから時
間があると思いますので、各学会との共同のシンポ
ジウムを開催する。これは日本医師会が主体的に
なって、そういうことを要請したらどうかというこ
とを提案しておりますので、是非取り組んでいただ
きたいと思います。
　それから日本医師会の理事と勤務医委員会との定
期的な懇談会、地域へわれわれが出向こうじゃない
か。出向いて行って、地域医師会の勤務医の先生方
と話をしたいということで、これも提案しておりま
すので、これも実現していただきたい。

　それから先ほどの話の繰り返しになりますけれど
も、医学生、研修医などの若手医師との活動と都道
府県医師会に勤務医部会、若手医師専門委員会、若
手医師委員会をつくっていただきたいと思っており
ます。都道府県医師会役員への勤務医のさらなる登
用が必要です。現実的にはそういうことでは進んで
いない。是非このことについて、皆さん地域に帰られ
て医師会の先生方に、役員の先生方に勤務医をさら
に登用してほしい。そしてその時に登用されるため
には勤務医に時間を与える必要があります。時間と
サポートする必要があります。それを皆さんに一緒
にやっていただきたいというふうに思っております。
　それから繰り返しになりますが、日本医師会にや
はり勤務医部会を創設すべきであろうというふうに
私は思います。そのことによって郡市区等医師会で
の勤務医活動が活性化されるというふうに信じてお
ります。
　ちょっと長くなりましたが、今日は時間を調整し
ないで話させていただきました。
　先ほどちょっと申し上げましたけれども、私、多
分こういう立場で皆さんにお話するのは最後になる
かと思いますが、是非皆さん、勇気をもって日本医
師会のためではなくて、日本の医療が持続可能なも
のとなるために活躍する。そのことの一つの方法と
して医師会に集まって、勤務医の意見を表明してい
く。これが大事ではないかということをお伝えして、
終わらせていただきます。ありがとうございました。
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　こんにちは。ただいまご紹介いただきました京都
府医師会の松井でございます。次期、この協議会を
担当させていただきますので、ひとことご挨拶をさ
せていただきたいと思います。
　その前に先日の台風、それから大雨で被害に遭わ
れました皆様に心よりお見舞い申し上げますととも
に、１日も早い復興・復旧をお祈り申し上げます。
そして本日は中目会長の指導のもと、山形県医師会
の皆様のご尽力によりまして、このように盛大に本
連絡協議会が開催されますことを心よりお祝い申し
上げますとともに、深く敬意を表する次第であります。
　来年は京都で開催させていただきますが、お手元
にございます冊子の裏表紙をご覧になっていただき
たいと思います。期日は2020年10月24日、ちょうど
１年後のこの時期になります。会場はホテルグラン
ヴィア京都を予定しております。ちょっと京都を紹
介するビデオを用意して参りましたのでご覧いただ
きたいと思います。

　ありがとうございます。10月中旬以降の京都は
ちょうど観光のシーズンで大変素晴らしい景色とお
いしい食事がございます。是非そちらの方もお楽し
みいただきたいと思っております。実はこのビデオ
は７月に全国有床診療所連絡協議会総会が群馬県で
あったのですが、その次に開催されます徳島県医師
会の齋藤会長がこういうプロモーションビデオを持
ち込まれて紹介されたのを見て、感動して真似を
しようと思って作ってまいりました。プライオリ
ティーは徳島県医師会にあるということをお断り申
し上げたいと思います。
　京都府医師会では良医を育てて、里親精神で全国
に輩出するということをコンセプトに、特に研修医
を含めて若い先生方に寄り添うようなさまざまな取
り組みを行っております。先ほど泉委員長からもご
紹介をいただきました。その取り組みも全国に広げ
て行きたいというふうに意図しています。そのご批
判も含めまして、来年は仮ではございますけれども、

「勤務医とともに歩む医師会の覚
悟」ということをテーマに、全国
の医師会の皆様にとって有意義な
議論ができますことをご祈念申し
上げまして準備をただいま進めて
いるところであります。先生方に
おかれましては、是非京都での議
論にご参加いただきますようにご
案内を申し上げます。
　京都はとてもいい所ですので、
是非お越しいただきますように、
来年京都でお待ち申し上げており
ます。どうもありがとうございま
した。

次期担当医師会挨拶

挨　拶
京都府医師会会長　松　井　道　宣
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多田座長
　メインテーマである、「勤務医の働き方改革」、シ
ンポジウムⅠを始めたいと思います。座長を担当い
たします、多田でございます。

佐藤座長
　常任理事をしてます、佐藤です。どうぞよろしく
お願いいたします。

多田座長
　シンポジウムⅠでは、４名の先生方からご講演を
頂戴いたします。討論の時間を確保したいので、各
先生方のプロフィールは抄録をご覧いただくことに
して、ご紹介はご所属とご氏名だけにさせていただ
きます。各先生方には、時間厳守をお願いしてござ
います。また、ご質問等は講演ごとではなく、討論
の時にまとめてお受けいたしますので、ご協力のほ
ど、よろしくお願いいたします。
　では、さっそく講演に入らせていただきます。第
一席は、山形県常任理事の間中英夫先生。ひとつよ
ろしくお願いいたします。

シンポジウムⅠ

座　長
山形県医師会常任理事　佐　藤　慎　哉
山形県医師会理事　多　田　敏　彦
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　山形県における勤務環境に関する調査報告をさせ
ていただきます。

　まず目的でありますが、日本医師会は平成30年４
月に、医師の働き方検討委員会答申を作成しまして、
厚生労働省「医師の働き方改革に関する検討会」等

に提言しております。「医師の働き方改革に関する
検討会」では、医師と医療の特殊性、医師の健康確保、
研修医、女性医師支援、地域医療等を考慮して、「医
師の特例」について今後議論される予定であります。
山形県内の勤務医の実態を把握し、改正法施行後の
対策の資料とする目的で本調査を実施いたしました。

　2018年、昨年ですが、５月に山形県内の67病院お
よび勤務医1,634名を対象に調査いたしました。病
院と勤務医にはそれぞれ病院調査票と勤務医調査票
を送付しました。質問は、基本属性、勤務状況、労
働時間、勤務状況の考え方、勤務形態、医師の働き
方改革、定年後の働き方、病院の取組状況等に関す
る内容で実施いたしました。

　調査票の回収では、こちら側が病院の回答であり

シンポジウムⅠ

「山形県における勤務環境に関する調査報告」
山形県医師会常任理事　間　中　英　夫
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ます。67病院中、回答がありましたのは55病院。回
収率は82％でありました。一方、医師の調査票に
関しましては、1,634名中、回収できたのは671名で、
回収率は40％を少し超える程度に留まりました。

　これは、回答いただいた医師の年齢、各年齢層に
おける男女比であります。54歳までは、女性医師が
20％を超えるようでありますが、55歳を超えますと、
これ昨年の調査なんですが、10％以下となります。
女性医師が増えてきたのは、ちょうど昭和から平成
に変わった頃からではないかと思われました。

　これは、勤務医の４月の当直回数を各年代別に分
けてみました。この一番若い世代は、研修医の方も
入っているので、当直ゼロというところもございま
す。年齢が上がるとともに、当直の実施は少なくなっ
ております。一方、当直の回数に関しては、大体、
月に１回から２回ぐらいのところの幅が多くなって
おります。ただ、月８回以上の当直というのが、各
年代１％から多くても５％程度ですが、８回以上の
当直者もございました。
　宿直の翌日の勤務体制に関しては、当直明けには
何も業務軽減がなくて、そのまま通常業務というと

ころが、もう80％以上で、大半を示しております。
なんらかの軽減措置があるのは、極々わずかであり
ました。

　それから、これは４月のオンコール、いわゆる拘
束でありますが、１カ月の間に１回もないというの
は、この１番若い世代にいるのは研修医の先生が
入っているからだと思われますし、やはり65歳以上
あるいは60歳以上の方は、管理職の方なんかも入っ
ているので、オンコールがない先生たちも多かった
のではないかと思います。やはりオンコールで多い
のは、一番働き盛りの30代から40代の先生方であり
ます。オンコールの回数に関しましても、やはり50
歳未満、50歳以下の先生方は８回以上というところ
も結構おりました。
　続いて、自己研鑽の各病院での扱いです。学会や
院外研修は出張扱いが認められているところが多く
あったようであります。ただし、勤務終了後の知
識・技術習得は時間外労働には当たらないと判定さ
れているところが多いようでございました。
　それから、同じく４月の時間外労働時間。10時間
未満というところも少しはおりましたが、多くは10
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時間から40時間の間、この層が多かったようであり
ます。ただ、60歳以上になりますと、10時間未満が
多くて。50歳から54歳のところも多くなっているよ
うでありますが、これは回答者が少なかったので、
このようになっていたかと思います。
　一方、この80時間超えですね、80時間から100時
間、若い世代も大体10％前後。一方、100時間超え、
この一番右のカラムですけれども、ここも大体５～
６％の医師は100時間超えというふうになっており
ました。

　各医師の時間外労働規制に関する認識であります
けれども、医師も労働者であり、時間外労働の規則

が適用されることを前提に議論されるべき、という
意見が大体半分ほどおられました。
　応召義務に関しては、医師の雇用労働基準法で規
制することは妥当ではないと、こういう意見の方は
20％、大体５人に１人ぐらいしかおりませんでした。

　それから、就労時間に関する医師の負担感であり
ますけれども、これも年代別に分けてみましたが、
この緑の「ちょうど良い」というところが、意外と
40代ぐらいまでは結構「ちょうど良い」という医師
が多くて、50代から60代にかけては20％ぐらいしか
おられませんでした。「少し過重である」あるいは
「かなり過重である」というふうに考える医師は大
体40％から50％ぐらい。この45歳から49歳、とても
多くて70％ぐらいおられました。

　勤務時間、非常に長かったりはするんですけれど
も、現在の勤務環境における満足度に関しては、満
足している方は各年代とも10～25％程度。「どちら
かと言うと不満足」まで入れると、概ね６割ぐらい
の方は満足しておると。「非常に不満である」そう
考えている先生方は10％前後、そんなに多くはござ
いませんでした。仕事は大変だけれど、あまり不満

シンポジウムⅠ
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を強く認識している医師は少ないのではないかとい
うふうに思われました。

　それから、週40時間未満の時短常勤勤務、これの
同じような年齢分布で見てみますと、男性の場合は、
どちらかと言うと高齢の医師が多かったんですけれ
ども、女性に関しては、ちょうどこの30歳～34歳と
かですね、ここは35歳～39歳、40歳～44歳、ちょう
ど子育ての世代、年代が、この40時間未満の短時間
常勤勤務を利用しているようでありました。この上
に女性でありますけれども、この青につけて、この
育児のためとか、配偶者のためとか、こういうとこ
ろが女性医師の短時間勤務の主な選択理由として挙
げられておりました。
　それから、勤務を続けるために必要な環境や支援
に関しては、やはりこの赤で示した、女性に関して
は、働き方の環境の整備、要するに休む時の交代の
医師や早く帰る時のための支援、そういう勤務環境、
それから子供の保育に関する支援とか、あと家族の
介護などもありますけれども、やはり家族の負担が
大きいからというふうに考えられました。
　働き方改革実行計画に関する認識は、やはり若い

世代の方の認識よりも、ご年配の医師の方が実際に
認識はしているというふうに、データは示しており
ました。
　考察は、ここに書いた通りでありますが、30歳未
満の医師は働き方改革実行計画を知らないという回
答が半分を超えていました。その他に、診療が多忙
であり、自分の働き方について考えている余裕がな
いとも考えられました。医師の健康対策について、
今回の調査では35歳未満の医師の年次休暇取得日数
がゼロの回答が30％以上もありまして、宿直明けの
勤務が通常勤務であり、業務内容の軽減がないとい
う回答が80％あったことから、健康確保対策が今後
の重要な課題であると考えられました。
　医師の自己研鑽については、業務終了後の自己研
鑽は時間外労働の対象ではないという回答が63％あ
りまして、業務と自己研鑽の線引きが曖昧であると
いう回答が32％ありまして、自己研鑽と時間外労働
とは識別している医師が多いと考えられました。宿
日直の回数については、35歳未満と35歳以上では回
数には差がありませんでした。宿直での労働時間、
夜中、当直の時に起こされるのは、４時間未満と４
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時間以上とほぼ同数でありました。今回の調査では
院外オンコール待機の回数は50歳未満ではほぼ同じ
傾向を示しましたが、50歳未満では月８回以上の回
答が10％あるので、院外オンコール待機について医
療機関の配慮が必要であると考えられました。女性
医師支援について、今回の調査では女性医師が周囲
の援助により働き続けるためには、女性医師の環境
と女性医師自身のモチベーションを維持していくこ
とも重要であると考えられました。

　まとめであります。若手医師は診療や自己研鑽に
多忙であり、医師の働き方を考えている余裕がない
が、勤務環境の満足度は低くありませんでした。子育
て中の女性医師は、自身のモチベーションの維持と
周囲の配慮が特に必要かと思われました。以上です。

シンポジウムⅠ
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　厚生労働省医政局医事課の加藤と申します。
　まず初めに、今回の台風19号で甚大な被害に見舞
われた方にお見舞い申し上げたいと思います。
　それでは、本日、この勤務医部会では「待ったな
しの働き方改革」ということで、医師の働き方改革
に関して取り上げていただいたこと自体に、厚生労
働省としても感謝申し上げたいと思います。
　皆様よくご存じのとおり、われわれ厚生労働省は
昨今、非常にいろんな施策を打ち出しておりますけ
れども、この医師の働き方改革は、どの施策よりも
優先順位が高く、トッププライオリティで厚生労働
省、これも厚生側だけではなくて、労働側も一緒に
なって取り組んでおりますので、いまどのような議
論が行われているのかということを皆様にご紹介さ
せていただきたいと思います。
　私も勤務医を10年やっておりまして、それから厚
生労働省で医系技官として、いま施策に携わってお
ります。私も大学病院や地域の病院で勤務している
中で、この医師の働き方に関して疑問に思っている
部分もありましたし、ただ、地域医療を確保するに
は必要だというような思いもあって、非常に難しい
問題だという思いでおりましたところ、今年の８月
からこの担当を拝命して、いま取り組まさせていた
だいております。
　先ほど、午前中の先生方からも、緩やかな働き方
改革が必要なんじゃないかというようなご意見もご
ざいましたけれども、医師の過労死をいかに防ぐか
というようなところと、地域の医療の確保をどうす
るかというようなところで、両立をするのが難しい
課題だとは思っているんですけれども、なんとかい
ろいろお知恵を拝借しながら、本当に一人も過労死
せずに済む勤務環境を構築するというのと、そして

2024年医療崩壊を絶対に起こさないというようなと
ころを達成して行きたいと思っておりますので、よ
ろしくお願いいたします。
　15分いただいておりますけれども、結構盛り沢山
ですので、足早ではございますけれども、ご説明さ
せていただきますが、ディスカッションで本当は先
生方からいろんなご意見をいただいて、地域ではど
うあれば良いのかというようなところを、ご意見い
ただく中で私ども持ち帰らせていただきたいなとい
うふうに思っております。
　まず背景ですけれども、ご存じのとおり今年の４
月から、この働き方改革というのはもう進んでおり
まして、過去、時間外労働時間というのは上限規制
が無かったものが、今年の４月から上限規制が掛
かったというようなことになっております。年720
時間というような、先ほどの間中先生の発表から考
えてみれば、とても医師は適用できないというよう
なことはお分かりだと思いますけれども、われわれ
２年間の考察の期間と５年間の執行猶予をいただい
て、いまそのルールメーキングを国でしているとこ
ろでございます。
　実態としましては、先ほどご発表いただいたもの
と類似しておりますけれども、過労死水準80時間あ
るいは100時間という中で、それを超えている医師
というのは、勤務医の中で全体の４割、そして、そ
の２倍の1,920時間を超えている医師が約１割いる
中で、いきなり720時間あるいは960時間というのは、
地域医療提供体制に大きな影響は及ぼし過ぎるだろ
うというようなことで、われわれとしては緩やかな
地域医療確保暫定特例水準という、いわゆるＢ水準
と言われているものですけれども、こういったもの
を設けるというところまで、これは今年の３月です

「医師の働き方改革の方向性」
厚生労働省医政局医事課医師養成等企画調整室長

　加　藤　琢　真
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ね、働き方改革の検討会で取りまとめたところでご
ざいます。このＢ水準と集中適応向上水準というも
のを、上限1,860時間、これは1,860時間働けという
ものではなくて上限規制が1,860時間までというこ
とですので、こういったところを、医師を特別なも
のとして認めていただくというようなことが決まっ
ているところでございます。
　ただし、これは先ほど申し上げましたとおり、医
師の過労死を無くすというような観点におきまして
は、本来であれば許されるものではなくて、過労死
水準で働いている医師に対して、どうやって健康確
保していくのかというようなところに関しては、こ
れは労働基準側から課題を突きつけられたところで
ございまして、われわれとしては、この医療法の中
で、追加的健康確保措置として、過労死や、あるい
は過労による精神疾患を防ぐために、どのような取
組みができるかということを、いま議論していると
ころでございますけれども、追加的健康確保措置と
いうことで、医療面接だとか、あるいはインターバ
ル規制ですね、勤務間のインターバルというのを９
時間確保としてますが、これは６時間確実に寝ま
しょうというような意味でもあります。
　あと、連続勤務時間制限という、28時間という連
続勤務時間制限というものを、これを追加的健康確
保措置としてやりますと。だから1,860時間まで働
けるような特例を設けさせて欲しいというようなこ
とで、われわれは連合側と合意したわけでございま
す。この追加的健康確保措置をやるからと言った以
上は、履行確保が必要でして、どのようにこれを確
保しているのか、本当に28時間で勤務を止めている
のかどうか、インターバルをちゃんと取れているの
かどうかということを、われわれは履行確保して
いく必要がございます。この1,860時間というもの
も、もちろん、決して今の勤務医の働き方からして
みれば長いものではなくて、この右側にございます
とおり、土曜日、例えば日当直をした場合、当直を
すると16時間勤務していることになりますので、そ
れプラスアルファも20時間ちょっとしか正直働けな
いということになりますから、Ｂでも７時に勤務し

て、８時半までしか働けない。それを最終的に、わ
れわれ目標にするＡ水準、週20時間というような働
き方を考えますと、これはもう１回当直するとほぼ
時間外働ける時間を使い切ってしまいますので、ほ
とんど時間外労働できないというような、最終的に
は、このＡ水準を目指して行かないといけないとい
うのが将来的な目標でございます。
　2024年と何度も言っておりますけれども、あと本
当に４年半で、いま現状1,860時間以上働いている
人が全国で２万人いるわけですので、それを何とし
てでも、それ以下にしないといけないということで、
様々な取組みを行う必要がございます。いろいろ分
析は行っているものの、やはりこの20年、30年で変
わってきたところとして、やはり医療がどんどん進
んで発展してきた中で、その発展に伴って過重労働
になっているのは、やはり医師なんだと。なかなか
他の職種に業務が移管されていなくて、医師の業務
が膨らんでいる、医療の発展に伴って医師の業務が
膨らんでいるというような、やはり分析は一つござ
いまして、現在、タスクシフティング、タスクシェ
アリングの検討会というものを厚労省でも始めまし
て、この２～３カ月で急ピッチに、どのような職種
にどのようなタスクシフトができるのかということ
を、議論を進めていかないといけないということに
なります。
　先ほど、応召義務の話も長時間労働の要因の一つ
として挙げられておりましたけれども、これもやは
り明確な解釈を示す必要がございますので、研究班
等々行いまして、応召義務が公法上の義務であって、
刑事や民事で問われることではないというような整
理を、われわれとしてもまとめる予定で、近いうち
に通知としても発出したいというふうに考えており
ます。様々な要因分析されておりますけれども、最
終的に、この医師の長時間労働の是正をするために
は、各医療機関でのマネジメントもしていただかな
いといけないですし、われわれも行政として、施策
として、一定程度の効率的な医療提供体制というの
を敷く必要がございますので、そういう政策を今後
も打ち続けないといけないというところと、住民の

シンポジウムⅠ
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方にもこの現状をご理解いただいて、上手な医療の
掛かり方が何なのかということもご理解いただかな
いといけないと、この三本柱で、われわれとしては
取り組まないといけないというふうに思っております。
　もう一つ。追加的健康確保措置に関わることとし
て、これは私が研修医時代に指導医に、「当直の間は
不必要な診断はするな」というようなことをよく言
われていました。「お前、自分の当直中の自分の能
力を過信するんじゃない」ということを、本当に口
酸っぱく言われたんですけれども、いまこういうよ
うなデータが出てきました。作業能力というような
縦軸で見ると、やはり当直中というのは、酒気帯び
運転と同じほど判断能力が下がっているというよう
なことや、時間軸として週単位で見てみると、やは
り３時間しか寝てないような人というのは、木曜日、
金曜日になってくると、判断能力が落ちてくるとい
うようなことがデータとしても分かってきてますの
で、睡眠負債というような考え方が検討会でも議論
されていましたけれども、着実に医療安全の観点か
らも、６時間毎日寝るべきだということもあって、
このインターバル規制というこの９時間を設定して
いるわけでございます。
　先ほど間中先生もご発表されていたとおり、当直
明けのインターバルというのは、なかなか今の勤務
医の中では取られていることなく、24時間以上働い
ている人たちがいま８割いらっしゃいますので、こ
こは少しマネージメントの中でやり繰りしていただ
かないといけないということになります。先ほどの
データと同じように、当直明けの勤務で、この何ら
かの軽減が、勤務の軽減があると言った人たちも
25％しかいないというようなデータも出ています。
こういったところを改善して行かないといけないと
いうのが、この追加的健康確保措置の意味合いでご
ざいまして、これは一種の健康確保とともに、医療
安全の観点からも、これを進めることでより良い、
質の高い医療を提供できるようになるというような
ことも、われわれは検討しております。
　個別論点に移ります。先ほど来、いろいろとデー
タが、間中先生からも出していただきましたが、こ

れグレーな部分をまず白黒はっきりさせないといけ
ません。各医療機関でのマネジメントにおきまして
は、実態把握から入っていただかないといけないん
ですが、やはりその日直や研鑽の考え方というのが
非常に重要なポイントになってきます。昭和24年頃
から、病院の宿日直基準というのが通知として出さ
れまして、おそらくほとんどの病院が、宿日直許可
を得ているはずです。ただ、これは本当に宿日直な
のかというようなところに関しましては、はっきり
申し上げますと、４月に通知を出させていただきま
したが、救急車がバンバン来ている当直というのは、
これはもう当直ではない。これは、いわゆる夜勤に
なります。すぐに宿日直許可基準が取り消される
のかというと、そうはならないですけれども、実際、
今後実態把握をしていく中で、それは時間外労働とし
てカウントしていただかないといけないです。
　各地域でいくつかの病院がもう労基に入られて、
この当直は時間外手当をちゃんと支払うようにと。
医師の平均給与というのは4,800円ですので、割増
賃金を払うと、当直すると時間外として約10万円払
わないといけないというようなことになります。こ
れを本当に病院として払えるのかというようなこと
が、これ命題になってきますので、そういったとこ
ろを念頭に、やはり対策を取らないといけないとい
うことになります。これは、７月１日付けで細かに
出してますので、この辺もご参照いただければと思
います。
　もう一つ、自己研鑽に関しまして。これもやは
り、学会発表だとか、あるいは、いわゆる研修医の
研修も含めて、どういったものが自己研鑽に当ては
まって、何がそうじゃないのかということも通知で
出させていただいてますので、こちらもご参照下さ
い。これは、なかなか判別、経営者側的には判別で
きないところかと思いますので、これ自己研鑽なの
か、普通の業務なのかというのを、分かりやすく区
別するような工夫に関しても記載させていただいて
います。
　非常に重要なのは、今後2024年に向けて、各医療
機関がＡ水準を目指すのか、Ｂ水準を目指すのかと
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いうようなところの判断は、これはやはり実態把握
に伴って、早くしていただかないといけないところ
でございます。どのような医療機関がＢ水準を適用
できるのかということに関しましては、このように
いま案として挙がっておりまして、三次救急、二次
救急、在宅医療だとか、あるいは都道府県が認める
医療機関というようなことで挙がっていますけれど
も、それとともに、先ほど来、ご説明させていただ
いてますとおり、追加的健康確保措置をしっかりや
るということも一つ重要なファクターで、これも都
道府県によって、このＢとＣは指定されることにな
りますので、それに向けて体制を整えていただかな
いといけないということになります。評価機能とい
うような第三者による評価もされる必要がございま
すし、短縮計画等も作成する必要がございます。
　Ｃ水準に関しましては、研修医が自らそれだけ働
くという手挙げで働いていたことになりますので、
これは上限、実態としてそれぞれの病院プログラム
でどれぐらい働くという実態があるのかということ
をお示しいただくということになります。
　Ｃ－２というものもございまして、医師６年目以
上が、高度な技能に携わる人に関しては長時間働い
て良いよ、というような特例的なものでございます
けれども、こういった仕組みづくりもいま行ってお
りまして、高度特定技能とする分野を特定し、個人
を特定していくというような仕組みを、今後作るこ
とになります。
　このように、医療のために時間外労働時間の上限
を超えるに当たっては、いろいろなハードルを乗り
越えないといけないですので、こういった制度設計
などを、いま検討会で進めているところでございます。
　少し時間がないですけれども、タスクシフトの先
として、一番は看護師になりますので、いま特定行
為研修というものを進めておりますけれども、昨今、
そういった制度を見直して、このパッケージ化とい
うものを進めておりまして、外科のオペ後の管理だ
とか、術後の管理、あるいは在宅、あるいは、ここ
に無いですけれども、救急などをパッケージ化して
進めておりまして、受講者あるいはそれを検証提供

する側にも、補助金等々で、われわれ強烈に推進し
ておりますので、どうぞご活用いただければと思っ
ています。2023年までに１万人程度の、そういう特
定行為研修を受けた看護師というのを養成する予定
で、いま取り組んでおります。
　最後に、やはりわれわれ、上手な医療の掛かり方
というのも、芸能人なども使って取り組んでおりま
すけれども、先ほど申し上げたとおり、病院のマネ
ジメント、そして医療政策としての施策、そしてこ
の国民に対するアドボカシーを取り組んで行きたい
というふうに思ってます。少し足早でしたけれども、
このように2024年まで、あと４年あるというような
感覚もあるかもしれませんけれども、それまでに計
画を立てたりだとか、評価機能で評価を受けたりだ
とか、もう実はあと１年、２年以内に取り組んでい
ただかないといけないこともたくさんございますの
で、われわれとしても最後、ルールメイキングを、
あと数カ月で急ピッチに進めているところではござ
います。また現場の中でどのように適用されるかと
いうことも、われわれ、いろいろとご助言いただき
ながら進めて行きたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。
　この2024年までというふうに申し上げてますけれ
ども、Ｂ水準というのは2035年に終了してしまいま
すので、この医師の働き方改革、今後15年にわたっ
て、しっかり継続的に取り組まないといけないとい
うことになりますので、いろいろとご意見いただき
ながら、厚労省としても最優先の施策として進めて
行きたいというふうに思ってます。この後、ディス
カッションで、いろいろ先生方から忌憚のないご意
見いただけると思っておりますので、引き続きよろ
しくお願いいたします。

シンポジウムⅠ
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　働き方改革関連法案は、去年の６月に成立して、
今年４月から順次施行されています。医師について
は、24年の４月まで適用が猶予されていますけれど
も、一般職員についてはすでに適用が開始されてい
ます。今般の関連法では、残業時間の上限、月45時
間以内と年間360時間が規定されて、違反した場合
の罰則規定が明記されています。特段の事情がある
場合、労使協定で特別条項を定めておけば、年６回
まで、月45時間の条件を超える残業が認められます。
この場合も、残業は年間720時間以内、休日労働を
含めて月100時間未満かつ２カ月から６カ月までの
平均が休日労働を含めて月80時間以内でないと、や
はり罰則規定が適用されます。
　一方、勤務医の時間外労働は、４割が年間960時

間を超えると言われていまして、厚労省は、本年３
月に、勤務医に適用する残業時間の上限規制の枠組
みをまとめました。やむを得ない一部医師について
は、年1,860時間が上限とされています。過労死ラ
インと言われる月80時間の２倍近くにせざるを得な
い背景には、医師の働き方改革が進まない現状が
あります。一般医師の上限は原則年960時間として、
2024年４月から適用されて、地域医療維持に不可欠
な病院は35年度までの特例で年1,860時間とされま
したけれども、救急車の受入れ件数などを加味した
二次救急病院などに一定の要件を設けて、都道府県
が選定するということになっています。
　厚労省が1,860時間の根拠としたのは、勤務医の
約１割で残業時間が年1,900時間を超えているとい
う実態があります。長時間労働の根本にあるのは医
師と診療科の偏在です。医師総数自体は28年頃に不
足が解消される見通しと言われていますけれども、
外科・産婦人科の医師数は20年前とほとんど変わっ
ておらず、若い外科医の約４割は月240時間の残業
との報告すらあります。一方、今年８月の日本病院
学会では、調査回答病院の32％が今般の医師の働き
方改革で労働環境は改善しないとの日本病院会調査
を報告しています。最多理由は、勤務医不足が解消

シンポジウムⅠ

「病院運営と働き方改革～現場の懸念」
地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構理事長
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されないことで、働き方改革を実現するには医療の
縮小か勤務医の増員しかなくて、これがもし実行で
きなければ、再編統合しか残されていないとの見方
を示しています。

　当病院機構は、2008年、県立、市立の２つの自治
体病院の統合再編で設立された、地方独立行政法人
です。急性期の日本海総合病院と回復期の酒田リハ
ビリテーション病院を運営しています。また、昨年
４月から無償診療所化した市立八幡クリニックなど、
６つの診療所を編入しています。

　平成26年からの医師の月平均時間外の勤務時間数
です。診療科別では、外科、心臓血管外科、消化器
内科、産婦人科が、月の最大時間外が120時間近く
と多くなっています。１人当たり時間外では、一昨
年の42.2時間まで経年的には増加傾向でいましたけ
れども、昨年は減少しておりまして、他の急性期病
院に比べるとそんなに多くはない方だというふうに
思われます。
　医師の時間外が比較的安定しているのは、平成20
年の２病院の統合再編で、独立行政法人化して、そ
の後に医師数が増えたことと関連しています。資料

は、統合前年から本年４月までの、研修医を含む常
勤医師数の推移です。統合翌年には、統合前の両病
院合計数から９人減少しました。その後、平成23年
あたりから増加に転じて、今年度は初期研修医22名
を含む160名となり、結果的に統合再編前の両病院
の合計医師数より48名増えています。地域により若
干条件が異なると思いますけれども、病院の再編統
合は、医師の集約化と増員に重要な要因の一つにな
りうることを示していると考えています。

　他にも、応援医師を地域で融通し合って、助け合
う仕組みを作っているのも、時間外の減少に大きく
寄与しています。資料は、病院機構が受けている、
大学以外からの地域内での応援医師の派遣状況です。
地区医師会からは、10の診療科への診療支援、研修
も含めますけれども、これが行われています。ほと
んどは、病院にかつて勤務していて開業された先生
方です。当院は救命救急センターと同じ区域に、市
立の診療所を併設していますけれども、ここに地区
医師会から交代で診療業務についていただいていま
す。また、運営するリハビリテーション病院の日当
直業務へも医師会からの支援が行われています。
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　病院機構が行っている医師支援派遣の状況です。
鶴岡市立荘内病院の診療支援や、市内の本間病院、
精神科単科の山容病院への日当直の支援、消化器内
科クリニックや検診センターなどへの応援を出して
います。当地域は昨年４月に地域医療連携推進法人
を立ち上げましたけれども、この中に地区医師会を
はじめ３医師会が参加していることが、地域で効率
的な医療提供を行う上で大きく役立っていると考え
ています。

　医師の働き方改革支援への病院としての取組みに
ついて、いくつか紹介します。医師数が潤沢であれ
ば、問題のかなりの部分は解決するでしょうけれど
も、通常は複数の対応策を組み合わせる必要があっ
て、当病院機構では女性医師支援、タスクシフティ
ング、医師事務作業補助者、ＡＩ等のシステムの活
用、救急車からの心電図伝送、主治医制度の見直し
等々を組み合わせて運用しています。
　資料は女性医師支援でありますけれども、短時間
正職員制度、院内保育所、病児・病後児保育などが
あります。
　タスクシフティングの状況です。病院統合以来、

常設の業務改善委員会で、資料に挙げたような、様々
なワークフローの見直しを行ってきています。

　当病院機構の医師、事務作業補助者数と関連加算
取得の推移です。常勤換算ではない実人数ですけれ
ども、平成23年から積極的に拡大して、地方では採
用がなかなか困難ですけれども、微増傾向にはあり
ます。

　ＡＩ等を活用した対応として、問診票をタブレッ
トでデジタル化、個別化した、ＡＩ問診のUbieを
去年の８月から導入しました。患者の既往や回答に
応じて、随時質問が変化してきます。ＡＩが疑わし
い疾患を考えながら質問するので、より深堀りした
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事前の問診が可能になります。診察室では、事前問
診内容から疑わしい疾患を想定した上で、対面で重
要なコミュニケーションや診察を行うことが可能に
なり、追加問診や診察所見、検査所見を追記するだ
けでカルテが完成します。

　問診に使用した同じタブレットの端末で、お薬手
帳を撮影すると、印字文字がテキストデータ化され
て、薬のデータベースと照合されます。それにより、
医師側の画面にお薬手帳に記載された薬剤の効能や
先発薬、合薬の場合は配合されている薬の内容など、
様々な薬剤情報が一覧で表示されます。このことで、
お薬手帳をスキャンする手間や、ゼロからカルテに
打ち込む作業や、薬の内容を調べる手間が削減され
ます。

　昨年８月に救急科と内科で試験的に導入を開始し
て、10月から全科に導入しました。導入後の効果の
検証ですけれども、患者在室時間は変わらなかった
ですけれども、内容をカルテに記載する時間は平均
で８分ほど短縮されて、外来診察の回転が早くなり、
結果的に待ち時間の短縮と医師負担軽減に貢献して
いるものと考えています。

　資料は救急車からの12誘導心電図の伝送システム、
SCUNAについてです。本年２月から酒田地区で本
格的に導入しました。北庄内の救急隊分署10カ所に
配備されて、運用が始まっていますけれども、循環
器当番医が伝送された心電図を病院外でもスマホな
どで見ることができて、ＰＣＩチームが救命セン
ターに駆け付ける回数などが今までより格段に効率
化されて、時間外の削減につながっています。この
他にも、連携施設の患者ＩＤ番号を共有して、救急
対応解除を許可している施設間で、診療情報の取得
と解除を自動的に行うＥＭＳを運用しておりまして、
救命への事前対応をできるだけ効率的に行うシステ
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ムを利用しています。
　働き方改革には、この他にも資料に挙げたような
様々な関連制度が盛り込まれておりまして、厳密に
適用されると、事業縮小で対応する以外に方法がな
い医療機関も相当数出ると思われ、何らかの診療報
酬上の手当なども必要になると思われますけれども、
明確な方向性は今のところ不明で、迷走しそうであ
ります。
　最後に、働き方改革関連法案について感想を述べ
ます。夢中で仕事をしていれば気づかずに時間が過
ぎるということは日常的にあることで、法律で帰っ
て良いと言われて帰れる職場なんてありません。長
時間労働の是正は必要ですけれども、上限超え残業
を一律に規制することで、果たして働きやすくなる
んでしょうか。特に医師の場合、十把一絡げで規制
して良いのか疑問は残ります。残業時間の上限規制
は、現在は大企業だけですけれども、来年４月から

適用される中小企業は、おそらく対応は困難になる
でしょう。今回改定では、労働時間の把握義務まで
制定されて、労基署に提出する資料は膨大になって、
中小企業や医療機関にとってはかなりの負担になり
ます。制度全般への懸念も少し残ります。現在、日
本の全企業数の99.7％は437万社と言われる中小企
業で、全従業員数の70％を抱えていると言われます。
2025年以降は、高齢化、高齢難、後継難、経営難の
ために127万社が廃業して、650万人の雇用とＧＤＰ
22兆円分が失われると予想されております。この時
期に、働き方改革が最悪のタイミングで、わが国の
産業構造の根幹に重大な影響を与える懸念というの
は全くないのでしょうか。杞憂に終わることを祈り
たい気分でありますけれども、なんとか無事にこれ
が乗り切られて欲しいなというふうに、心底思って
おります。以上であります。ご清聴ありがとうござ
いました。
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　皆様、こんにちは。私は、日本赤十字社医療セン
ターの部長をしております。私の病院は、東日本最
大級の分娩施設で、年間分娩数は約３千件で、母体
救命搬送対応の総合周産期センターです。業務量も
多く、働き方改革を真っ先に進めなきゃいけない病
院です。私は、臨床医をしながら日本産婦人科学会
や日本医師会、厚生労働省などにおいて様々な医療
政策に、勤務医として、女性医師として現場からの
意見を届ける活動も一緒に進めています。本日はこ
のような機会を与えていただき有難うございます。

　これは、興味深いデータですが、１年365日のうち、
いわゆる平日の昼間というのはわずか２割に過ぎま
せん。残りの約７割は、いわゆる夜間・休日にあた
ります。この、いわゆる時間外診療を担うことは非

常に重要ですが、大きな病院であってもマンパワー
は約10分の１になります。限られた人員・検査・設
備で対応しなければならなくとも、患者さんはそれ
なりのハイレベルの医療を要求してきます。応急処
置だけではとても満足していただけません。最善を
尽くしても、やはりクレームや訴訟トラブルが起こ
ることもあります。コンビニ受診も昨今は多くなっ
ております。また、女性医師で子育て中では当直免
除になることも多いですが、こうした時間外に働か
ない方と業務の不公平感が出ています。当直翌日も
働かなければならないので応需のインセンティブが
低くなり、いわゆる「たらいまわし」が起こりがち
です。特に私ども産科では、時間外、時間に関わら
ず陣痛が来たり破水したりしますので、なかなか仕
事の予想が難しい。そこでオンコールが必要になり
ます。お母さんと赤ちゃんの２つの命を預かります
し、正常かと思っていたら急変することもよくあり
ます。産科は、少子化対策とも直結しておりますの
で、単純に集約化するというのも非常に難しいとこ
ろです。

　医療分野の「働き方改革」では、これから法令順
守が求められてまいりますが、時間外に働けないと
か、働きたくないという医師も増えて来ています。

「チームで支え合う働き方を目指して
～誰もが活躍できるために～」
日本赤十字社医療センター第一産婦人科部長

　木　戸　道　子
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そうして地域偏在、診療科偏在が進行しています。
ただ、その中で労働衛生、医療安全のためにも、医
師の健康を守る、地域医療と医師の健康を両立させ
ることが求められています。ただ、時間帯に関わら
ず、病気や怪我は起こりますので、現場をきちんと
守りつつ、勤務医にしわ寄せが行かないシステムづ
くりが急務だと思います。行政できちんと制度設計
をしていただくとともに、それぞれの施設で、各ド
クターが持つ能力を最大限に発揮できるような働き
方改革が必要になります。

　ここからは事例で、私どもがやっております変則
二交代勤務ですが、そもそも10年前に労基に入られ
て、こういったことをせざるを得なくなった事情で
すが、それによって働き方が非常に良くなりました。
看護職と同様の、いわゆる交代勤務です。夜勤は夜だ
け来て翌朝には帰るという仕組みでやっております。

　メリットとしましては、長時間連続勤務、それま
では32時間勤務を月８回とかやっていたのですが、
制度を導入してからは、夜勤だけ最大13時間と、連
続勤務時間が半分以下になり、これは非常に大き
かったです。特に、子育て中の女性医師やシニアも

シフトを担当できるようになり、制約がある働き手
も活用できるようになっています。現在、私どもの
ところでは、女性医師が８割以上ですけれども、子
育て中の方も含めて全員が夜勤に入っていただいて
います。シニアも夜勤や休日日勤にも入っておりま
す。私自身も、いま夜勤を月３回か４回、休日日勤
は２回ぐらい、オンコールを８回やっておりますけ
れども、勤務時間が短ければ可能になります。

　ただ、様々なデメリットがあります。一番の問題
点としては、日中の人員不足です。入りと明けの方
がいないと、やはり日中の業務がたくさんあり、外
来、手術、そういった業務を行う人員が不足します。
私どものところでは20何人おりますけれども、それ
でもやっぱり人員が不足してしまいます。

　それに対してどのように対応しているかと言いま
すと、チーム診療です。一番は、先ほどからお話が
あるように、タスクシフト、タスクシェア。ただ、
この点は注意しなければいけませんが、医師の仕事
はそのまま横滑りで他の職種に移すことはできませ
ん。医師ならではの仕事は、他の職種では担えない
と私は考えております。産科医のパートナーは助産
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師ですが、助産師外来、院内助産、産後ケア、そう
した業務をやっていただいていますけれども、それ
は専門職のそれぞれの職能を活かした業務分担であ
りまして、単なるタスクシフトではありません。有
機的な、いわゆる「タスクシェア」とすることでチー
ムの総力を上げる対応をしております。また、医師
事務作業補助者、メディカルクラークも活用してお
りますが、これも導入してそれで終わりではなく、
常に定期的に業務を見直しまして、どうすれば最適
に医師事務作業補助者を配置できるか、それらをき
ちんと議論しながら進めております。

　それから、診療所の先生との連携、いわゆる病診
連携が非常に重要でございます。診療所の先生、東
京では特にビルで開業されている先生も多いですが、
専門医資格を持って、能力の高い方がたくさんい
らっしゃいます。当院で分娩予定の妊産婦さんの外
来の健診業務をクリニックの先生にお願いする、い
わゆる業務委託をしまして、一部では電子カルテも
共有して、ＩＴ活用で診療情報を共有し、安全に共
同管理をしております。いわゆる、地域全体でチー
ム診療をしています。

　これによって妊産婦さんも近くで、慣れた先生の
ところで健診を受けられ、アメニティも高いですし、
一次施設にも受診者が増え、業績が上がります。も
しお産の立ち会いに来る場合にも、病院のインフラ
を使って安全に管理ができるということになります。
基幹病院では、外来診療の業務が減るということは、
かなりの負担の軽減になっており、母体搬送とかハ
イリスク分娩などの、三次施設ならではの業務に集
中できます。

　デメリットとして非常に重要なのは、勤務医の収
入が減ることです。働く時間が減れば、やはり収入
も減ってしまうという、非常に困ったことが起こり
ます。それまでは、日勤プラス当直料があったとこ
ろが、交代制によって当直料が無くなってしまいま
した。さらに、２日間で通算しますと日勤を２回す
ると15.5時間。夜勤をしますと11時間だけになりま
す。そうすると、平日１回夜勤をするたびに勤務時
間数がマイナス4.5と、夜勤するたびに勤務時間と
給料が減ってしまうという、非常に困ったことが起
こります。月10万、20万単位で減収になりまして、
家賃が払えず辞めた方もいらっしゃいます。これに
関しては、いろいろ工夫をして、その後、回復でき
るようにし、できるだけ不満がないようにしており
ますけれども、やはり、人手が少ない、大変な勤務
をしている夜勤には、何らかのインセンティブがな
ければ、担い手不足が予想されると思います。
　それから、自己研鑽への影響も大きいです。自分
の担当の患者さんをずっと診ていたけれども、もう
時間になったから帰らなきゃいけないとか、手術に
立ち会えないとか、あと、一緒に診ていた指導医が
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交代勤務で不在ならば相談もできない、ということ
があります。ただ、当院の研修医に満足度調査をし
てみると、やはりオンオフが明確で良いと。最近の
若い人は、こういう意見が大多数です。全員が今の
交代勤務を続けて欲しいという、こういった意見で
した。海外の文献でも、システマティックレビュー
で研修効果に否定的な結果もありますし、肯定的な
結果もあります。このように一定していませんが、
わが国で今後どうなるかはきちんとモニタリングし
ていく必要があると思います。

　次に地域偏在のことです。やっぱり東京の真ん中
でやっておりますので、そういったところじゃない
と交代勤務はできないのではないかと言われますが、
一方、産婦人科の専門医制度において、地方で一定
期間研修をすることが必修となっています。ですか
ら、当院からいくつかの地方に医師を派遣していま
す。特に長野などですと、若い働き盛りの先生が来
てくれて大変助かるということです。働きやすい体
制としてドクターを集め、マグネットホスピタルと
して地方派遣が可能になると、こういう仕組みは非
常に重要ではないかと考えております。

　交代勤務のメリットをまとめました。医師に関し
ては、やはり心身の負担が減り、生活と調和ができ
る。病院にとりましては、医療事故、医療安全の面
で大きなメリットがあります。接遇も良くなります
し、救急応需も上がります。ぶらぶらしていること
がなくなるので、生産性も向上します。一次施設に
も、患者さんからも好評です。近所のかかりつけ医
を持つことができて、いざという時は基幹病院を受
診できます。

　デメリットもあり、睡眠リズムが乱れて健康リス
クが高まります。自己研鑽が多少影響を受けること
もあります。何よりも注意しなければいけないのは、
診療の継続性が低下する可能性です。前の先生と違
う、例えば、先ほどは経腟分娩できるといわれたけ
れども、先生が変わったら帝王切開が必要と言われ
たとか、そういうことに不信を持たれないように、き
ちんと引き継ぎをして、診療の継続性を保つことが
何よりも必要になります。患者さんにとって主治医
が日中に不在になるようなデメリットがないように、
複数主治医制をきちんと運用することが重要です。
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　交代勤務における働き方改革の課題ですが、スラ
イドの一番下にありますように、住民の方の理解が
とても重要です。いつも同じ先生に診てもらわな
きゃ自分は嫌だということは止めていただいて、や
はり全体の中での自分の診療、ということを考えて
いただくことと、あと受診マナーです。病院が夜に
開いているから気軽に行こうではなくて、きちんと
受診マナーを守っていただくことも重要です。また、
それぞれの地域性、都市と地方、それから急性期、
慢性期、診療科によっても交代勤務ができるかどう
か、どういう勤務体制にするかというのは、非常に
違ってまいりますので、そういった施設、それぞれ
のところの違いを丁寧に考えながら、検討する必要
があるかと思います。

　大きな病院でなくても、短時間勤務の医師を上手
に活用しますと、交代勤務に類似したことができま
す。例えば週32時間とか週20時間などのような短時
間勤務の方が、日勤に入っていただくだけでも当直
の方が早く帰ることができる。これであれば、かな
りの施設で応用が可能ではないかと考えられます。

　これは日本医師会の勤務医の健康支援に関する検
討委員会、私も10年前から関わっていますけれど
も、そこでどのような施策が勤務医の環境改善に有
効かのリストがいくつか挙がっております。このう
ち、すでに診療報酬によりインセンティブがかかっ
ているものもあり、例えば、予定手術前の当直・オ
ンコールを免除する、これは実施率が非常に低いで
す。診療報酬で評価されていても、実際にはなかな
か実施できないということですが、今後てこ入れが
必要なところだと思います。

　フルマラソンの42.195kmを走るのは非常に大変
ですが、駅伝で何人かで分担してゴールを目指すこ
ともできます。野球の投手も、全部延長戦まで一人
が投げる時代ではありません。何人かで引き継いで
９回裏までいく。同様に、医師も個人ではなく、組
織で対応する。いろいろなメンバーを集めて、チー
ムとしての総力を向上させ、地域医療を守って行か
なければ、少子高齢化時代に医療は守れないと思い
ます。
　白黒とカラーの違いのように、いろいろな人、多
様な背景、価値観を持つ人材が能力を発揮して、い
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ろいろな色できれいな画が描けるという比喩ですが、
シニア、育児中、介護中、アフター５重視派、バリ
バリやりたい人、それぞれが貢献に応じて、悪平等
ではなく、待遇・報酬を貢献に応じて配分できるよ
うに、そういった仕組みが今後望まれます。

　最後に、少し行動経済学の話しをさせていただ
きます。ダニエル・カーネマンさん、すでにお読
みになった方もおるかもしれませんけれども、こ
の「FAST and SLOW」という本を書かれて、人
間の心理に基づく行動に着目して、経済行動や社会
現象を説明するというものが行動経済学です。人間
の思考モードには、この FASTと SLOWがあると。
FASTの方はいわゆる「直感」で、努力がほとんど
不要で直感で行動するもの。SLOWの方は、よくよ
く考えて動くという、そういった２つの思考モード
があります。他にもいろいろな理論がありますが、
そういうものを使いまして、マーケティングとか行
政とか、様々なところで活用されています。
　例えば、きりのいいところまでこの仕事をやっ
ちゃうおうと，目の前の仕事についとらわれて、気
がついたら10時、11時になったりすることも、先生

方もよくあると思いますが、やはり今日は早く帰っ
て家族と夕食を取ろうとか、よくよく考えると明日
はこうしなければとか先のことを考えますと、早く
帰れることもあると思いますが、「未来の満足」とい
うのは後回しになりがちになります。何らかの「早
く帰るための仕掛け」が必要です。

　例えば、週80時間が標準であれば、40時間では「働
きが足りない」となる。５時まで働いて帰るときに、
「お前はもう帰るのか」というのではなくて、「私は
定時で帰ります」というドラマもありましたけれど
も、そういった「定時で帰る」というのが、こそこ
そではなくて、堂々と帰れる時代にならなければい
けません。週40時間が標準であれば、逆に80時間も
働く人は「働き過ぎでおかしい」ということになる
わけです。こういった参照点をどこにするかによっ
て評価が180度変わることを、行動経済学では「ア
ンカリング効果」と言います。もともと9,800円が
3,200円に値下げなら買いますよというのと同じで、
柔軟な働き方をむしろデフォルトとして、考え方の
転換が必要ではないかと思います。
　住民の方の理解も重要です。あなたや大切な家族

シンポジウムⅠ
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がヘトヘトで疲れ切ったドクターの手術や診療を受
けることをどう思いますか？そうした住民の理解が
重要です。これ、午前中に今村先生がおっしゃいま
したけれども、やはり働きやすい職場づくりは医療
の質、それから医療安全にも関わることでありまし
て、それが病院、医療機関の健全な経営、地域医療

の持続的な発展につながるという、こういった視点
です。勤務環境改善は勤務医本人のためではなくて、
国民、住民のためであるという、こういった視点で
考えていく必要があるかと思います。
　ご清聴ありがとうございました。謝辞はスライド
に代えさせていただきます。
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佐藤座長：それでは、討論を始めたいと思います。
ただいまこのシンポジウム、４名の先生方から勤務
医の働き方改革ということで、間中先生からは山形
県における勤務状況のアンケート調査、加藤先生か
らは国の方向性について、そして栗谷先生、木戸先
生からはそれぞれの病院で工夫されている内容につ
いてのご報告をいただきました。
　まず最初に、フロアの方から個々の先生にでも結
構ですし、皆さんにお聞きになる形でも結構ですの
で、質問、コメントを受け付けたいと思いますので
よろしくお願いします。

玉城先生（沖縄県）：沖縄県医師会の担当理事をし
ております、玉城と申します。本当に貴重なご講演
ありがとうございました。
　栗谷先生にご質問をさせていただきたいと思いま
す。私、東北大学の第二外科の後輩でもありますの
で、忌憚のなく、バシバシ行きたいと思います。
　一昨日ですか、沖縄県庁でも、この医師の働き方
改革に関する会議というのがございました。ただで
すね、労働局も含めて一緒にやったんですが、沖縄
県の、特に県立病院ですね、かなり経営状況が厳し
い状況です。毎年30億の赤字を出しているような状
況でございます。そんな中で、タスクシフト、タス
クシェアということですね、おっしゃってもなかな
か上手く行かない。われわれ沖縄県医師会としまし
ては、その突破口として、先生にも何度か沖縄にも
お越しいただきましたが、沖縄県立北部病院、そし
て北部地区医師会の統合、いわゆる不採算部門の切
り捨てと言うとちょっと言い過ぎですが、そこの徹
底的な改革というのを県医師会としても今やろうと
いうことでやっております。先生のご意見をお聞か

せいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

栗谷先生：ご質問の内容は広くて深いのですが、確
かに経営改善と働き方改革は裏表になっているので、
判断は難しいと思います。働き方改革は、人的投資、
様々なシステム導入費用とセットになっています。
経営改善のためには医療提供体制の在り方をまず先
に考えないと、医師確保も、働き方改革も、連動し
て来ないように思います。地域全体の最適化につい
ては需要予測をきちんと出した上で、どう未来図を
描くかということだと思います。地域によって事情
はいろいろ違うので、個別の対応は違ってくるだろ
うと考えます。

長谷川先生（栃木県）：栃木県医師会の長谷川親太
郎と申します。栗谷先生と加藤先生にご質問いたし
ます。栗谷先生、大変なご苦労されて病院統合され
たわけですが、医師を集めることができたので、比
較的働き方改革は無難に乗り切れそうだというお話
とお聞きしました。厚労省としては、今回424の病
院名を発表したわけですが、再編統合にはいろんな
意味合いがあるのだと思いますけれども、統合すれ
ば、424同士じゃなくてもどこか近隣のところと統
合すれば、メガホスピタルを作れば、医師が大勢集
まるので、働き方改革も上手く行くだろうというお
考えがあるのでしょうか。もう一つの質問は、医師
の派遣元大学が同じだったら大きな問題ならずに統
合できると思うのですが、派遣元大学が違うと院長
ポストをもらえないとうちは引き上げるぞと言われ
る危険性もあり、統合する時にいかに医者を集めら
れるかという課題があると考えるのですが。統合し
たほうが働き方改革を乗り切りやすいのだから、統

ディスカッション
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合は積極的にすべきだというお考えなのか、それと
も統合せずに上手く乗り切るべきだというお考えな
のか、栗谷先生と加藤先生から、ぜひその辺をお聞
かせいただければと思います。

加藤先生：厚労省でございます。今回の424病院の
発表に関しましては、われわれの情報発信の仕方に
関しては、いろいろと問題があったということでご
指摘いただいておりますし、われわれ、その辺大変
反省しております。いまご質問いただいた、構想と
医師の働き方に関しましては、もちろん密接に関係
しておりますし、目標年度は違いますけれども、そ
の地域にとって、将来を見据えた地域医療提供体制
はどうあるべきかというところに関しましては、や
はり構想の中で病院がそれぞれどういう機能を果た
すべきかと考えるに当たり、この医師の働き方改革
を念頭に置いていただかないといけないのは、これ
は間違いないことではございます。何度もわれわれ
情報発信させていただいていますとおり、今回424
の病院の情報を公表したということに関しましては、
厚労省として、その病院を再編や統合をしろという
ことでは決してなく、改めて地域の中でその在り方
を検討していただきたいということですので、基本
的には、われわれとしてはいまご質問いただいたよ
うに、統合することが医師の働き方のために良いん
だというような、そういうメッセージで発信してい
るわけではございません。ですので、基本的にそれ
ぞれの地域の中で、もしかしたら統合が最善の策に
なるのかもしれませんし、そうじゃない選択がその
地域にとっては最善なのかもしれませんけれども、
最終的に国民や地域住民の方たちの健康を守るため
に、どういう地域医療提供体制が良いのかと。そし
て、医師の働き方改革をどう乗り切るのかというこ
とを、調整会議でもご議論いただきながら、それぞ
れ地域ごとの最適解を導いていただくということだ
と思っておりますので、その辺ご理解いただければ
と思います。

栗谷先生：上手く乗り切るというのは、とても難し

いと思います。その点、嘉山先生が当時の山形大学
の医学部長でしたので非常に合理的な判断をしてい
ただいたことは幸運だったと感謝しています。何よ
り有り難かったのは、統合が決まると関連病院の医
者がいなくなる場合が多いのですが、それを凍結し
て頂きました。われわれの場合には、山形大学の他
に東北大学、他に様々な大学出身の医師が在籍して
いましたので微妙な調整が必要だったのですが大学
が適切な調整指示を行うことはとても重要です。あ
と明確なビジョンが何かが、とても大事だと思いま
す。われわれの地域の場合には、大学の協力指導の
もとに再編統合の目的がはっきりしていたというこ
と、これは言えると思いますので、それが成功した
原因ではないかと思います。ただ、経営が上手く行
くかは別問題なので、そこの辺りはちょっと微妙で
すね。上手く行けば経営能力があるということにな
るんでしょうけれども、医師の能力と経営能力は別
なものだと思います。経営で大事なのは、誰に任せ
れば上手く行くかが分かっていることが一番重要だ
と思います。能力はないがやる気だけは人一倍とい
う人がリーダーになるとひどいことになりますので、
それだけは避けるべきとしか言えないですね。

長谷川先生（栃木県）：ありがとうございました。

植山先生（日本医師会）：日医の勤務医委員会の植
山と申します。厚労省の加藤先生にお伺いします。
いま、無給医の問題がありまして、私、全国医師ユ
ニオンの代表をやっていて困っているんですね。大
きな問題として２つあって、１つは、お給料もらえ
ないので、結局、夜間当直、日曜日日直という形で
長時間労働をしてしまう。そして誰も管理してない
ということです。以前、鳥取大学の大学院生が交通
事故で、過労死と認められた例があります。この健
康管理をどうやっていくのかという問題があります。
この方々、やっぱり日中は診療をやらされて夜とか
休みの日にバイトに行っているから、ほとんど研究
できないと言っているんですね。今日は嘉山先生の
方からも、日本の研究論文が非常に減っていて大変
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だという話がありました。こういう、日本で一番優
秀で、勉強の意欲がある大学院生たちが、そういう
状況になっているということは大きな問題です。厚
労省は大学改革と働き方改革で、給与の問題の解決
策など何かお持ちなのか。基本的には文教予算を増
やすことと研究予算を増やすというのが王道だと思
うんですけれども、何らかの解決の方向性があれば
教えていただきたいと思います。

加藤先生：厚労省は、現在働き方改革の中で、たく
さんの課題をまだ手元に持っておりますけれども、
その中でも最も難しい課題だと、われわれとしても
認識しております。これは、研究と臨床との両立、
あるいはその働き方の中での研究の位置づけという
ことに関しましては、これはいま、われわれ医師の
働き方改革を検討しておりますけれども、あくまで、
やはり診療、臨床の部分を念頭においています。研
究に関しましては、これは医師の研究だけの話に収
まりません。基本的には大学の研究者がどうあるべ
きか、裁量労働制だとか、いろいろもちろん手段あ
りますけれども、その中で、医師の診療と研究、特
に大学院生もですが、働き方改革と研究の両立につ
いてはわれわれ厚労省としても非常に大きな課題だ
と思ってますし、これは文科省とも協議をしながら、
一定の方向性を考えて行かないといけないとは思っ
ているんですけれども、いろいろと兼業、副業、先
ほど今村副会長からもありましたけれども、まだ一
般則も定まっていないというような現状もございま
すので、非常に課題認識としては、われわれとして
も持っていますし、この働き方改革が最終的には日
本の研究意欲を低下することにつながってはいけな
いというふうに思っておりますので、いまご指摘い
ただいたようなことも、今後、念頭に置きながら、
われわれとしては検討を進めていきたいと思ってま
す。ただ、無給医に関しましては、無給医自体はも
うあってはならないと思っておりますので、これ文
科省がいま調査しておりますが、われわれとしても、
そこの調査結果をちゃんと注視しながら、最終的に、
大学院生、医学部の大学院生はどうあるべきかとい

うところに関して、文科省とも協議しながら取り組
んで行きたいと思っております。

嶋本先生（宮崎県）：宮崎県医師会の嶋本と申します。
厚労省の加藤先生に、特定医療行為、パッケージ化
に関してお伺いいたします。
　はじめに堀岡室長の講演の中で、外科系であれば、
手術後の時間を削れば時間外労働が減らせる、また、
麻酔科であれば、麻酔を入れた後の管理をすれば良
いという話が出てきましたが、私はこれに非常に
ショックを受けました。我々医師は、手術だけでは
なく手術後の管理も含めて、医師しかできない仕事、
医師がすべき仕事と考えています。
　このような話が進んでくると、将来的に我々は特
定行為しかできない、つまり手術しかできない医師
になってしまうことになりかねません。そうした場
合、医師としてのモチベーション等にも大きく関
わって参ります。将来、若い医師に対して、「あなた
手術し終わったら、帰って良いからね。」と言った
文脈で語られると、医師のプライドというものも、
かなり下がってくるのではないかと危惧しています。
　このことについて加藤先生にお伺いしたいのです
が、このような考え方は、働き方改革に関する一時
的なものであると理解してよろしいのでしょうか。
私自身は、先ほど日赤医療センターの講演でありま
したように、タスクシェアが非常に必要だと思って
います。ただし、タスクシフトの名のもとに、医師
の行為を全て取り上げ、あなたたちこれしなくて良
いという方向性に、いまだに私は納得ができずにい
ます。どのようにお考えかご教示をお願いいたします。

加藤先生：ご質問ありがとうございます。本当、先
ほども看護師の特定行為研修についてご説明させて
いただきましたが、やはりもっと本来であれば丁寧
にご説明させていただくべきだったと反省しており
ます。われわれ特定看護師への特定行為研修を進め
ているわけですけれども、先生おっしゃるとおり、
よくわれわれも外科学会の先生方に外科は手術だけ
しているわけではないというふうに、よく怒られま

シンポジウムⅠ
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す。われわれも、そのオペ後の管理というものが医
者がやらなくて良いと思っているわけでは決してな
くて、やはりいろんなオペ後の状態があって、やは
り医師じゃないととてもみれないというふうな方も
ありますし、中には本当に安定しており、その後も
落ち着いたままであろうと予測される患者さんもい
らっしゃり、様々だと思います。その中で、やはり
医師の判断の中で、こういったことであれば、もち
ろん信頼関係の中で、こういった看護師に対しては、
タスクシェアできるのではないかというような判断
を、先生方にしていっていただけるのではないかな
というふうに思っておりますので、全てシフトし切
れというようなメッセージではございません。なの
で、働き方改革の中で、やはりオペ後というのは、
一つ注目されているところではございますけれども、
われわれはそういったオプションを示す中で、先生
方にも、どのように特定行為研修を受けた看護師を
活用していただけるのか、あるいは協働していただ
けるのかということを、今後、現場の中でもいろい
ろ実践して行っていただいて、われわれとしても、
その実例をもって、あるべき姿というようなところ
を発信していきたいというふうに思ってます。

嶋本先生（宮崎県）：よろしくお願いします。

池田先生（山形県）：地元の山形で循環器の勤務医
をしております、池田と申します。木戸先生の方に
お伺いしたいのですが。交代勤務についての実例を
お示しいただきまして誠にありがとうございました。
日勤帯の医師が17時で帰って、夜勤の医師が20時で
来る、その17時から20時の間、日勤の延長勤務の方
はいますが、一番手薄になるかと思います。この時
間帯に対して、やっぱりどうしても日勤帯の医師の
残業とかがあるのかなと思うのですが、実際にはど
のように対応してらっしゃるでしょうか。教えて下
さい。

木戸先生：そもそも、この「長日勤」という、３人
が残るという仕組みにしましたのは、夜勤の人が家

族で夕食を取ってから出勤できるために、わざと20
時にしたというものです。ですから、これはお互い
様ということで、３人残ることは了解のもとです。
この時間帯には、いろいろな日勤の業務が残ってい
たり、救急の患者がいらっしゃったりします。ただ、
こういう時間帯できちんと業務をこなせるというこ
とが、その人の医師としての技量を高めることにも
なり、いわゆる自己研鑽ではありませんけれども、
ここをきちんと乗り切れたということは、その人の
自信になっていきます。こういうところで女性医師
もきちんと働くことで、自信を深め、専門医を取っ
たり、サブスペシャリティの技術を高めたり、将来
のキャリアアップにつながることになると、肯定的
に皆さんに話し、ご理解いただいていますので、不
満の出ないように対応しております。もちろん、こ
の３人だけでなく、必要があれば、様子を見てオン
コールや日勤が残って一緒に対応に当たることもあ
ります。杓子定規ではなく、現場で対応しております。

池田先生（山形県）：ありがとうございました。

嘉山先生：嘉山です。そもそも論なんですが、何が
アウトカムなのでしょうか。要するに、世界でプロ
フェッショナルな仕事に対して、時間を制限する。
さっきの労働基準監督署の問題ではなく。悪徳経営
者が労働者をすごい長時間働かせる。それとは別に、
われわれのようなプロフェッショナルな職業に、労
働時間に制限をかけるというのは、何が目的なんで
すか。例えば、今まで心理学的なこと一切皆さん話
し合ってないんですが、ある制度にした時には、そ
の職業の集団は意識が変わってしまうんですよ。例
えば、新臨床研修制度で、あれでみんな若い人がど
うなったかというと、全員ではないですが、制度と
いうのは、何割か動かせばかなりのトレンドになっ
てしまいますから。それまでと大幅に構造が変わっ
てしまいました。だから、プロフェッショナルな仕
事で働く時間を制限した時に、若い人たちがどうい
うふうなトレンドになるかなんですよ。あの頃、やっ
ぱりわれわれ非常に危惧したんですよ。これをやっ
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てしまえば、パンドラの箱が空いてしまうのではな
いかと。東京にみんな行ってしまうだろうし。ちょっ
とアウトカムをはっきりと教えてもらいたいですね。
要するに、プロフェッショナルの仕事に制限時間を
かけるという、こういう制度設計は何なんですか。

加藤先生：はい、厚労省でございます。これは何を
目的にやっているかということに関しましては、ま
ず初めに労働者保護という観点がこの医療界には全
くなかった。そこをまず入れないといけないという、
これは大前提としてあります。なので、ほとんどの
医師の先生方が生きがいを持って、やりがいを持っ
て働いていると思います。ただ、本当に数％かもし
れませんけれども、やはり職業倫理の中で応召義務
も絡んでいるのかもしれませんけれども、自分がや
らないといけないというような、そういうメンタリ
ティーで自分を追い込んでしまって、過労死につな
がってしまった事例があるのは事実です。医師に関
しても過労死がこれだけいるということは事実でご
ざいますので、それを全力で防いで行かないといけ
ないというのが、これまず大前提ですが、先生おっ
しゃるとおり、アウトカムがそれだけのためにやっ
ているわけではなくて、やはり、これは僕個人の意
見ですが、やはり生産性を上げるだとか、タスクシ
フトというのも、先ほどいろいろご意見ございまし
たけれども、本当に医師がやらなくても良いものも、
やはりあると思います。そういったところのタスク
シフトは進めて、生産性を上げて、やはりより良い
地域医療の提供体制を組むのと、そして医療の質を
高めること、医療安全の観点からも、やはり追加的
健康確保措置をしっかりやることによって、その医
療安全の面が上がるということもあるかと思います
ので、そういったところはしっかり見ていきたいと
いうふうに思います。

嘉山先生：それ、私が10年前にね、さっきのデータ
出したんですよ。要するに、９時間以上働くと、も
う能率が落ちるよと。それで医師の定員が増えた。
やっと内閣閣議決定が外れた。10年前ですよ、その

議論は。やっといま、それを出してきたんですが、
何か違う目的があるような気がするんですよ。何も
今の目的だったら、ベタライズで良いんですよ。新
しく全く画を描くことじゃなくて、例えばその過労
死しちゃう医師がいると。そういう人を少なくする
ための制度を作れば良いだけで、全体にかける必要
はないのではないかと。ベタライズだって改善です。
これやったら革命ですよ。これで起きてくる反動と
いうのは予想したことありますか。

加藤先生：もちろん、反動というのは、途轍もない
ものだとは思ってます。だからこそ、1,860という
過労死水準の２倍以上働いても良いという、これも
う本当に、おそらく多分、労働者保護の観点からは
あり得ないことだと思うんですけれども、これはわ
れわれ本当に地域医療が、このまま960時間なんて
適用したら間違いなく地域医療崩壊するということ
で、労働側と戦ってきて、ある意味勝ち獲てきたも
のです。それでも、厳し過ぎるというご意見もあり
ますけれども、それはもうタスクシフトだとか、い
ろいろ偏在対策だとか、そういったところで取り組
んで行きたいと思いますので。そういう意味で、わ
れわれとしては先生おっしゃるような反動というも
のは、本当に丁寧に想像してですね、いま2024年に
何が起きるのかということを、いろんなシチュエー
ションで、シュミレーションしながら取り組んで参
りたいと思っております。

嘉山先生：分かりました。今までのＯＥＣＤのデー
タというのは、日本のそういう屋根瓦式の積み上げ
でレベルが高いんですよ。例えば、先生おっしゃっ
たような、ピッチャーが何回も代わると。でも、時々
ノックアウトされてますよ、ピッチャー。そういう
制度ではなくて、やっぱり誰かが、ちゃんとレベル
の高い人が見てるから、日本の医療はずっとレベル
の高い人の水準でやってきた。それをある人に全部
任せちゃうという、こういうふうな制度設計にする
と、ガタガタになるんじゃないかと思って。そうい
うところはどうやってカバーするのでしょうか。そ

シンポジウムⅠ
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ういうカバーのテーゼを出さない限り、これやった
ら非常に、先ほど栗谷先生も危険だとおっしゃった
けど、危険なところがあると思います。国民のため
にも良くない。働き方改革というのだったら、医
者がプロフェッショナルの能力発揮できるような、
そっちの方の制度設計してもらった方がずっと良い
と思います。（拍手）

幸原先生（大阪府）：大阪府医師会の幸原と申します。
良い政策というのは、ちょっとの飴と、たくさんの
ムチなんですよね。今回の働き方改革とか424病院
再編とか、いろいろ出てくるんですけれども、暗い
んですよ、すごく。明るさが全くなくて。例えば、
木戸先生がいろいろタスクシフト出されたんですけ
れども、給料的にすごく不公平があるとか、われわ
れの大阪府下でも淀川キリスト教病院でそういう
タスクシフトに成功しているんですけれども、給料
が下がってすごく不満があると。こういう人たちに、
例えばインセンティブですね、言われましたけれど
も、そういうふうなことをする、ちょっとしたこと
でも良いんですが、それをすることによって活気を
作る。その政策が今回の働き方改革にはムチだけし
かなくて、これがすごく全体を嫌なイメージにして
しまっているんですね。だから、やっぱり政策的に
もう少し、張りのあるというか、例えばそういうふ
うに、成功したところにはちょっと給料の援助をす
るとか、そういう財政的な、それはたくさんでなく
て良いんですけれども、日本国家として、やはりそ
ういう努力した病院とか地区には、当然何かの飴を
与えるとか、そういう政策をやっていっていただき
たいというのが、私の考えなんですけれども、いか
がでしょうか。

加藤先生：もちろん、この働き方改革に関しまして
は、勤務医の先生方に痛みを伴うものだと思います
けれども、われわれ医制行政の中では、勤務環境を
改善することに関して、前向きに取り組んでいただ
いているところに関しては、一定の補助金等々で手
当するよう予算要求もしておりますけれども、やは

り飴としてはあまりにも小さすぎるものになってし
まいます。そういう意味では、いま中医協の中で、
今回の改定の中でも、１つ目の柱がこの医師の働き
方改革ということで、働き方改革、今まで何に対し
て診療報酬付けるんだという議論もございますけれ
ども、やはりこの医師の働き方改革、最終的には先
ほど申し上げましたとおり、医療の質の改善だとか
医療安全にもつながることだと思いますので、報酬
の中でも認めてもらえるようにということで、いま
中医協でも、日医の今村先生方にもご参加いただき
ながら、ご議論いただいているところでございます。
われわれとしても国民に対して、勤務医の先生方が
どのように、今後必要な改善に向けて、この働き方
改革をつなげられるのか、われわれとしても情報発
信しながら、報酬のことなので、われわれとしても
申し上げることはなかなか難しいですけれども、勤
務医環境を改善する中で、先生方が最終的に、飴と
言えるかどうか分からないですけれども、働き方改
革をやって良かったと思えるような取組みは続けて
いきたいというふうに思います。

佐藤座長：はい、ありがとうございました。予想通
りの白熱した議論で、まだ手を挙げていただいてい
る方もいっぱいいらっしゃるんですけれども、時間
になりましたので、この辺で切り上げたいと思いま
すが、加藤先生におかれましては、ぜひこのディス
カッションを本省に持って行っていただいて、待っ
たなしということですので、ぜひ良い働き方改革に
結びつけていただければと思います。ご協力ありが
とうございます。あと４人の演者の先生方、ありが
とうございました。
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座　長
山形県医師会副会長　神　村　裕　子
山形県医師会常任理事　間　中　英　夫

神村座長・間中座長
　シンポジウムⅡの座長を務めますのは、山形県医
師会副会長、神村裕子と、私、間中でございます。
よろしくお願いいたします。

神村座長
　よろしくお願いいたします。

神村座長
　それでは、先ほどのシンポジウムⅠの方はだいぶ
白熱した議論で、内容も暗いというご意見もありま
したけれども、シンポジウムⅡの方は明るい未来に
ついて語っていただきます。５名の先生方からご発
表いただきます。
　初めは、「山形県内病院医師の定年退職後の働き
方に関する調査報告」。山形県医師会常任理事の吉
岡信弥先生からお願いいたします。
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シンポジウムⅡ

　シンポジウムⅠが少々暗く終わりましたので、シ
ンポジウムⅡは明るい未来ということでお話をさせ
ていただきたいと思います。
　山形県内、山形大学医学部の卒業生もそろそろ定
年の年となってまいりました。そこで山形県内の病
院勤務医師の定年退職後の働き方に関する調査を行
いましたので、報告します。

　目的は、山形県内の公的病院における定年後の働
き方に関する意識を明確にするためにアンケート調
査を実施しました。方法は、2019年５月、山形県内
の公的病院は定年が65歳の年度末としている病院が
多いため、55歳以上の勤務医174人を対象としまし
た。送付した質問票では、年齢、診療科、再就職の
希望の有無、さらに再就職を希望する場合の勤務形

態、勤務先、勤務地、業務内容、診療科変更などに
ついて質問をしました。結果、 115人から回答を得
られました。

　調査票の回収状況です。24病院、対象者174人か
ら 115人の回答を得ました。回収率は66.1％でした。

　回答者の年齢分布を示します。65歳以上からも回
答を得ています。
　回答者の診療科を示します。最も多いのは内科で
すが、外科、脳外科、産婦人科も10人以上います。
　定年後の再就職の希望者は 115人中80人で、70％
でした。未定の医師は24人。再就職を希望してない
医師は10人いました。
　自由に過ごしたいということが、再就職を希望し
ない理由のようです。

「山形県内病院医師の
定年退職後の働き方に関する調査報告」

山形県医師会常任理事　吉　岡　信　弥
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　定年後再就職時の勤務形態の希望では、常勤と非
常勤とには差がありませんでした。
　定年後の再就職先の希望では、診療所や介護施設

は少なく、病院勤務の希望が多いようです。また、
検診センター勤務の希望もありました。
　再就職時の勤務地の希望では、退職前の勤務地が
多い傾向が見られました。また、県外への再就職の
希望もありました。
　再就職時の業務内容では、外来診療の希望が多く、
日当直の希望は少ないようです。
　再就職時に診療科の変更を考えている医師は３名
と少数であり、ほとんどの医師が退職前の診療科を
継続したいと考えていると思われました。
　結果のまとめです。アンケート調査には174人中 
115人から回答を得ました。回答者の70％は再就職
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を希望しており、希望していないのは10％未満でし
た。再就職先では、診療所や介護施設への希望は少
なく、勤務形態では常勤・非常勤は同数でしたが、
日当直の希望はごく少数でした。勤務地は退職前と
同じ地域が多いようですが、県外の希望もありまし
た。定年後、診療科変更の希望はわずかでした。

　考察です。定年後は常勤・非常勤に関わらず、引
き続き退職前と同じ地域の病院で退職前の診療科を
継続できる勤務を希望しているドクターが多いと思
われました。
　以上です。ありがとうございました。

シンポジウムⅡ
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　岩手からまいりました望月です。どうぞよろしく
お願いいたします。
　今回のシンポジウムのテーマは、「生涯現役～勤
務医定年後の明るい未来～」ということなんですけ
れど、昨年県立病院を定年になりまして、いま明る
い未来と言われると、ちょっと苦しい時もあります。
　私の講演は「地域医療に必須なシニア世代医師の
活躍」というタイトルにしました。現在勤務してい
る病院のある八幡平市は、盛岡の北約25kmにあり
まして、安比高原、八幡平国立公園があり、自然豊
かで風光明媚な地域で、今は非常に紅葉がきれいで
す。自然豊かな地域で、ゆっくりとした診療ができ
るかなと思っております。
  自己紹介ですけれど、1988年から岩手県立中央病
院に30年間勤務し、昨年の３月に定年退職しました。
病院長をしておりましたので、病院を休めず３月31
日に県から退職辞令をもらって、４月１日に八幡平
市から病院事業管理者の辞令が出て、全く休みなし
で勤務しました。本日は定年後の八幡平市病院事業
管理者の立場でお話をしていきたいと思います。

　初めに、岩手県の特徴ですが、県立病院の数が全
国第１位で、20病院あります。かつては27病院あり
ました。現在県立の診療所が６つありますが、かつ

てはいずれも病院でしたが再編統合、ダウンサイズ
の動きの中で、病院から無床診療所に移行しました。
県立病院は県内の病床数の約３割を占め、稼働病床
数が５千床弱です。入院患者数は約26％、外来患者
数は約38％を占めます。岩手県には９つの二次保健
医療圏がありますが、その基幹病院は全て県立病院
です。八幡平市というと、秋田県ですかとよく間違
えられますが、町村合併で新しくできた市です。
　最近厚労省が医師偏在指標を計算して公表しまし
たが、岩手県は47位、全国最下位となりました。東
北６県は、宮城県を除いて、山形県が40位、秋田県
が41位、福島県が44位、青森県45位と医師偏在指標
がいずれも低く、医師少数県です。来年本会が行わ
れる予定の京都は、いつも上位に位置付けられてお
り羨ましい限りです。

　岩手県の中でも、９つの二次医療圏間に、医師の
偏在があります。10万人当たりの医師数は盛岡が
275名、全国平均が232名ですので平均を上回ってい
ます。県都盛岡市には医育機関、大病院があるので、
医師の数は多いです。しかし、東日本大震災で大き
な被害を受けた三陸沿岸地域を中心に、例えば宮古
は115名、全国平均の半分にも行ってないです。そ
れから釜石、久慈、などの二次医療圏は、かなり医

「地域医療に必須なシニア世代医師の活躍」
八幡平市病院事業管理者
岩手県立病院名誉院長　
岩手県医師会参与　　　

望　月　　　泉
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師の数が少ないという状況で診療を行っています。
　盛岡医療圏は広く、市の中心部は医師数が多いで
すが、いま私がいる八幡平市は、医師が希薄です。
山地がすごく多くて、それこそ熊に襲われたってい
う人がよく来られるんです。また葛巻町は、人の数
より牛の数の方が多いと言われますが、二次医療圏
の中でも、かなり偏在があるということです。
　岩手県立病院定年後の医師の動向を調べてみまし
た。2012年から７年間に50名の医師が、65歳まで県
立病院に勤務して、定年を迎えました。県立病院に
おける退職延長制度がありますので、その制度を利
用して10名の医師が県立病院内で定年延長をしてい
ます。都市部にある民間病院、クリニックに就職し
た方が９名です。私も入っていますが、地域の国保
病院に４名、県立の地域診療センター（無床診療所）
が２名。国保診療所１名という状況です。この赤字
で示したのは、特に地域の病院ということになりま
す。一番多かった勤務なし、不明が18名ですが、定
年後一時ちょっと仕事を休んで、それから復帰した
人もこの中に入っています。パート医師とか、ある
いは県外に行った方もいまして、詳細は分かりませ

んが、50名中かなりの人数が地域の病院、診療所で
勤務し、地域医療を担っている状況です。
　一般的な傾向としては「定年後は勤務日数を減ら
して非常勤医師として働きたい」とか、「もう少し
負担の少ない働き方ができる職場に変わり、家族と
の時間を大切にしたい」という、そんな理由が多い
ですので、他の病院とかクリニックで再就職する
ケースが多かったと思います。勤務医がセカンド
キャリアを考えるタイミングは、例えば外科医は50
代過ぎから体力とか視力、集中力の低下があり、若
い頃と同じ働き方をするというのは現実的に難しい
ので、管理職になる人もおり、または外科をやめて
総合診療医という形で、その病院で勤務する方もい
ます。ベテランの勤務医師は、現場での経験や長年
に渡り培ってきたノウハウがありますので、地域病
院からの就任要請も多いようです。
　20ある岩手県立病院には退職延長制度がありまし
て、65歳を過ぎても、常勤医で、正規職員として３
年間の定年延長という制度があります。給与は65歳
時の給与が保証され、退職金は定年３年延長後に支
給されます。３年定年延長後も希望すれば再任用と

シンポジウムⅡ
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かパート医師等で任用が可能です。現実に、今も75
歳前後の方も県立病院に勤務している医師も何人か
おります。今後は３年間の定年延長ではなく、さら
なる定年延長も検討項目になってきました。
　シニア医師の優れている点・特徴は、経験が豊富、
専門診療科にこだわることなく患者さんの訴えをよ
く聞くことができる点が挙げられます。やはり65歳
を過ぎてきますと、大体患者さんも同じくらいの年
齢が多くなりますので、よく話を聞いていただける
ということはあります。その他専門医として十分活
躍してきて、今後は地域で求められる総合診療医の
ような役目をしたいという希望の方もおります。何
より地域の事情に精通していますので、人脈が豊富
です。患者さんを必要な病院、専門診療科に速やか
に紹介することができます。私も外来を週3日行っ
ていますが、電話１本で患者さんを基幹病院に紹介
しています。各県立病院のシニア医師は、県立病院
の勤務が長い方が多いですので、こういった優れて
いる点があるのかなと思います。病院の中でも、縦
割りの診療科がどうしても多いわけですが、診療科
間におけるすき間を埋めることができるというふう

なことで、シニア医師はますます活躍の場があるん
じゃないかなと思います。
　医師のマッチングシステム、医師の斡旋、医師の
紹介システムですが、岩手県は県内の行政機関の中
に岩手県医療局があり、この中に医師支援室があり
ます。その部署の担当者が、各医師の情報を掴んで
まして、定年間際の医師の方も、どこどこの病院に
勤務されませんかとか、いろいろな斡旋、医師確保
をやっております。あとは大学医局を中心とした関
連病院の医師の斡旋。公的な機関による医師斡旋、
日本医師会では女性医師バンクとか、あと自治体病
院協議会では病院、診療所に勤務する医師の斡旋な
ど行っています。しかし件数が多いのは、民間の医
師斡旋業者で、かなりのお金を取ります。大体、採
用する医師の年俸の20％～30％ぐらいの金額を請求
されます。私が岩手県立中央病院の病院長時代、民
間の医師斡旋業者の紹介で採用した例がありました。
報酬として年俸の30％を業者に支払ったのですが、
その医師はたった３カ月で辞めてしまった例を経験
しました。契約金は３か月以上勤務したのでほとん
ど返還されず、今後民間業者からの医師斡旋は絶対
受けないということにしました。
　岩手県立中央病院の診療応援の実績を示します。
日勤帯の診療応援、それから土日の宿日直ですね、
全部含めますと、１日平均約10名の医師が診療応援
のため不在になるという計算です。県立中央病院は
現在医師が180名、若い医師も多く集まっています。
オレンジのカラムが20ある県立病院で、カラムの大
きさが診療応援の件数を示しています。ブルーのカ
ラムが市町村立病院の診療応援件数を示し、私が勤
務している八幡平市立国保西根病院はカラムが大き
く、常勤医が３人しかおらないこともあり、ほぼ毎
日県立中央病院から医師の派遣を受けています。今
後働き方改革で派遣元病院と派遣先病院の労働時間
が通算して上限規制がかけられると、診療応援がで
きにくくなり、地域医療が崩壊するのではと危惧し
ています。
　医療人プロフェッショナリズムですが、先ほども
嘉山先生のご講演でプロフェッショナルという言葉
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が出ましたけれども、利他主義、患者の利益を最優
先する、専門職としての質の向上と社会的責任、こ
ういったものをシニア医師はもう身につけていると
いうことだと思います。

　名医をめざすよりも良医をめざそうと鎌田實先生
が文藝春秋に書かれた文章で、話をよく聞いてくれ
る、わかりやすい言葉でわかりやすく説明、生活指
導を重視する、まさに地域医療に必要なことなのか
なと思ってスライドに出しました。必要な時は専門
医を紹介する、患者の家族の気持ちまで考えてくれ
る資料にも出しておりましたので、あとは省略いた
します。

　なぜ今日「働き方改革」が必要なのかということ
ですが、少子高齢社会となり働く人口が減ってきて
いるので、女性、高齢者等の活躍が必須となりまし
た。われわれシニア医師は65歳を越えても、まだま
だ労働人口としてがんばらなきゃいけないというこ
とです。正社員としては長時間かつ硬直的な労働時
間、非正規に低賃金と不安定な雇用、この辺の制約
要因をなくせるように取り組むことが必要です。
　地域医療は、ドクターコトーに象徴されますが、先
生方はあまりテレビは見ませんでしたか？どうも地
域医療というと、なんか陸の孤島で何もないところ
で自転車で往診とかの場面が出ます。さすがにシニ
ア医師には自転車で往診というのはちょっときつい
ので、せめて自動車で往診をしたいなと思っています。

　地域医療って何って言うと、地域医療のやりがい
は、患者さん、家族の日常に寄り添うことじゃない
かなと思います。地域病院、患者家族ですね。あと
は特別養護老人ホーム等の施設の方の嘱託医もやら
ざるを得なくて、いまやってますけれど。基幹病
院・大学病院から医師派遣を受けながら、何とか地
域医療を行っている現状です。

シンポジウムⅡ
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　シニア医師の活躍する地域病院は、若手医師不足
が深刻です。壮年医師は日常診療、高齢医師は健診
等を担当するといった役割分担が必要です。定年に
なった医師が、希望によって地方に行くシステムに
より一層充実させる必要があるのかなと思いますし、
スキルを活かして地域包括ケアシステムの構築に貢
献する、あとは地域の行事に参加することも意義が
あると思います。
　盛岡のお祭りの写真です。ご静聴ありがとうござ
いました。以上です。



－ 96 －

　山形ロイヤル病院内科　八幡芳和です。
　さて、人生において公務員の定年退職は２回ある
はずがないですが、実はあったんです。

　これは山形大学医学部の病院です。開設当初は
田んぼの真ん中で、泥だらけの大変なところでし
た。そこで８年間苦労しました。いろんな思い出が
ありますが、一番の話は、私が第10回東北小児糖尿
病サマーキャンプのキャンプ長を務めました。蔵王

の、お釜です。ここに100名の団体を上げて、１週間、
私が面倒見たのであります。そのストレスは本当に
死ぬ思いでした。
　キャンパーは50名、スタッフ50名、合わせて100
名です。現在は、各県単位で２泊３日の、キャンパー
も12～13名の、そんな小さなものです。予算とかい
ろんな関係もありますが。この時には100名もの大
きな団体を、小学校１年生から高校２年生まで、私
がキャンプ長として全部任されました。本当に死ぬ
思いでした。だって事故があったら、もうそれっき
りですから。
　この写真は私が当時35歳の時の、若かりし頃のも
のです。蔵王高原であります。
　昭和52年、山形大学医学部ができた時に、まっさ
らのコンクリートの匂いがまだ立ち込めているとこ
ろに入りましたし、米沢市立病院も、ここが古い病

シンポジウムⅡ
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棟です。後ろの新しい病棟ができる時に、医師が１
人派遣できないかというので、私が乗り込みました。
この古い建物は、例の３.11の時に震度５の地震で、
大揺れて、かなりミチミチになりました。もう１回地
震とか起きたら、そのまま崩壊することになります。
　これが新しい病棟で、ここに赴任しました。これ
を、耐震年限も超えたので、今度は米沢市内の民間
病院と米沢市立病院が、この同じ場所に統合する方
向に嘉山先生を音頭としてやっております。ですか
ら、これからも中で大変なことが起きるだろうと。
そういう意味で、私は良い時に辞めたんだろうと、
そう思っています。今当事者だったら毎日統合作業
で大変だと思います。
　先ほどの慶應大学の先生の話でテレビ東京が出ま
した。実は私もテレビ東京の番組に、取材全国にオ

ンエアされました。平成13年ですから2001年になり
ます。ワールドビジネスサテライトWBSというの
があります。現役のビジネスマンが見る、そういう
番組です。糖尿病の話ですが、タイトル「糖尿病は
３日で治す！　新・血糖コントロール法」と、米沢
市立病院の夜間糖尿病教室。これが、私のところの
全国にオンエアされたものになります。私、ビデオ
撮り保存してあり家宝になります。
　このテレビ東京の画面からになります。糖尿病は
３日で治る筈はないのですが、マスコミはこう書き
ます。というのは、他の施設での３日間の糖尿病の
教育入院がいかに重要かという、そういう意味で。
実は３日で治すと。治るじゃなくて、治すという事
から。２週間の糖尿病教育入院ほどおかしいものは
ないと。３日間でも有効だという、そういうテーマ
だったのですが、そこにわれわれの夜間糖尿病教室
も乗っかりました。
　当日の写真、75年ぶりに起きた、大震災じゃなかっ
た、大雪害ですね。米沢の方は、こんな記憶は多分
ないと思います。テレビ東京のクルーが３名来まし
たけれども、こんなところに人が住むのかって本当
に驚いたそうです。
　夜間糖尿病教室で、バイキング形式でのカロリー
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チェックということで。普通に全国で行われている
糖尿病教室は全く意味がないと、昼間の２時から３
時に仕事を休んで行ける人がいるはずがない、とい
うようなところがですね、これをフレックスタイム
の糖尿病教室を実は考えて、夜間というのでやって
おりました。現在でも定期的に実施している施設は
日本全国で10件ほどしかありません。というのが、
私の売りになります。御覧のようにバイキング形式
の食事指導です。患者さんの一番の希望は食事を勉
強したいと。だって、いろんなものは本見れば書い
てある訳で、食事をスタッフと一緒に勉強しながら、
いかに五感を使って勉強できるかというのが話にな
ります。

　これが若かりし頃の私です。やはりだいぶロート
ルになって来ました。
　最初に食前の血糖測定をやります。ここで夕飯前
の血糖 check。参加費を頂いた後、食堂の２階に上
がりまして、献立の盛り付けに移ります。食品の取
り合わせ、ここにはカロリー数は書いてありません。
取って自分の場所に戻ると、これが何カロリーかと
いうのが分かります。大体の目安で、これ一皿、二
皿と。五感を使って勉強を、食事の勉強ができると
いうことになります。

　これを計測します。こういう形です。そうすると、
戻った瞬間に今日の献立の何が何カロリーというの
が、分かるようになってきました。これが売りにな
ります。
　実際のカロリー計算でありまして、大体どんなも
のかと。これが603カロリーということで、１日３
食回分×６＝18で、1,800カロリーのご飯を食べる
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となると、この人、大体1,500ですから、取り過ぎ
だということが実感できます。よく使われる食事の
プラスティックモデルが有名ですが、あれほどおか
しなものはないです。これがキャベツは一皿何カロ
リー、何カロリーということで、こういうふうにやっ
ております。その後に栄養士のコメントで、あなた
は何カロリーだからどうだというコメントを、栄養
士が後でつけて返します。

　カロリー計算をやっています。スタッフが付きっ
きりで教えます。こういうふうにやっているんです。
　医師のミニ講義、そして薬剤師のミニ講義と。そ
の他に、形成外科、泌尿器科、眼科のドクターの講
演もあります。
　簡単に見えますけれども、どっこいそうじゃない。
１年間の準備期間から、ようやくできたのでありま

す。全国の夜間糖尿病教室は、われわれの米沢市立
病院方式をほとんどパクッています。それが、私ど
もの誇りになります。いかに大変か。公立病院で、
教室を終了し後片付けして帰るのは夜９時半ですか
ら、スタッフは。それでも、スタッフは私の意気に
感じてやってくれました。

　外部団体から見学に来ました。京都の綾部市立病
院です。泊りがけで来ました。福島県の厚生病院も。
いろんなところで学会発表しましたので、かなり売
れたのであります。ぜひとも見に行きたいというこ
とで、新幹線使って何と京都から来ました。
　その辺のところ、私は「診断と治療社」と、一応
メジャーな出版社です。そこに書きました。「楽し
く笑って覚える糖尿病教室」を出版しました。その
副題として「夜間糖尿病教室」。これ見たら、大体
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やり方が分かるようになっています。これアマゾン
で手に入りますので、ぜひご覧いただきたい。北原
白秋も糖尿病だったんですね。彼が失明して、詩、
短歌の中に白内障の、あるいは網膜症の、そういう
症状が出ています。最期は、糖尿病の腎不全じゃな
くて、心不全で死んでいます。最期まで意識はクリ
アだったということになりました。

　これを書いたら、実はここに何と書いてあります
か。順天堂大学の河盛隆造先生と個人的に親しくし
ているものですから、素晴らしいご本だということ
で非常にお褒めをいただきました。これは私の家宝
としております。

　今度は山形県に栄養大学が新しく開学するので、
糖尿病かなんかできる医師がいないかというので、
米沢市立病院に目をつけて、私のところに乗り込ん

できました。当初は、個人情報だから私がいつ辞め
るかって分からなかったんですね。じゃあ、いい
ですよと言って蓋開けたら、「65になるので、これ
ちょっとおかしいんじゃないか」って、「いや、ぜ
ひとも来てくれ」ということで65歳プラス４年、69
歳まで現役の教授公務員として勤めました。これは
一応、学長の特別采配だというようなお話も聞いて
いますけれども、これも出来立てのまっさらな大学
校舎でありました。人生において三度の新設医療機
関に勤務できた。幸運です。

　授業ですが、これはもう二度と見る景色でありま
せん。１学年42名ですね。大体、男子生徒は３名か
ら４名ぐらいです。この真ん中にいる学生の髪の毛、
なんと真ピンクです。
　まもなく臨地実習というのが入ります。そうする
と真っ黒になって、また来ました。それが終わった
ら、今度は緑にしたので、今の若い子は個人の主張
がかなり強いんだろうと。この景色は、もう二度と
見ることがないので、家宝として記念に取っておこ
うかと思っております。学生さんも喜んでくれました。
　この生徒さん達はですね、米沢栄養大学生を日本
糖尿病学会に発表させて、それを見学させたのが、
このものになります。費用全部、往復新幹線代は自
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腹で私が全部出しました。
　これは私の教室でありまして、卒研ゼミで４名配
置されます。そこで国家試験から、いろんな卒論の
テーマを教えたりと。これが私の部屋になります。
一応きれいになっていますけれど、まもなくゴミ屋
敷になってました。
　これは卒業式でして、第１回目の一期生が管理栄

養士合格率100％というのは見事であります。皆さ
ん、100％はないですよ。良かったですね。
　「やまがた夜話」というのがありまして、これは
山形の大学、それから短大、高専の教師が講師となっ
てやるんでありますが、これはですね、インフルエ
ンザ、ＳＡＲＳ、ＡＩＤＳ、ツツガムシ、これ全部
１時間のネタで、私、全部持っています。ツツガム
シが、どこで、どのように刺されたかという事全部、
私は写真持ってます。保健所報告は、どこで、何歳
の男性が刺された、それだけです。保健所職員は是
非ともどこで刺されたのか具体的に見に行かんかい
と思います。私、実際の現場を見に行きました。ア
メリカなど海外で本物のＡＩＤＳもＳＡＲＳも全部
見てまいりました。

　これは何でしょうか。「医者の眼から見た文学者
達」と。これ北原白秋ですね。何て書いてあるかな。
網膜症発病して目が見えなくなった詩人のお話と。
正岡子規、肺結核ですから、彼が血痰、喀血、これ
が詳しく日記に残っています。正岡子規は、ガフキー
７だったという、それも残っております。斎藤茂吉
は afからの脳梗塞で倒れて、文化勲章の時には陛
下の前に片麻痺のため車椅子で進んだということに
なりました。心房細動、ＭＳの、その心臓雑音も彼
は短歌に残しています。どんな音がしたのか。小林
一茶は高血圧による脳出血でしたね。
　「誰も知らないシンガポール・ベトナム・香港」
ということで、普通の人が行かないところに私行く
んです。病院、それからクリニック、薬剤部のとこ
ろ、全部私アポなしで行ってきました。ちょっと危
険なところもありましたけれども、行ってみました。
普通の人が行かないところなんて、誰も知らないで
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す。ここの会場には、長崎県の方おられますけれど
も、いろんな研究会があります。長崎感染症研究会
というのは、日本でも最も素晴らしい、すごい会で
す。そこに乗り込んで行って、喋りました。今年は、
ツツガムシを持っていこうかと思います。東北地方
のツツガムシは、やっぱり九州の人にとると、これ
は興味があるらしいので、ちょっと喋ってみようか
と。だって、発病から時期が全然違いますので。そ
の辺の、これをネタで考えております。

　私が今までに体験した感染症の一覧です。破傷風、
コレラ、これ全部見ました。吉田松陰は疥癬ですね。
このおかげで、彼はペリーの船から追い出されたん
です。という本物の話です。
　それから梅毒も、ハンセン氏病も。これは学生の
時にライ病院へ行きました。ＨＩＶも行きました。

ツツガムシですね。どこでどのように刺されたか、
それを全部、私見てます。
　そして、狂犬病はビデオだけですが、ドラキュラ
伯爵はこれのモデルだろうと。だって、人を噛むと
いったら、これしかないですよ。有り得ないです。
ということで、多分、だろうと思っています。

　香港に行きました。これですね。大体お正月休み
のところに、山形県立米沢栄養大学の授業が始まる
前とか、こんな時間を利用して行ってまいりました。
ＳＡＲＳの現場見てまいりました。私しか見ており
ません。
　ここからよく見て下さい。この症例は何でしょう
か。これは、嘉山教授がおられますので、これはす
ごい症例なんです。これはお分かりでしょうかね。
これアップします。

シンポジウムⅡ
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　はい。何でしょう、これ。神経内科の人に聞いた
んですね。「脳梗塞」と。いやいや、冗談じゃない。
こんな傷があるでしょうか。ないです。
　はい、ここにも傷があります。ここにですね。こ
れなんでしょう。答えは１つ。ロボトミーです。私、
本物見ました。Psychosurgeryですね。どこで見た
かというと、この方は大正13年生まれですから、い

ま存命なれば95～96歳ぐらいでしょうか。ですから、
もうロボトミーの症例は日本でも見る機会はありま
せん。ということで、われわれの市立病院でも CT
など撮ったのですが、全部捨てちゃったんですね。
永久保存すべきだというのを学会発表しようかと思
います。
　これは非常にあれでしたが、schizophreniaで、発
熱、こうなったケースで。ＪＣＳが２～10って何で
しょうかね。ある時は２です。５分後に行くと10っ
て、そんな話はない。初めておかしいですね。生気、
感情、発動性に乏しい。これ人格崩壊ですよ。ロボ
トミーってそういうことになるって初めて気がつき
ました。授業では聞いた。でも、本物は初めて見ま
した。こういうのがありましたですね。
　これは何でしょう。もちろん答えは１つです。身
長が108cmです。これ、クレチンです。本物見まし
た。このクレチンの動画も私、ビデオで撮っていま
す。108㎝の、30kgです。鞍鼻と St Ann's signとい
うの、これを出します。ということで、欧米人でも
この鞍鼻が、鼻がこうなっています。これが物語の
中に出てくるんです。St Ann's signというのは、眉
毛の外３分の１が抜けてしまうという。これは教科
書にあんまり書いてないです。眉が、これがハイポ
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サイロイドの典型的な症状です。
　スライド495051．これが面白いんですよ。「白
雪姫と七人の小人」、菊池寛が訳したのですが、こ
の七人の小人が、実は私が考えたのですが、はい、
これ。一人だけ違います。何が違うか分かりますか。
一人、二人、三、四、五、六、七人。一人違います
よね。こちら、みんな鼻がこうなっています。いま

言ったクレチンじゃないかということです。これで
す、これ。１、２、３、４、５、６、７番目。これ
は均整がとれて髭がない。下垂体性小人症での低性
腺機能低下症ということになります。やっぱり少な
いです。でもヨーロッパでは、当時こういうクレチ
ンは結構いたから、こういう物語はできたんだろう
という、「無から有は生じない」ということで、こ
のクレチンというのを私が考えております。
　これは何でしょうか。これはもう典型的な話なん
ですね。これは、答えは分かっているんですけれど
も。この人は、いま私は口を開けないで喋っていま
す。腹話術ってこういうものです。この人は、こう
いう形で口を閉めたままお話ししているんですね。
苦しいんです。痛みがあるんです。それからまもな
く、カクっというけいれんが起きたということ。

シンポジウムⅡ
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　はい、これ破傷風ですね。こういった話です。こ
れ本物でした。今からあれですね、市立病院の、私
が当直の時に見ました。
　82歳の女性です。これ全部、家族の了解を得てお
ります。これだけはお間違いなく。１カ月前から、
このような発疹が出たと。これに引っ掛かっちゃっ
て、ヘルペスと思っちゃったんですね。冗談じゃな

い。４月26日、畑作業用のフォークにて左腕をざっ
くり刺しちゃった。某医院にて、ナートしちゃった
んですね。ペタッと。それから、約１週間後から「口
が開きにくくなった。」、それから３日後には「口が
開かなくなった。」典型的な tetanusになります。と
いうことで、この時点ですね、「口が開きにくくなっ
た。」これは tetanusの初発症ですよ。ここからで
すね、時間がずれたんですけれども、こうなりまし
て、救急室から、そのままＩＣＵに入院になりまし
た。その夜にけいれん発作が、バーッというのがす
ごいありました。これ全部ビデオで撮っております。
　受傷の現場。どこで。これ私の手ですけれども。
そうですね。こういうのがありまして、これが本物
でした。農作業用のフォークですから、地上深さ３
cmかそんなところに破傷風菌がいるというのがお
分かりできますね、これが痕になります。
　これは何でしょうか。これペラグラです。本物で
した。ＨＩＶも見ました。この方はサンフランシス
コでのAIDS感染ロングサバイバーです。
　下段左。この方は現在、旭川医大呼吸器内科の教
授です。UCSFで一緒になりましたけれども。これ
が Visiting Fellowですね。終了証でした。教授と
記載あります。
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　ちょっと右端見て下さい。boy's workと書いてあ
りました。という話なんですよ。こういう世界でし
た。これＨＩＶポジティブです。ということで、こ
の間、ＨＩＶポジティブということで就職を却下さ
れた。そんな馬鹿な話はない。これは無知の話です。
　クリニックの現場です。これは面白かったですね。
　アメリカでは、診察台に上がって、あとで背中が
痒くなった。これ訴訟になります。ということです。
これペラペラという、新しいティッシュペーパー様
の紙を引っ張り出します。これは面白かったですね。
　いきなりＡＩＤＳやります。こうなってきました。
白血球が9,100で、リンパ球２％。こりゃないですよ。
これ本物のAIDSですね。さて次はこの症例のすご
いところは何かというとですね、ＴＧが５ｇ /dlで
す。これ本物の高中性脂肪血症でした。

　それでですね、山形ロイヤル病院に行きまして、
「音楽療法」ということで、慢性期医療機関ですか
ら。私とリハビリの人と。コメディカルを全国学会
に打って出ます。
　これが来年４月の日本内科学会総会に「文学作品
と臨床症候学」ということで発表します。赤痢はで
すね、谷崎潤一郎の小説「細雪」。あれっ、赤痢の
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お話です。長塚　節の小説「土」、あれは破傷風の
症例です。というようなことから、いかに臨床症候
学が大事かという意味で、患者さんをよく見ること
がいかに大事かということでありました。
　私もデメンツが少々始まっておりますので、もし

デメンツがこれ以上進行、増悪するまでは頑張りた
いと思います。最後の私のフレーズは、「All is well 
that ends well!!!」 「終わり良ければ全て良し。」この
シェイクスピアの言葉で締めたいと思います。ご清
聴ありがとうございました。

シンポジウムⅡ
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　「輝けるシニア医師」ということでお話をさせて
いただきます。
　高齢化とよく言いますが、今までは確かに分子が
増大した。しかし、これからの高齢化は分母が減少
する。そういうようなタイプに変わってくるという
ことであります。もう１つのポイントは、65歳から
74歳、それから75歳以上の割合がやや増えますけれ
ども、全体としては変わらない。すなわち、支え手
が一定以上あれば、高齢化というものに対応できる
ではないか、そういうことでございます。
　それから、病院の医師の数を見ますと、50代と60
代がぐーっと増えていく。すなわち、ほぼ毎年上
がってくるんです。今後はこの部分が増えていく即
ち、定年の先生方が毎年毎年増えていく。これをど
のようにしていくかというのがポイントになります。

　70歳近辺の医師数が、同級生にどのくらいの割合
かと言いますと、500人に１人が医師。それに対し
て現在は125人。ということは、われわれはエリー
トという見方もありますが、１人の医師がたくさん
の患者さんを診なくちゃいけない。そういうことに
なります。今の医師は100人ぐらいを診ておればい

いということになります。私、愛知県ですので、名
古屋大学病院の診療科の推移は、私卒業した時は17
診療科。いま35。約２倍になっております。
　なぜかと言いますと、その昔、私が卒業した時は、
懐かしい第一、第二、第三内科とか、第一、第二外
科というように、外科と内科でそれぞれ３。それが
だんだん内科、外科も増えてきまして、2002年、こ
の時ですね、内科が８、外科が９、全部で17の診療
科になった。いわゆる専門化されてきた。現在、全
部で35ですね。整形外科もリハビリテーション、手
の外科、形成外科、リハビリ科含めて５つです。整
形外科でもかなり細分化されてきているというのが
現状でございます。

　まとめますと、団塊の世代の医師人口は対人口
500人に１人、現在の３分の１と少ない。しかし、
診療科も少なく、各々専門分野はあったが、診療科
全般の診療を行っていた。要するに、ある程度、医
師が全体を診ることができたというのが、私どもの
世代でございました。
　次に高齢者の最近の肉体的、知能的特性を考えます。
　年齢別体力は、65歳以上において年々向上し男女

「輝けるシニア医師　定年後の未来像」
愛知県医師会副会長　市　川　朝　洋
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とも平成10年と比較した場合65歳において10歳以上
若くなっている。

　思考力は30歳、40歳をピークに年齢とともに低下
するが、ＯＥＣＤ24カ国と比較すると、60歳、65歳
の数的思考力はＯＥＣＤ諸国の45－49歳と同程度と
なる。また、読解力も数的思考力と同じくピーク時
に比べ１割強の低下はあるが、ＯＥＣＤ諸国に比べ
10歳ほど若いと言える。同じく、読解、国語力に関
しましても、ＯＥＣＤに比べると、同じ部分で10歳
ぐらい若いですよと、そういう話が言えると思います。

　これが平成30年２月16日に閣議決定しました新た
な高齢社会対策大綱ということでございまして、特
に65歳以上を一律に「高齢者」と見るのではなくし
て、意欲とそういうものを勘案して見て下さいとい
うことでございます。そして、基本的な考えといた
しましては､（３）で技術革新の成果が可能にする
新しい高齢社会、要するに Society 5.0、サイバー社

会の中で活躍していきましょうという、そういう話
をこの時出ております。
　まとめといたしましては、高齢者は体力、知力の
低下はあるが、社会の中にあっては十分その勤労能
力を発揮していると言える。また、国もそれを期待
している。高齢社会対策大綱ということでございます。
　医師偏在について考えます。例えば東北は医師少
数地域が多いんですが、県庁所在地だけはやはり医
師が多い、偏在が少ないということでございます。
この辺、愛知県でも名古屋以外は医師が少ない地域。
しかし、県庁所在地の中では医師が多いということ
です。ということはですね、結局、どのように医師
が分かれていくかということ。若いうちはやはり症
例の経験をしたり、それから新しい技術を積む必要
がある。しかしながら、医療は各県庁所在地に限ら
ず、いろんな地区で必要とされていることは確かで
あります。地方しかも、僻地は高齢化率が高い。し
かも、80代は、30代、40代と比べますと、疾病が４
倍ぐらい多く持っている。ということは、全ての疾
病をそれぞれの専門医が見たら、これとてもじゃな
いですが、医師が何人おっても追いつきません。将
来、2036年の医師数が、内科は1,400人ぐらい足り
ません。それから外科もです。いずれにしましても、
総合力を持った内科、外科の医師が必要だと。それ
がやはり考えられます。しかも、総合力を持った医
師は、結構定年を迎えている先生方で対応できます。
若い医師の頃から、内科、外科は自分の専門以外の
部分を診ていたので、自ずと力になっているという、
そういう考え方をできると思います。
  まとめといたしましては、医師数は医学部定員増
により増加している。2032年には医師需要推計では
32万人で均衡する。しかし、地域偏在、診療科偏在
は著明であるということがまとめになります。

　さて、全体のまとめといたしましては、シルバー
医師は医療全般で総合的知識、技術を持っており、
知的、身体的にも能力を持つ。総合的に医療の偏在
に資することができると考える。それで結局われわ
れ70歳前か70歳過ぎの医師が、どのようにこれから

シンポジウムⅡ
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やっていくかということなんですけれども、基本的
には体力もまだ、知力も十分ある。しかも、若い時
に結構いろんな科を見せられて、僕は消化器ですが、
消化器以外でも肺炎も診ています。しかも、だんだ

ん日本が高齢化して、地域においてはもう50％を超
すところもおりますよね、高齢者が。そこにおいて
は、やはり１人の医師がある程度の患者さん診なく
ちゃいけない。そこで、日本医師会ではかかりつけ
医の機能研修制度があります。かかりつけ医は「な
んでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、
必要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身
近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担う総合的
な能力を有する医師」と定義されておりまして、例
えば定年後、再び再就職することはございますけれ
ども、やはりその能力を発揮して総合医、このかか
りつけ医ということをなさっていただくのも一つの
生き方じゃないかと思っています。
　以上でございます。ありがとうございました。
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「山形大学医学部が提供する
「リフレッシュ医学教育」」

山形大学医学部附属病院副病院長
山形県医師会常任理事　　　　　

　　佐　藤　慎　哉

　私の本業の話をさせていただきたいと思います。
私は、いま山形大学医学部総合医学教育センターと
いうところで、医学教育に関わっております。今日
は、大学で行なっております「リフレッシュ医学教
育」についてご紹介させていただきたいと思います。
　「リフレッシュ医学教育って何？」ということで
すが、要約しますと、“退職して働きたいお医者さ
んがいる”。“働いてほしい病院がある”。だけれど
も、先ほどの吉岡先生のアンケート調査にもありま
したように、“ほとんどは自分が専門としていた診
療科に行く”ことになります。その理由の一つは、
やはり他の分野に関しては非常に不安だということ
があると思います。「リフレッシュ医学教育」とい
うのは、例えば退職をする専門医、外科でバリバリ
手術をされていた専門医の先生が地域で総合診療に
従事される、あるいは老健施設でお仕事をされると
いう時に、それに必要な総合診療的な診療技術を研
修していただく。基礎系の研究者の先生が、やはり
地域の病院で働くための研修を受けていただく。あ
るいは、一度離職した女性医師の方々の職場復帰を
支援をする。これが「リフレッシュ医学教育」とい
うことになります（スライド１）。本事業は、平成

19年度（2007年度）の文部科学省教育ＧＰ（グッド
プラクティス）メディカルスタッフの再チャレンジ
推進事業という競争的資金を当時の嘉山孝正医学部
長が獲得されて、その成果が認められ一般財源化し、
現在まで続いているものです。
　先ほど来、お話がありましたけれども、この事業
が始まった当時の医師の再就職に関するバックグラ
ウンドを少し見てみますと、山形県ではなく、秋田
県のデータで恐縮ですが（注釈：当時の医療政策学
講座の調査対象が秋田県だったのが理由）、その当
時、診療所、病院で働かれている65歳以上の方とい
うのは、全体の３割５分ぐらいいらっしゃいました。
このように東北地方の県では、多くの先生方が、い
わゆる公立病院の定年退職の年齢を過ぎても働かれ
ています。その約８割は再就職を希望されていまし
た。これは吉岡先生から紹介いただいた山形県の
データともつながるところがありますけれども、実
際多くの先生方が再就職を希望されています。しか
し、只今のご発表にもありましたけれども、今は昔
と違い診療科が細分化されておりますので、なかな
か自分の今の専門、その分野で働くということは困
難です。そういった自分がこれまで専門としてきた
診療科以外で自信を持って地域の医療機関で再就職
していただく支援をしたいというのが、本事業のコ
ンセプトでございます（スライド２）。
　毎年、医事新報に合計で年９回ぐらい本事業の広
告を出しておりますので、ご覧になった先生もい
らっしゃるかもしれませんが、そういった形で全国
への広報を行なっております（スライド３）。
　本事業は、日経メディカルにも取り上げていただ
きました（スライド４）。開始当時、我々のリフレッ
シュ医学教育以外は、女性医師のみの復職支援が多スライド１
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く、東京女子医科大学や信州大学、群馬大学など複
数の大学にプログラムが作られましたけれども、現
在残っているものは少ないようです。
　スライドは山形大学医学部のホームページですけ
れども、ここにリフレッシュ医学教育という項目が
ありますし、山形県のドクターバンクとも連携し、
バナーリンクもしてもらっています（スライド５）。
　実際の研修カリキュラムを紹介しますと、これは

あくまでもサンプルですけれども、例えば３カ月間
で循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、小児科を
研修するというような計画を立てます（スライド
６）。この事業を始めるに当たって、当時の嘉山医
学部長に強く指導を受けたのが、「シニアの先生の
研修なんだから、決して初期研修医であるとか、学
生の実習と同じになるようなことのないように、各
診療科、少なくとも講師クラス以上の先生方にちゃ
んと個別についていただくカリキュラムを組みなさ
い」と。あと、「先生方のバックグラウンドが全て
異なるので、ここにはあくまでもサンプルが載って
ますけれども、それぞれの先生個別のカリキュラム
を作るように」ということでした。研修パターンに
しても実際にはいろいろありまして、３カ月連続と
か数カ月連続のパターンや、週に１回で数カ月とい
うパターン、毎月第２週目の水曜日で半年間など、
様々な研修パターンに対応しています。また研修開
始時期も４月からというわけではなくて、ご希望さ

スライド２ スライド５

スライド３ スライド６

スライド４
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れる先生方の予定に合わせて、１月１日からという
わけには行きませんけれども、可能な限り研修を受
けられる先生のご希望に対応できるようにしており
ます。研修費用は、一応月額６万円です。この６万
円という金額は、大学院の授業料を参考に、そこか
ら算定した金額です。ただし６万円ですが、研修パ
ターンが違いますので、月１回でも６万円というわ
けではなく、研修を実際に受けた日数に合わせた形
でディスカウントしております。
　実際の研修計画の立て方をご紹介します（スライ
ド７）。まず研修を希望される先生から「４月から
３カ月で、内科２カ月と小児科１カ月を研修、内
科では消化器内科のファイバースコープであると
か、小児科では一般的な診療を中心に勉強したい」
といったメールをいただいたとします。そうすると
総合医学教育センターでは、応募された先生とそれ
ぞれ関係する診療科との間で連絡を取り合いながら、
例えばこの先生の場合は、心エコーの手技を２週間、
上部・下部消化管内視鏡の実習４週間、糖尿病のコ

ントロール・神経疾患を２週間で、小児科の一般外
来での研修を４週間行うことにしました（スライド
８）。その際、大学病院の小児科はどうしても血液
疾患であるとか腫瘍が多いために、この小児科の研
修の一部は市中病院小児科のご協力を得て、感染症
等を研修する形を取りました。修了しますと修了証
を発行しております。これまでに、何度も「非常に
熱心に教えていただき、非常に有意義な研修を送ら
せていただいた」というような感謝のメールもいた
だいております（スライド９）。
　去年の10月までで、21名の先生方に研修を受けて
いただきまして、中には、これまで大学病院の胸部
外科でバリバリ活躍されていましたが、地元山形の
公立病院で働きたいということで内科の研修をされ
た先生、他県の診療所で働かれていた方ですけれど
も、今度は山形の診療所で働きたいということで研
修を受けた先生もいらっしゃいます。また、精神科
の先生が、精神科であっても当直をしなきゃいけな
いとのことで内科の研修をされたり、元々は形成外
科で今は関東圏の診療所で働かれている先生が、糖
尿病であるとか、喘息の治療、あるいは骨折といっ
たものの診断に少し不安があるので、そこの自治体
の長に掛け合って、月に１回だけ、数日間の休みを
もらい、半年間の研修をされた例もあります。最終
的に、他県から山形県に来られた方も４人ほどい
らっしゃいますし、全てが山形県に残られてるわけ
ではありませんけれども、全国の先生方に来ていた
だいて、それぞれの地で、また第二の人生を歩むた
めの研修をしていただいております。

シンポジウムⅡ
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　山形県にとっては、山形県に就職される方も確保
しているということで、ご承知のように、自治医科
大学に１人学生を入学させると、卒業まで大体１人
当たり 6,500万円ぐらい県は支出しているわけです
から、勤務できる期間が短いとは言っても、医学生
の場合は専門的に働けるまで10年の教育期間が掛か
るわけです。こういった形で定年退職後も10年働い
ていただければ、医師不足への対策ということでも
大いに意義があるのではないかと考えています。本
事業が最初は競争的資金であったものが、一般財源
化されたのには、そういうことが認められたのでは
ないかと思っています。
　最近の話をさせていただきますと、来月から県内
の先生が再就職に向けて小児科の研修を始められま
すし、あと来年４月から研修したいという先生から
相談があり、現在カリキュラムの相談をしております。
　ということで、詳細は本事業のホームページを見

ていただきますと、いまお話ししたようなことがお
分かりいただけると思いますし、もしも何かご不明
な点がありましたら、ホームページにメールアドレ
スも書かれておりますので、ぜひご相談いただけれ
ばと思います（スライド10）。
　以上、山形大学医学部の「リフレッシュ医学教育」
をご紹介させていただきました。

スライド 10
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間中座長：それでは、出席の先生方からご質問、ご
意見等を頂戴したいと思います。どなたかございま
せんでしょうか。

市原先生（愛知県）：私、愛知県医師会の市原と申
しますが、テーマが「輝けるシニア医師」というこ
とで、これはまさに自分のことだなと思って聞いて
おりました。この中にも多くの方がそういうことを
思われたんじゃないかと思います。私は外科医なん
ですが、メスを置きますと、もう次は一般診療とい
うことになりますので、総合診療が自分の仕事かな
というふうに思っております。市川先生のお話によ
りますと、総合力を持った内科、外科医師が非常に
有用だと。活用できるということでしたが、まさに
その通りだと思うんです。次の演者の山形大学の佐
藤先生のお話が大変貴重なと言うか、すごく良い話
だと思いました。これはどんどん進めていくべきだ
と思います。ただ、ちょっと教えていただきたいの
は、リフレッシュプラン受講者の中に、精神科の先
生が内科に変わる１例がありました。かなりお年を
取られてから変わるとのことでちょっと違和感を感
じました。また、基礎医学の先生が内科の医師をす
るという例があり、私にはすごい驚きでした。３ヶ
月や６ヶ月研修を受けただけで本当にそんなことが
できるのかと。この訴訟社会において、基礎を58ま
でやってまして、臨床は少し研修してきましたので、
採用する方は「内科でお願いします」と。採用する
方も不安でしょうけれども、本人が一番不安だろう
と思うんですよね。さらに、患者さんがそれを許容
するかどうか。経歴を見たり、あるいは、いまイン
ターネットで見れば分かります。基礎を58までやっ
ていましたというふうなことを出せば、まず非常に

不信感を持たれるんじゃないか。上手く行っていれ
ば良いですが、もし見立て違いがあったりすると、
これは大変な問題になると思うんですよね。その辺
りのことを、ちょっと心配したんですが、いかがで
しょうか。

佐藤先生：そうですね、例えば基礎の先生が内科と
言いますか、診療行為をするにしても、急性期病院
でバリバリ診療を行うというわけではなくて、慢性
期病院や介護施設での（侵襲性の低い）診療が主だ
と思います。それよりも多分、現実的なことをご理
解いただきたいのは、むしろこういった形の研修を
受けないで老健施設であるとか、そういうところで
働かれている基礎系の先生方が多くいるという現実
があります。誰とは言えませんけれども、そういう
先生方が、その患者さんを「急性期病院に送るべき
かどうかという最低限のトリアージ」ができるよう
にするには、数カ月単位の研修でもできるんじゃな
いかと思っています。また精神科についても同じで
すが、ただ精神科の先生と言っても、大きな病院の
精神科の先生は自分の専門の精神科的なところしか
診察されないかもしれませんけれども、例えば精神
科の単科病院の場合は、入院患者さんの内科的なこ
とも診察しなければならない現実があるので、そう
いった先生方が、さらに内科的な診療を行うための
研修を受けるのには非常に意味があることじゃない
かと思います。

市原先生（愛知県）：はい、ありがとうございました。

植山先生（日本医師会）：日医の勤務医委員会の植
山です。私は元気なドクターが長く働くというのは

シンポジウムⅡ
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非常に賛成なんですけれども、一つ不安な点があり
ます。それは認知症の問題ですね。認知症は病気で
すから当然、医者も認知症になる。今年の私の経験
をお話しします。今まで20年ぐらい診てもらった先
生の記憶が飛ぶようになって、会話が成立しなく
なったので、私の診療所に変わりたいという方がお
られました。確か10年ぐらい前に読んだ論文で、イ
ギリスには医者が認知症になった場合、ホットライ
ンで相談できるシステムがあるとのことでした。周
りの医療スタッフはそういうことを言えないから、
システムがあるというのを、産業医大の先生が昔ど
こかで書いておられました。だから、高齢の医師が
がんばるというのは良いんですけれども、いま自動
車事故で免許を返納するということがあって、高齢
者医師の信頼性をどう国民に担保するのか。医師と
してのきちんとした能力が保たれていることをどの
ように示すのか。そういうことをそろそろ考えてい
く時期ではないかと思います。そういうお話や取組
みなど、どなたかお知りであれば、教えていただき
たいと思います。

神村座長：日本医師会の方で、どなたかお話がござ
いませんでしょうか。

小玉先生（日本医師会）：私は日本医師会の役員に
なる前に、日本医師会主催のケーススタディから学
ぶ医の倫理というワークショップに参加したことが
ございます。その中で、かかりつけ医の先生が認知
症となった時に、どう対応するのかについて議論を
しました。若い先生の中には、認知症になる前に一
定の医師の退職制度を考えるべきではないかという
発言をなさった方もいらっしゃいました。しかし、
そうなると医師免許の更新制など、いろいろ複雑な
問題が出てきます。
　医師の認知症に気づくのは、家族のほかには患者
さんではないかと。そういう意味では、いま先生が
おっしゃったような、ホットラインで届け出るよう
なシステムは考えて行かなければいけないかもしれ
ません。ただ、やはり家族が一番気付くわけですか

ら、お医者さんの家族がしっかりと対応するのが一
番大事ではないかと考えています。

神村座長：ありがとうございます。いずれにしても、
医師会主導で少し考えていただいて対応していかな
ければいけない。明るい未来の最後のクロージング
も美しくやりたいということで、お願いしたいと思
います。

小玉先生（日本師会）：日本医師会といたしましても、
検討したいと思います。

神村座長：ありがとうございます。私も実際に心当
たり、ちょっと危ないかなということが、これまで
経験がございますけれども、地区医師会のレベルで
その話を持ち出すのはやはりためらわれる。ある程
度、もうちょっと大きい、県医師会のレベルでの取
りまとめ、あるいは日本医師会のレベルでの取りま
とめとしていただければと思っております。よろし
くお願いいたします。
　他に何かご意見はございませんでしょうか。青森
県の冨山先生、お願いいたします。

冨山先生（青森県）：青森県医師会の冨山と申しま
す。私は、男女共同参画を担当して、学生に講義を
しているんですけれども、ぜひ学生にシニアドク
ターの活躍というのを教えて欲しいんです。という
のは、子育ての後もずっと医師というのは続くんだ
よという話をしましたら、学生の感想文で、60歳以
上の先生なんかに診て欲しくないとか、そんな年寄
りは、て言うんですね。学生は、おそらく60歳以上
の教授クラスの人で実際に臨床の場面で働いている
人を知らないわけですよね。ですので、ぜひ学生に
もそういうシニア医師の活躍についても少しみても
らう機会を作っていただければと思います。よろし
くお願いいたします。

小玉先生（日本医師会）：今年の７月に仙台で開催
した男女共同参画フォーラムでも、若手の先生から
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そのような意見がございました。それについては、
貴重な意見と捉えて、来年度からは医師の労働問題
とともに、シニアドクターの素晴らしさを併せて提
示させていただきたいと考えております。ありがと
うございました。

間中座長：望月先生、何かご意見ございますか。

望月先生：いま大学の学生ですね、地域実習が必ず
ありまして、私が現在勤務している小さな60床の病
院にも大学から学生が来ます。そして、実際診療す
る現場はもちろん、介護老人施設の往診にも一緒に
行くことにしています。実習終了後話を聞きますと、
やっぱりそういった現場を見ることによって地域医
療を学べたという感想も多くありました。また研修
医は臨床研修の２年間に、地域研修が義務付けられ
ています。現在県立中央病院から研修医が2か月間
地域研修として当院に来ていますが、その間外来診
療をし、入院となれば引き続き主治医として患者さ
んを受け持ちます。施設への往診、在宅医療も一緒
に行きます。臨床研修に地域での研修をどんどん取
り入れていってもらえると、若い先生方、地域医療っ
てこんなのだなっていうのが分かるんじゃないかな
と思います。また病院としても若い医師が来てくれ
るとすごく嬉しいんですね、みんな今までやってき
たことを後輩に伝えたいという意識もありますので。
そういった仕組みをどんどん作っていけば良いのか
なと思います。

間中座長：望月先生、ありがとうございました。

利根川先生（埼玉県）：埼玉県の利根川と申します。 
埼玉県は人口10万人当たりの医師数が47位で最下位
です。医師偏在指標でみますと43位になります。こ
のような医師不足や地域偏在、診療所偏在、これら
を解消するために、平成25年の12月に埼玉県と埼玉
県医師会と合同で総合医局機構を作っております。
医師の求職の登録は、６年ぐらいで、20名ぐらいに
なります。医療機関の方の求人は、大体50～60医療

機関あります。一応、マッチングをして、面接して
決まった方が12名ぐらいであるのが今の現状です。
医師の登録がありましたら、本当に、スピード感を
持って、２～３日で決めないと、他で決まってしま
います。やはりスピード感が大事なのかなというの
が印象です。 
　女性医師支援の方では、復帰の研修を埼玉医科大
学の方でやっていただきましたが、少し厳しすぎま
して、一人も利用しないでクローズになっております。
　ここで、一つお聞きしたいのですが、紹介した
医師が外科医だったのですが、手術があまり上手 
くなくて、一人亡くなってしまい、そういう場合
に、先生を辞めさせて下さいという依頼があり、そ
の時は他に移っていただきました。そのようなトラ
ブルが起こった場合はどうしたら良いでしょうか。
ちょっとお聞きしたいです。

望月先生：私のところは自治体病院なので、正規職
員で雇用するとなかなか辞めてもらえないんですよ
ね。実際そういうケースが、ちょっと精神的、うつ
状態のような医師が実際正規職員でなかなか。僕の
病院じゃないんですが、同じ岩手県の県立中央病院
なんですけれどね、そういうケースもありまして、
今はどうしようかということでいろいろ考えている
んですけれども、来てくれる医師が６カ月間臨時医
師という立場でもし来てもらって、６カ月間の状況
を見て正規職員に雇用するというようなことを本人
と相談して、本人が納得すれば、そういうふうにし
ようというふうに、いま考えています。そうすると、
臨時職員であれば、不都合な点があればお辞めいた
だくことができますので。自治体病院って、結構そ
ういうところ面倒臭いところがあって。民間病院に
は無いような、そういう悩みがあるのかなと思って
ます。

利根川先生（埼玉県）：やはり、最初の契約をしっ
かりやっておく必要があるということですよね。ど
うもありがとうございます。

シンポジウムⅡ
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神村座長：シニア医師の話をしようと思いましたら
ば、若手の育成のことまで、女性医師のことまで、
全部含めて、やはり地域医療はワンチームでやらな
ければいけないのだと思いました。特にフロアから
のご質問、ご意見等ございませんでしたら、この辺
で終了させていただいてよろしいでしょうか。
　ありがとうございました。





－ 121 －

間中先生
　やまがた宣言を採択いただきたいと思います。こ
の宣言案は、９月27日に開催されました、日本医師
会勤務医委員会において、事前にご意見をいただき
ました。やまがた宣言案をスクリーンに投影して下
さい。
　皆さんのお手元の封筒の中にも、印刷したものが
入っておりますので、ご参照いただきたいと思います。
　それでは、山形県医師会勤務医部会副部会長、佐
藤光弥より、やまがた宣言案を読み上げていただき
ます。佐藤先生、よろしくお願いいたします。

佐藤先生
　皆さん、朝早くからお疲れ様です。私は、今年の
３月に定年を迎えましたけれども、そのまま定年を
延長して公的病院で救急医をやっている者でござい
ます。
　では、この会の最後に当たりまして、やまがた宣
言案を読み上げたいと思います。

以上です。（拍　手）

間中先生
　佐藤先生、ありがとうございました。やまがた宣
言を原案のとおり採択することにご賛同の方は拍手
をお願いいたします。（拍　手）
　多数の拍手をいただきましたので、採択していた
だいたものと思います。ありがとうございました。
賛同多数により、やまがた宣言は採択されました。
　以上をもちまして、本協議会の日程は全て終了い
たしました。

やまがた宣言採択

やまがた宣言採択
山形県医師会勤務医部会副部会長　佐　藤　光　弥

「やまがた宣言案」

　2025年には団塊の世代が75歳以上となり、
国民の医療需要は変動し続ける。医師需給分科
会では2028年頃にマクロで医師需給は均衡す
ると推計し、地域枠の効果等を踏まえ2036年
を医師偏在是正の目標年としている。しかしな
がら、地域間格差や診療科偏在の是正に関して
は、その効果が確実とは言い難い。病院による
時間外勤務時間の上限には考慮すべきであるも
のの、勤務する病院の役割や地域特性、また医
師のキャリア等に配慮した勤務時間とすべきと
思われる。

　国民の高齢化率の上昇は、同時に高齢医師の
増加も意味するが、一方で勤務医の多くは定年
後も診療に携わることを望んでいる。山形県で
は、山形大学、山形県、山形県医師会および県
内の病院で構築された協議会が地域の実情に
あった医師の配置に努め、成果を上げている。
地域医療構想により地域での病院の役割が明確
にされつつある現在、定年後の医師の就業先に
ついて検討の場となりうることを願い、次のと
おり宣言する。
一、必要医師数のみならず、2036年には医師
の地域偏在と診療科偏在問題も是正できるよ　
う求める。

一、医師の働き方については、勤務環境により
時間外労働に上限が設定されるが、その他　
の要因も含めて継続して議論する。

一、経験を積んだ定年後の医師が活躍できる医
療環境の構築を求める。

　
　令和元年10月26日
全国医師会勤務医部会連絡協議会・山形県
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令和元年度全国医師会勤務医部会連絡協議会参加者数

ブロック

小　　　計

合　　　計

都道府県 参加人数医師会・所属
北海道医師会
札幌市医師会
函館市医師会
小樽市医師会
旭川市医師会
青森県医師会
岩手県医師会
宮城県医師会
仙台市医師会
気仙沼市医師会
秋田県医師会
山形県医師会
福島県医師会
茨城県医師会
栃木県医師会
群馬県医師会
埼玉県医師会
千葉県医師会
東京都医師会
神奈川県医師会
横浜市医師会
小田原医師会
相模原市医師会
川崎市医師会
横須賀市医師会
新潟県医師会
新潟市医師会
長野県医師会
富山県医師会
石川県医師会
福井県医師会
岐阜県医師会
静岡県医師会
愛知県医師会
滋賀県医師会
京都府医師会
大阪府医師会
兵庫県医師会
姫路市医師会
奈良県医師会
和歌山県医師会

4
5
3
1
3
14
8
6
5
1
5
34
5
4
3
2
10
2
3
7
8
2
2
1
1
2
1
3
1
4
1
7
3
9
2
8
6
4
1
2
2

3
6
1
4
5
1
1
1
7
3
1
3
2
2
1
12
2
2
2
4
1
2
5
3
2
1
9
3
3
4

291
21
7
2
4
14
339

ブロック 都道府県 参加人数医師会・所属
鳥取県医師会
島根県医師会
岡山県医師会
広島県医師会
広島市医師会
福山市医師会
安芸地区医師会
安佐医師会
山口県医師会
徳島県医師会
香川県医師会
愛媛県医師会
松山市医師会
高知県医師会
高知市医師会
福岡県医師会
北九州市医師会
北九州市小倉医師会
佐賀県医師会
長崎県医師会
長崎市医師会
佐世保市医師会
熊本県医師会
熊本市医師会
大分県医師会
大分市医師会
宮崎県医師会
鹿児島県医師会
鹿児島市医師会
沖縄県医師会

北 海 道

青 森 県
岩 手 県

宮 城 県

秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都

神奈川県

新 潟 県

長 野 県
富 山 県
石 川 県
福 井 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
滋 賀 県
京 都 府
大 阪 府

兵 庫 県

奈 良 県
和歌山県

鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県

広 島 県

山 口 県
徳 島 県
香 川 県

愛 媛 県

高 知 県

福 岡 県

佐 賀 県

長 崎 県

熊 本 県

大 分 県

宮 崎 県

鹿児島県

沖 縄 県

日 本 医 師 会
講師・シンポジスト
行 政
報 道
そ の 他

北
海
道
・
東
北

中
国
・
四
国

九
州
・
沖
縄

関
東
・
甲
信
越

中

　
　部

近

　
　畿
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